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1まえがき

ま　え　が　き

研究プロジェクト代表　　大　江　　　宏　

　本報告書『中国およびモンゴルにおける経済発展と環境問題の諸相』は、

亜細亜大学アジア研究所の平成２５－２６年度（２０１４－１５年度）の共同研究プロ

ジェクトの成果物である。本共同研究プロジェクトの名称は、「アジア諸国

におけるデカップリングの可能性～地下資源、水資源、循環資源、観光資源

を中心として～」であるが、「アジア研究シリーズ�９０」として取り纏める

にあたって、より分かり易くかつ内容を簡潔に表す本タイトルとした次第で

ある。

　２０１５年１２月、フランス・パリで開催された、「気候変動枠組条約第２１回締

約国会議（COP ２１）」において「パリ協定」が合意された。パリ協定は「世

界の平均気温上昇を２度未満に抑える」ことを全体目標として、その目標達

成に向けて、世界全体で、人間活動による温室効果ガス排出量を実質的にゼ

ロにしていくことを今世紀末までに構築していくという画期的なものである。

　周知のように、中国は一国で世界全体の約２８％を占める世界一の二酸化炭

素（CO２）排出国である（IEA ２０１３）。今後の中国の環境対応が、「パリ協定」

の成否を左右すると言っても過言ではない。他方、モンゴル国は人口約３００

万人の、経済的には発展途上の小国だが、石炭をはじめとする地下資源では

世界有数の資源大国である。そのモンゴルの GDP 当たりの CO２ 排出量は世

界第一位である（IEA ２０１３）。GDP が小さく、エネルギーの石炭依存が大き

いからだろうか。やはりモンゴル国も、今後の世界の環境対応を考える上で、

資源開発や経済発展を環境保全と両立するように進めていくことが重要なの

である。世界の環境保全と経済発展の両立に向けて研究しなければならい重

要な中国とモンゴル国について、環境問題と経済発展に関わる諸相を検討し

たのが本報告書の位置づけである。
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　本研究プロジェクトは、こうした問題意識の下で、メンバー各自が個別

テーマに挑戦し、活発な研究会と海外実地調査を行ってきた。２０１３－２０１４の

両年で、研究会は１３回（メンバーの報告９回、外部講師の報告４回）実施し

た。海外実地調査は、モンゴル国へ２回、中国へ１回実施し、それぞれ研究

会で詳細を報告した。

　以上の研究会及び海外実地調査を通じて、各メンバーが各自の個別テーマ

を掘り下げ、これらを踏まえて以下の個別の論文６本と海外現地調査の日誌

記録を１本掲載している。以下に簡単に紹介してまえがきに代えたい。

　范氏の「中国のアジア資源エネルギー戦略―習近平政権の「シルクロー

ド」構想とアジアエネルギー共同体―」（范　云涛）論文は、習近平国家主

席が次々と打ち出した「シルクロード経済ベルト」構想、「海上シルクロー

ド経済圏」構想、「アジアインフラ開発銀行」（AIIB）創設などの経緯と背景、

目的について、中国のエネルギー資源開発と利用の戦略と絡めて、地政学的

な観点から国内経済と国際経済の両面から分析している。

　張氏の「中国の食品汚染に関する一考察」（張　維納）論文は、近年の中

国で極めて重要な課題になっている食品の安全確保に関して、食品汚染の現

状、食品安全確保のための法整備の発展、それにもかかわらず進行する食品

汚染の原因などを検討し、最後に、食品汚染を防止のための直接的対策と根

本的対策を論じている。

　鈴木氏の「気候変動をめぐる政治―小島嶼国連合（AOSIS）に注目して―」

（鈴木　亨尚）論文は、発展途上国全体とは異なる利害を有する小島嶼国連

合（AOSIS）の立場に注目しながら、気候変動を巡る政治について、気候変

動の現状、国際交渉と排出ギャップ、AOSIS の提案、リマ気候変動会議など

を検討し、最後に、パリ気候変動会議への課題を提示している。

　関上氏の「モンゴル　資源開発と経済成長問題のデカップリング的可能性

～経済理論的推論分析～」（関上　哲）論文は、モンゴルにおける現状の鉱

物資源開発主導の経済成長路線の限界を指摘して、新たな経済成長資源を環

境資源に求めて、観光産業の育成にこそ持続的な発展可能性があるとして、
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3まえがき

理論分析に挑戦している。

　大江氏の「モンゴル社会に根を下ろす日系企業のビジネスモデル：ケース

スタディ」（大江　宏）論文は、モンゴル進出の日系の現地法人は３１１社

（２０１４．１０）と多くはないが、その中で２００５年に金属切削加工業で創業した 

SANKOU は、その後ソーラーパネルの製造・販売会社や事務機の販売・サー

ビス会社も立ち上げ、モンゴル人社長と従業員の下で発展しており、いわば

成功企業の代表格である。そのビジネスモデルを現地調査と日本本社のヒア

リングを踏まえて、明らかにしている。

　バーサンフー氏の「モンゴル国における自由地帯について」（Jamsranjav 

Baasankhuu）論文は、モンゴル国政府が推進する「自由地帯」開発の諸課題

に関する論文である。「自由地帯」では、外国からの投資を誘致するため関

税の優遇措置や規制緩和などの政策がとられている。しかし、各自由地帯で

実施されている様々な優遇策が、外国投資の誘致及び先進技術の導入に結び

付いていない。その最大の要因は、自由地帯のインフラ整備及び開発に必要

な公的資金の不足にあるという。それに加えて、外国援助及び民間資金の投

入が必要であると訴える。

　河合・大江両氏による「モンゴル現地調査日誌：エルデネット銅鉱山とフ

ブスグル湖を中心に」（河合　伸泰・大江　宏）は、２０１４年のモンゴル現地

調査（８／４～８／１３）の日誌である。モンゴル北西部の調査旅行の全体と、エル

デネト鉱山見学と代表的観光資源であるフブスグル湖滞在に焦点を当てて詳

しく説明している。

　いずれもアジアにおける経済的発展と環境保全の両立を願う問題意識を出

発点としており、掲載テーマに興味を持つ読者にとって些かなりともご参考

になれば幸いである。

以上

Title:研究シリーズ00 Page:9  Date: 2016/03/11 Fri 09:55:34 
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中国のアジア資源エネルギー戦略
―習近平政権の「シルクロード」構想とアジアエネルギー共同体―

范　　云涛　

China Asia Resources and Energy Grand Strategy -----

Xijinping’s “B&R” Diplomatic Strategy and the Asia-Pacific

Energy Community Construction

Fan Yuntao　

１．はじめに

　２０１３年１０月、習近平氏は、インドネシアへの公式訪問中に「シルクロード

経済ベルト構想」なるものをはじめて国際社会の場でオフイシャルに提起さ

れた。中国の歴史上、シルクロードという遥か２０００年も前の中華文明史の地

域概念を経済成長の国家戦略と位置付けてしまうことは、はじめての出来事

である。

　今中国は、シルクロード経済ベルト構想を打ち上げた背景としては、これ

までに東に偏っていた発展のウイングを西の果てにも伸ばそうという狙いが

ある。歴史上のシルクロードは、砂漠の中を何千キロも延々と渡り歩く行商

ラクダの群れであったが、現在のシルクロードは、海抜２０００メートル以上の

高速道路を疾走するトラックの行列と時速３００キロで疾走する高速新幹線の

である。そして、この現在のラクダ行商ルートは、今、まさに出来上がろう

としている。この構想の陸上終着点は、オランダのロッテルダム港である。

ここに至るまでの地域の人口は４０億人にも上っている。

　すなわち、中国の陝西省西安市（中国が歴史上最も経済的にも政治的にも
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栄えていた唐の時代の都たる長安）を起点とし、中西部の青海省、四川省、

寧夏自治区、新疆ウイグル少数民族自治区を経て、キルキスタン、ハザクス

タン、クロアチア、ウクライナー、ロシア、ラトメニア、ルーマニア、ブル

ガリアー、チェコ、イラン、アフガニスタンなど中央アジア諸国から東ヨー

ロッパ諸国へと伸ばしているのである。このような巨大な市場を目指して中

国は、習近平の戦略シナリオに基づき、着々と２１世紀現代のシルクロード経

済圏を創出しようとしているのである。

　そもそも習近平政権が建設しようとしているシルクロードは、単なる陸路

だけではない。同時に打ち出しているのは、もう一つの「海上のシルクロー

ド経済圏構想」も魅力的なものである。陸上と海上という二つの東西縦横に

広がるウイングがダブルフライイングする格好となる。

　中国では、明の時代に朝廷のある宦官たる鄭和という人物が、アフリカ東

海岸に至るまでの大航海を敢行したが、（合計７回、１４０５年－１４３３年）この時

は、基本的には朝貢を求めるものであった。しかし、今、中国は、陸のシル

クロードだけではなく、海のシルクロードも開拓することによって西側民主

主義国家との経済的、政治的な繋がり、アジア全域における主導的地位を確

固たるものにしようとしている。これが、習近平主席が目指す「一帯一路」

構想の狙いである。海のシルクロードを通じては、更に東南アジア諸国、イ

ンド洋諸国、中東アラビア諸国、アフリカ東海岸諸国との物品貿易の交流拡

大が期待される。

　つまり、中国を中心としてこれまでの日本、アメリカ等の東ウイングに加

え、アジア全域からヨーロッパ、アフリカに至るまでの西の交易路ウイング

が築かれるのである。言い方を変えると、これから中国にとっては、これま

で最も重要な関係であった日本や米国は、重要な関係国の一つに過ぎなくな

るのである。シルクロード経済圏の周辺国が、そのインフラ建設の需要と中

国のエネルギー資源開発戦略のマッチングによって、エネルギー資源的にも

需給関係の結びつきが次第に強化されれば、石炭や天然ガス、石油、レア

アースなど鉱物資源の貿易経済圏が形成されることを通じて、東にある日本、
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さらに遠くにあるアメリカに対する貿易依存度が低下し、３０年先、５０年先に

は、重要な関係国ではなくなる可能性すらあるのである。

　本稿では、かかるシルクロード経済ベルト構想の時代背景を探り、海上の

シルクロード構想のダブル相乗効果が、中国の対外戦略、とりわけ今後の２１

世紀を含む長期的な国際政治経済レジームの変化を視野に、中国のアジア地

域におけるエネルギー資源戦略のシナリオとその成り行きにつき、地政学的

な視点から考察を試みたいと考えている。ひいては、アジア地域全体のエネ

ルギー開発と利用の共同体構築の可能性につき、検討してみようと考えてい

る。

第一章：「シルクロード経済ベルト構想」のバックグランド

　このようなシルクロード構想が提起されるようになったきっかけは、まず、

習近平が、２０１３年９月にカザフスタン・ナザルバエフ大学で『シルクロード

経済帯』構想についての基調講演を行ったことを最初に、続いて同年１０月に、

「２１世紀海上シルクロード」構想についてインドネシア国会で演説を行うと

いう形で提唱されたので、基本的なグランドデザインを決めただけで具体的

に実行に移るのはこれからだと受け取められていた。

　さらに、２０１４年１１月はじめの北京 APEC サミット開催期間中に開かれた

「相互交流パートナーシップ強化対話会議」で、その席上で習近平は、「シ

ルクロード経済ベルト構想」と『２１世紀海上シルクロード』を合わせた「一

帯一路」構想を提唱し、４００億米ドル（約４兆６０００億円）のサポート基金を

創設し、対象地域のインフラ整備を支援すると表明したのである。

　既述のように、シルクロード沿線は、人口が合計４４億人（世界人口の６３％

を占める）、経済規模は２１兆米ドル（世界経済全体の２９％割合を占める）と

されている。また、最終目的地はオランダのロッテルダム港とされる総延長

は１０，０００キロの経済ベルトで、アジア・ヨーロッパの２２カ国に跨がる沿線総

人口３０億人の経済圏が出現するとされている。この地域は、従来からその地
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政学的な理由から、発展の機会に恵まれず、世界の経済成長のダイナミズム

から取り残されているが、エネルギー、観光、文化、農業などの資源に富み、

インフラを整備して、工業開発が進めば、世界で最も広域で長大な、最も発

展性将来性が見込める地域とされているのである。言い換えれば、昨今のよ

うな BRICS 新興国の予備軍が現れ、あるいはそれの数倍以上のスケールで

新たな産業新興国グループがこの地域で花を開くことになるに違いない。

第一節：シルクロード構想の国際政治要因

　ここでは、シルクロード構想が提起されるきっかけとその後国家の長期対

外戦略として国際社会の場で打ち出されるに至る国際政治要因について、掘

り下げて検討してみようと考える。

　つまり、なぜ、このようなタイミングに、このような形で、このような内

容を持つ対外戦略を提起されなければならないだろうか？という疑問に応え

るための検討作業を本節にて行いたく考える。

A）第一の背景理由：だぶつきがちの「中西部大開発戦略」の推進

　この構想は、長年にわたる既存「中西部大開発戦略」の停滞感から抜け出

そうとする狙いがまずある。つまり、そこには、陝西省、甘粛省、青海省、

寧夏、新疆ウイグル自治区を含む西北５省と自治区、重慶、四川省、雲南、

広西自治区などの西南４省と自治区が参加しており、これらの地域に金融、

物流、機械製造、エネルギー取引、文化旅行、科学技術開発、人材養成など

のセンターを築くことで、これらの地域の経済発展を図るものとしても期待

されている。とくにハイウェー、高速道路、新幹線鉄道網をはじめ、公共イ

ンフラ基礎施設の建設と長距離物流センター、ターミナル駅の建設が急務と

なっているので、立ち後れたこの地域の経済成長にとっては、大きな戦略的

な意味合いが込められている。

　段階的には、かかるシルクロード構想打ち出しの戦術プロセスとしては、

次のような流れを辿ってきたことは、周知の通りである。
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9中国のアジア資源エネルギー戦略

第一段階：基本構想のアイデアを世界に披露していく初期段階；

　時期的には、２０１３年９月のカザフスタンの大学での基調講演と同年１０月の

インドネシア国会演説での「２１世紀海上シルクロード」の建設提唱とかさな

る。

　続いて第二段階は、２０１４年５月２０日―２１日付け、上海にて開催されたアジ

ア地域安全保障信頼醸成措置会議（CICA）の首脳会議、同年５月２２日、国

連事務総長潘基文さんは、上海 CICA サミットに出席された後、習近平主席

とのトップ会談が実現し、復旦大学での基調講演にいたるまでの期間と対応

する。ここでは、ロシアとキルキスタン、ハザクスタン、アフガニスタン、

クロアチアなど主要中央アジア諸国の首脳外交、および国連外交を通じて、

シルクロード構想を国際社会での認知度を高め、各国の反応ぶりを見極める

ための時間を稼いだのである。

　第三段階では、西側先進諸国やＥＵ諸国などの態度をはかるため、アジア

太平洋経済連携協定国の APEC 首脳会議を２０１４年１１月６日から１２日まで北

京で開催し、その開催中に「相互交流パートナーシップ強化対話会議」を通

じて、先進国の首脳や外務、商務官僚との間にコンセンサスを作り上げるこ

とに成功したのである。

　続いて第四段階では、中国国内の環境整備を狙って、中央中共政治局会議

が２０１４年１２月に開かれた。

テーマは、「一帯一路の建設を来年の重点的任務とする」中央工作会議＝一

帯一路は、２０１５年地域発展戦略におけるもっとも優先順位の高い政策」と立

て続けに制定、公表され、法的な整備作業も急がれていた。

　第五段階では、２０１５年３月２８日－３０日、海南島ボーアオ国際経済フォーラ

ム開催期間中には、ついに、習近平主席は、「一帯一路」建設の戦略マップ

と行動アクションプランとシナリオを公表されたのである。

　国家発展改革委員会、外交部、商務部の共同採択と発表にて『シルクロー

ド経済ベルトと海上シルクロードを推進するためのシナリオと行動』と題す

る長文のドキュメントを世界に向けて発信された。
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　それより前に、同年３月はじめには、欧州諸国が雪崩を打ってアジアイン

フラ投資銀行（AIIB）の創設メンバーに加わっており、さらに一帯一路構想

の実働行政実施体制の組織作りも公表されたのである。

　最高行政責任者（組長）をチャイナセブンの一人と言われる政治局常務委

員の張高麗さんという布陣が決まり、副組長を政治局委員の王 寧さん、副

首相の汪洋さんと国務委員の楊晶さん、国務委員の楊潔 さんなど４名の最

高幹部が執行部を結成されることとなった。注１

　中西部地域への経済開発戦略は、従来においては、外資系企業を誘致する

重化学工業の振興対策を重点に考えられてきたが、１９９０年代の半ばの「三峡

ダム建設プロジェクト」をはじめ、多くのインフラ施設建設を中心とする長

期プロジェクトが起動されていたが、必ずしも投資に見合うだけの収益が得

られていなかったのである。２０１３年６月１０日付けで国務院が公表された『中

西部地域外商投資奨励優遇政策ガイドライン』がこれまでの改革開放政策の

外資系企業向け誘致政策の集大成を図ったのである。注２

　これによると、西部地方の地理的な概念が、１２の省、少数民族自治区、重

慶市という人口３０００万人を超える直轄市だけでも、国土面積の７１．５％を占め、

総人口の２８．６％（３億７３００万人）を占め、GDP 総額では２０％（約３５兆円）を

占める規模になる。中部地方となると、江西省、安徽省、湖南省、湖北省、

山西省、河南省という６省を挙げられる。人口が４億５０００万。国土面積の

２６％を占めるのである。経済規模で言えば、名目 GDP 額は約１兆１０００万ド

ルに及んで、インド並みのレベルに達する。ASEAN 諸国の合計（１兆３０００

万ドル）に迫る勢いだ。全国 GDP 総額の２１％を占めるに至っている。注３

　外資企業の対中 FDI は、２００１から２０１４年末までの動向を見れば、依然と

して東部向けの案件数が多いが、伸びは鈍ってきている。長江デルタ地域

（上海、江蘇、浙江）、環渤海地域（北京、天津、遼寧、河北、山東）でも

投資の伸びが１０％前後程度にピークアウトしてきた。それに対して、中部で

は安徽省、山西省を始めとして２０％－３０％の高い伸びを示す地域が多く、東

部における労賃上昇や人手不足をうけた投資先シフトを感じさせる。
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11中国のアジア資源エネルギー戦略

　一方の西部では格差が目立っている。中核的な工業地域四川省では、０６～

１１年に平均で＋４８．４％、重慶市では＋６５．３％と急増した後は若干の息切れ感

がある。とはいえ、西部を代表する古くからの重工業地帯として他の西部地

域を大きく引き離して投資吸引力を発揮。黒龍江省、陝西省、雲南省、貴州

省なども足元まで＋２０％を超える伸びを維持してきた。

　陝西省では、韓国サムソン電子が西安市に半導体工場を１億米ドル投資す

ることで、関連企業とともに大きな押上効果を見せた。対して新疆ウイグル

自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、青海省、甘粛省では年間の投資

受入額が数億米ドルに留まっており、外資の誘致が鈍っている。

　対中投資は、部分的に増勢が目立つ投資国や産業があるとはいえ、総じて

いえば、勢いは弱まりつつある。JBIC による製造業の海外事業展開アン

ケート調査から分かる日本企業の評価を見れば、中期的（今後３年程度）に

有望な投資先については９２年の設問開始以来、中国が一位を継続してきたが、

１３年には、インドネシア、インド、タイに次ぐ４位に後退。得票率をみると、

上位３カ国が躍進したというよりも中国の悪化が目立った。

　すなわち、中国の改革開放政策が、３５年間にわたる継続的な実施が、いよ

いよ国有企業改革や経済構造の脱重工業化、脱化石燃料依存のエネルギー浪

費型の成長モデルから、省エネと資源節約、循環型低炭素社会へと構造調整

のダイナミックな改革最終期にさしかかったこと、世界経済のグローバリ

ゼーションの深まりから、経済の地域ブロック化が加速化されていることが

重要なファクターとなっている。

　ASEAN を含む東アジア１６カ国で、２０１３年５月から東アジア「地域包括的

な経済連携」（RCEP）の交渉が開始された。２０１５年末までの合意を目指す。

現在までに、RCEP、TPP 等が相互に触発される形で、巨大経済圏構想が

次々と誕生している。東アジアでは、日中韓 FTA がある。欧州の場合は、

米国との間に EPA 予備交渉がはじまり、米国と EU 諸国間では、環大西洋

貿易投資パートナーシップ（TTIP）実現に向けて、２０１３年７月に交渉が首

脳間で開始した。このように太平洋と大西洋で次々と巨大な広域経済貿易投
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資圏構想が立ち上がり、相互に刺激しあいながら、世界の次世代通商ルール

作りの主導権争いが繰り広げられている。注４

　そのような内外経済情勢の下で、２０１４年１月から２０１５年９月現在にかけて、

習近平政権は、国際通商投資秩序作りの主要国外交動向を尻目に、新シルク

ロード地域経済復興構想を一気に力強く打ち出した。ここまでたどり着ける

には、上記のように第一段階から第五段階へと流れるような勢いで多くのプ

ロセスを経由してきて、一気呵成にまとまったのである。

 

図１－１　中国の『一帯一路』構想のイメージ図

出所：中国中央テレビ、新華社通信など公式サイトから筆者作成
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13中国のアジア資源エネルギー戦略

（B）中国のエネルギー資源開発利用の安全保障サバテイカル戦略

　来る２０１５年１２月はじめには、フランスパリにて気候変動枠組み条約締結国

総会（COP ２１）が開催予定となっている中、世界中が二酸化炭素排出削減と

気候変動対応の国際協調を、最大の CO２ 排出国中国の動向がどうなるか注

目されつつあるのである。経済成長のスピードを現状の７％前後のままで持

続させれば、米国の倍以上、日本の約十倍程度に近い排出量を抱えてしまう

という恐ろしい事態が訪れるものと予想される。図１－３は２０１２年度の世界全

体の二酸化炭素排出量統計表となっているので、いかに中国の排出量割合が

突出しているかが伺える。

 

図１－２　陸上シルクロード全長１００００キロ以上に及ぶ三つの高速鉄道ライン

出所：www.baidu.com

注記：中国の腹地、中西部地方から西ヨーロッパ（ポーランド、チェコ、ドイツ）に至る
三つの高速鉄道ルートが示されている。最短距離は、四川省成都市からポーランド
まで９８２６キロを数える。最長では四川省重慶市からドイツの東部まで約１１１７９キロの
距離となる。
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図１－３　２０１２年世界の二酸化炭素排出量

出所：EDM エネルギー経済統計要覧２０１５年版
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15中国のアジア資源エネルギー戦略

　中国の化石燃料（石油、石炭、天然ガス）消費需要がさらに堅調に続き、

上昇傾向が止まらないだけではなく、２０１３年との比較では、２０２０年、２０２５年、

さらに２０３０年に入っても削減努力をかけなければ、化石燃料の消費による二

酸化炭素排出量が、１００億トンカーボンというピーク値に到達するだろうと

世界エネルギー機構（IEA）が作った予測データによって検証されてい

る。注５

 

出所：IEA 世界エネルギー機構：２０１５

図１－４　２０３０年までの中国二酸化炭素排出量預測
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図１－２　グラフで見る中国の年度別石油資源海外輸入依存度
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17中国のアジア資源エネルギー戦略

　上記の石油輸入対外依存度指標で示されているように、２００５年から２０１５年

現在にかけて、石油の需給デマインドが毎年のように高く上昇傾向を辿って

おり、２０１５年１１月現在では、海外輸入依存度が６５％を上回ったのである。

　２０１０年度では、中国国内の石油生産量が、わずか４０７万バレルに過ぎない。

これが２００９年度よりも７．１％の増産であった。世界の石油総生産高にしめる

割合が５．２％である。しかし一方では、２００９年の中国石油消費量は、一日当

たりで９１０万バレルにも及んでいた。翌年度の２０１０年よりも１０．５％の伸びを

示していたのである。石油の需給関係が完全に輸入超過に陥っており、２０１０

年度だけを見ても、年間輸入量が２．４億トンにも達していた。日割り計算す

れば、輸入量が５０３万バレルとなっていた。対外輸入の依存度は、５５％の危

険水域に踏み込んでいたことが分かる。

　２０１５年６月７日付、中国政府は、「エネルギー発展戦略行動計画（２０１４～

２０２０）という中期経済ビジョンを発表した。

　それによると、「エネルギー開発方式の転換、エネルギー消費構造の最適

化、制度革新の促進を通じて経済発展に必要なエネルギーを安全な方法で確

保する」との指導思想を明らかにした。２０２０年までに一次エネルギーの消費

量を標準石炭換算で４８億トン前後に抑え、エネルギー自給率を８５％前後に維

持し、一次エネルギー消費に占める非化石エネルギー比率を１５％に引き上げ

るという目標を定めたのである。２０１５年現在でも中国の一次エネルギー（石

炭化石燃料）に対する依存度が６８％の高い水準に推移しており、世界におい

て最大の石炭輸入国になっている。これを２０２０までには、依存度を６２％以下

にまで減らすことが政策の目標とされている。

　一方、大気汚染やダイオキシン、汚水、土壌汚染など公害問題の深刻化が、

中国経済を傷付け、持続可能な経済社会の構築が危ぶまれているのである。

　「５０年余りの間に、中国の人口は６億人から１３億人に増加したが、居住可

能な土地は水土流出によって６００万平方�余りから３００万平方�に減少した。

４５種類の主要鉱産物で１５年後に引き続き採掘できるのは６種類だけだ。５年

後には石油消費の７割を海外に依存する。我々の国土はすでに３分の１が酸
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性雨に侵され、主要水系の５分の２が劣Ⅴ類�　である。３億余りの農村人口

は安全な水が飲めない。４億余りの都市住民は非常に汚染された空気を吸引

している。１５００万人がこれにより気管支疾病と呼吸器の癌を患っている。も

し、現在の汚染レベルでいけば、１５年後に我々の経済規模は４倍になるが、

汚染負荷は５～６倍に増加する可能性がある」注６と警鐘を鳴らしている。

　中国の名目経済成長率が２０１５年までに、平均７％前後の水準で推移してい

くことを前提に据えた場合には、原子力発電によるエネルギー供給の安全神

話が崩れた現在、再生可能エネルギー比重が比較的に低い中、予期した目標

を達成させることは、至難のわざと言わざるを得ないかと考える。２０１６年か

ら２０２０年にいたるまでの５カ年は、まだまだ中国の経済高度成長期に当り、

工業化に加えて凄まじい勢いで都市化が同時に進む時期と重なると予測され

るため、各産業部門のエネルギー消費力／消費量を大幅に引き下げようとする

政策取り組みが図られたとしても、依然として温室効果ガスの削減見込みが

それほど多くないものと見通している。すなわち、前掲①と③二つの拘束性

ある指標が確実に達成してはじめて、②の指標が達成されうるという政策目

標変数間の連鎖反応が得られよう。２つの指標が完全に達成できる場合に

限って、２０２０年までの二酸化炭素排出強度が２０％も引き下げられよう。

　以下表　１－１　に示される日米中三ヶ国の比較対照表は、２０５０年にいたるまで

の中国のエネルギー消費需要トレンドを表している。注７

　即ち、中国は、第十三次五カ年国民経済発展計画ビジョンにおいては、

２０１６年から２０２０年までの経済成長に欠かせない化石燃料と再生可能エネル

ギー、新エネルギー生産と消費のエネルギーミックス戦略を打ち出さないと

行けない時期に来ているのである。そこでは、石炭や石油、天然ガスなど一

次化石燃料の生産加工と消費量を抑制する政策をバランス良く構築する必要

があり、シルクロード構想をもって、沿線国との間にこれら資源エネルギー

の調達による安定供給システムをウィンウィンで作ることが、中国にとって

は、エネルギー安全保障政策を万全にマネージメントしていく試金石となる

であろう。
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19中国のアジア資源エネルギー戦略

表１－１　中国２０５０年経済社会発展シナリオ目標と日米現在レベルとの比較対
照表

中国
２０５０年
低炭素経
済シナリ
オ

２０５０年
中国省エ
ネシナリ
オ

アメリカ
２００５年

日本
２００５年

中国
２００５年

指　標

２．２２．２３．９３．７０．１４４５一人当りGDP／万ドル
（２０００年基準値） 

７９７９８１６６４３都市化整備率／％

６７１．４１．２５ピークアウト時の鉄鋼生
産量／億トン

-６０～２０５５２５．６１２．９ボイラー鉄鋼比重／％

３０３４６３３０２２都市部一人当り住宅面積
／（平方メートル／人）

２１０２１０―２５５．３８１都市部家庭用空調普及率
（台／百戸家庭）

３８８４２０８０８５８１２４千人当り自家用車保有台
数（台／千人）

５０００８５００３００００８０００２００００自家用車年間走行距離／
（KM／年）

―７０-３０かなり
低い

かなり
低い

０自家用車のうちエコカー
保有台数比重／％

１．７１．７９３．２１．９０．３一人当り発電タービン容
量（KW／人）

３．８１４．５８１１．３５．９１．７２一人当たりエネルギ-消費
量／（トン標準／人）

５．９８８．３３１９．６１９．５０３．８８一人当り CO２ 排出量
（トン／人）

３１０３８２．９１１１０３３５７１一人当り累積 CO２ 排出量
（１８５０年から２０１３年まで）

出所；『２０１２中国持続可能発展戦略報告書――グローバル視野下にあるべき中国の成長モデ
ル』中国科学院アカデミー持続成長可能戦略研究チーム編集
中国科学出版社２０１２年３月初刷第一版　４８頁
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　２０１４年３月付け中国政府が公表された『中西部地域外資系企業優遇政策ガ

イドライン』では、２００８年に公布された前回の中西部地方外資系企業産業誘

致目録から新たに１７３の奨励業種が追加されている。各省によって提起され

全部で３１省ある内の２２省分がカバーされている。奨励業種に挙げられている

外資投資事業には、特別傾斜政策が適用されるのが特徴である。

　新目録では、資源保護とその適切な使用に向けまたサービス産業基準の向

上を目指し更に中部と西部地方の豊かな自然および人的資源の優位性を発揮

させ地域の経済活性化のために、エコフレンドリーな外資投資や環境保護規

定を遵守する中西部の労働集約産業が奨励業種として盛り込まれている。な

お、新目録では、中国で既に技術の確立されているローエンド製品の東部か

ら西部への事業移管を厳しく取り締まっている。

　すなわち、産業構造の「東高西低」が、中西部の開発戦略によって、次第

に逆転する局面が現れて、「西高東低」へとシフトしていけるような経済変

動が起きることが、中国のエネルギー資源戦略のニーズに合致するのである。

　中国の経済成長は、中長期的に見れば、すでに世界最大のエネルギー消費

大国と化石燃料の輸入大国となりつつあるため、２０３０年以降、さらに２０５０年

以降の中国のエネルギーと産業資源の消費量を見越して、十分なエネルギー

資源の確保とその資源安全保障の大切さが、喫緊の課題となってきたのであ

る。

　エネルギー資源を向こう３０年、５０年先の供給量を確保し、年率で７％前後

の成長力に対応させるために、既存の供給ルートだけに頼ることは、あまり

にもリスクが高く、選択肢を狭められてしまうので、中央アジアから西ヨー

ロッパ諸国まで東西に貫通した陸上ルートと、東シナ海から遠くは、南イン

ド洋やマラッカ海峡を経て、西インド洋に至る海上シルクロードからなる国

際貿易ルートが繋がった場合は、中国の石油・天然ガス等の資源エネルギー

供給ルートがリスクを減らせることができるのである。かかる中期的長期的

な資源エネルギー消費動向を見据えた視点から、陸上の資源エネルギー供給

ラインの確保が、必要不可欠のものであり、米国を中心とする西側諸国との
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長期戦に備えたサバテイカル競争の有力な武器になろうと確信されるように

なったことも、ごく自然の成り行きであろう。

（Ｃ）「中国脅威論」の台頭が与えた影響；

　２０１０年末時点で中国の外資導入実績が１４００億米ドルを達成、世界で２番目

に大きい外資流入国となり、GDP 総額が日本を上回り、第二の経済大国に

躍り出たのは、同年の秋であった。その時点では、中国の資本輸入超過をも

たらし、外貨準備高の運用がネックとなっていた。USD 建て外債保有高は

２０１５年９月現在では、７５７３億ドルに、外貨準備高は、３兆９８４０億ドルになっ

ている。その後は持高が若干減らされている。

　１９７９年から外資に与えられた「超国民待遇」が、生産材の輸入免税や、投

資総額内における輸入設備の全額関税および増値税の免除、企業所得税、法

人税の黒字転換後の「２免３減半」政策または「３免４減半」優遇メリット

や、再投資払い戻し所得税還付政策や先払い所得税の減免、土地建物税制の

優遇や、経営管理、外貨バランス、銀行貸し付け与信等多くの優遇措置によ

る包括的な進出メリットが、２００６年を境目に段階的に見直し、縮小されてし

まった。

　いわゆる「超国民扱い」から「内国民待遇」へと１８０度政策転換を図った

ため、外資企業を取り巻く経営環境が、質的に急速に変化してきたため、中

国投資環境悪化論が一時期、EU 諸国をはじめ、米国、日本からも沸き起こ

り、それが２０１２年の尖閣諸島の領有権をめぐる外交紛争勃発後には、「中国

脅威論」が勢いを得て、米国や日本、東南アジア地域まで席巻していたので

ある。注８

　また、２００９年奥州 Riot into 産業スパイ事件、フランス食品大手ダノンと杭

州ワハハ集団との合弁紛争事件、２０１０ Google 撤退案件、コカコーラ M&A 

審査案件に端的に現れている。進出企業が反不正競争法や、独占禁止法、破

産法、会社法、企業所得税法、労働契約法、贈収賄規制法等相次ぐ新法の改

正や制定、実施動向に悩まされたり、予期せぬトラブルに巻き込まれたりし
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ている。２０１３年１月５日、中国政府が、外資への独占禁止法適用第一号を液

晶パネル価格カルテル案件で韓国サムソン、LG をはじめとする６社に対す

る高額ペナルテイー（約５０億円）を決定したことは、電子エレクトロニクス

や半導体メーカーを始めとする外資系製造業の間では、激しい衝撃を与えた

のである。

　中国脅威論の台頭を何とか打ち消せないかと、習近平政権の執行部が考案

されたのが、「周辺諸国が共通した開発利益を享受し、お互いに長所を学び

合い、短所を補い、ウィンウィンの互恵互酬のパートナーシップ関係」を理

念とする「アジア周辺協調外交」というコンセプトである。つまり、ここに

来て、広域エリアーでの貿易経済統合モデルを提唱する政治的、イデオロギー

的、経済的な必然性が生まれて来たわけである。

（Ｄ）米中関係のパワーバランス変化による駆け引き

　中国は、アメリカを中心とする一極覇権支配型の国際政治秩序に対して、

唯一異議申し立てを唱える大国であるという自負を強く持ち始めたのは、胡

錦涛の時代ではなく、むしろ就任したばかりの習近平国家主席であったと言

える。　

　習近平は外事工作会議で講話を発表して、「中国的特色のある大国外交」

を展開するよう呼びかけ、「中国の風格、中国の気迫」がなくてはならない

と強調した。その具体的内容については、次の幾つかの点が注目される。注９

　先ず当面の国際情勢を「深き調整」の時代と特徴づけている。講話の中で

習氏は、当今は「１）変革の世界であり、２）新チャンス新チャレンジが限

りなく噴出する世界であり、２）国際システムと国際秩序が深く調整されて

いく世界であり、４）力関係が大きく変化し、平和と発展に有利な方向に変

化する世界である」としている。つまり新興国の勃興と先進国の相対的衰退

によって、西側先進国主導の世界は変革を迫られていて、既存の国際秩序に

対する調整は不可避となっており、それに伴う新チャンス新チャレンジに対

応できるかどうかが各国に問われているというのである。
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　また、習氏は、「１」国際的局面の発展と変化の複雑性は十分見込むべき

だが、世界の多極化が進む態勢が変わることはない、２」世界経済の調整の

曲折性は十分見込むべきだが、経済のグローバル化プロセスが変わることは

ない、３」国際的矛盾と闘争の尖鋭性は十分見込むべきだが、平和と発展の

時代という主題が変わることはない、４」国際秩序をめぐるトラブルや紛争

の長期性は十分見込むべきだが、国際システムの変革方向が変わることはな

い、５）わが国の周辺環境の不確実性は十分見込むべきだが、アジア太平洋

地域の全体的な繁栄安定の態勢が変わることはない」と述べている。即ち、

国際情勢は複雑にして紆余曲折であり、時には厳しい闘争を経るが、政治の

多極化、経済のグローバル化、平和・発展の時代、国際システムの変革、繁

栄と安定等については変化がなく、戦略的に自信を持って諸事態に対応すべ

きだというのである。

　次に「協力・ウィンウィンを中核とする新型の国際関係を構築する」とし

ている。講話は「互恵・ウィンウィンの開放戦略を堅持し、協力・ウィン

ウィンの理念を政治、経済、安全、文化など対外協力の各方面で具体化する

必要がある」としている。これは既存の国際関係が先進国主導でつくられ、

欧米日には有利だが、発展途上国には不利であり、また大国と小国との間で

不平等な状況が存在するとし、それを変えていかなくてはならないというの

である。

　また「他国の内政不干渉原則を堅持し、各国民が自ら選択した発展路線と

社会制度の尊重を堅持し、国家間の溝や紛争には対話や協議を通じた平和的

解決を堅持し、何かといえば武力に訴えたり、威嚇したりすることに反対す

るべきだ」と強調している。自国の価値観や制度を他国に押し付けようとし

たり、従わない国に武力で威嚇しようとしたりするアメリカへの建設的な批

判である。

　第三に「国際システムとグローバル統治（ガバナンス）改革を推進する」

としている。

　現在、中東においても東欧においても統治危機の状態が続いている。また
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冷戦時代に戻るのではないかという懸念も耳にする。一極体制が崩れ、無極

時代になるのではないかとの論調もある。こうした中、中国が国際システム

の改革とグローバル・ガバナンスの改革を打ち出したことは極めて重要な意

義があろう。今までは提唱しても実行力が伴わなかったが、今は違うからで

ある。「確実に多国間外交を推進し、国際システムとグローバル・ガバナン

スの改革を推し進め、中国及び発展途上国の発言権を強める」という言葉か

らは現実味を感じ取ることができる。

　習氏は講話の中で、国内と海外の二つの市場、二つの資源を活用する必要

性を述べているだけでなく、「国際国内二通りルールの統一的配慮と総合的

運用」を提起した。それは合理的な国際ルールを導入することによって国内

の法整備を促進しようとする一面と、国内改革で成功したルールの国際化を

図り、中国の影響力を高めようとする一面もあるであろう。つまり、国内

ルールと国際ルールの相互作用を図るということなのである。

　第四に「中国の夢」チャイニーズドリームに国際性が加えられ「運命共同

体論」が強調されている。「中国の夢とは平和、発展、協力、オールウイン

の夢であり」、世界の夢と重なるとしている。２０１２年末に提起された頃の中

国の夢「中華民族の偉大なる復興」に比べて、内容が国際性を帯びるように

なり、より豊富なものとなっている。アジア運命共同体、アジア太平洋運命

共同体、大同世界などが語られ、「世界各国の理解と支持が得られるよう努

力する」としている。２０１５年９月２６日、習近平主席による国連総会での議長

講演では、１２０億米ドルに及ぶ途上国開発支援基金と２０億ドルの最貧国支援

金拠出とその他最貧国や脆弱小国などに対する無利子政府間債務の免除措置

などを打ち出した。まさしく中国の新しい世界観の提示であり、新しいグ

ローバルスタンダードの国際社会への提唱である。

第二節：中国外交のパラダイムシフト：「受け身」型から「能動型」へ

　いずれにせよ、改革開放３５年を経て、中国外交はついに、「受動的外交」
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から「主動的外交」に大きく転換しつつあるということである。１９８０年代半

ばごろ、�小平氏は、国際政治経済秩序の改革を提起したが、国際的反響は

皆無に近く、時と共に殆ど口にされなくなった。１９９０年代初め、ソ連の崩壊

によって、中国も一大試練に立たされたが、１９８９年９月、�小平は「善于守

拙， 不当 ， 光 晦，有所作為（若干為すところあり）」という１６文字

の対外戦略基本方針を提起した。２００７年、世界が金融経済危機に襲われた時、

中国は４兆元の緊急経済対策を打ち出して世界から評価された。こうした中、

「 光 晦、積極的有所作為」と調整された。「 光 晦」原則は堅持するが、

「積極的に為すところあり」と「積極的」の三文字を加えられたのである。

　習近平主席の外交思想と国際政治観の結晶が、２０１３年１月３０日付中南海で

開かれた中共中央政治局委員定例会議にて、はじめて次のような提案を行わ

れた。それは、�小平時代の上記の１６文字既存方針とは、打って変わってド

ラスチックな政策転換を宣言したものとなったのである。注１０

　即ち、次の四つの方針が絡みあっている均整が取れた新しい路線を提起さ

れている。中国外交のパラダイムシフトが生じつつあるのである。習近平が

以下の１６文字で自らの外交戦略を位置付け直した。

① 合 衡：グローバル戦略ポ－トフォーリオの中で、国際政治均衡バラン

スを図りながら最適な戦略シナリオを組み立てて判断する。

②宜 当 ：戦闘をめぐる環境整備が整えてきた段階では、一戦を交えるこ

とも辞さないこと。

③合  横：主要各国や政治勢力との戦略的パートナーシップに応じて合従

連衡すること。

④  并 ：同時に合法的な権益もしっかりと擁護することを忘れないこと。

　ここに、習近平主席の国際情勢認識とグローバル政治への強いコミットメ

ントを端的に反映していると言っても過言は、なかろう。

　以上の通り、合計四つの背景・理由から相乗効果を得て、最終的には、「一

帯一路」構想のデビューが習近平国家主席の意向を汲んでその全体像が浮か

び上がったのである。

Title:研究シリーズ01范　云涛先生 Page:25  Date: 2016/03/11 Fri 09:56:34 



26

　このようにして生まれたシルクロード経済ベルト構想ではあるが、その対

象国は、上海協力機構のメンバー国と重なっていることは自らうなずけるだ

ろう。２０１４年２月から３月まで世界的に話題となっていたアジアインフラ投

資銀行（AIIB）創設メンバーともほぼ一致しているのは、何も偶然ではな

かったことも理解できよう。注１１

　上海協力機構の構成国を挙げると、以下の通りである。

正式加盟国：中国、カザフスタン、キルギスタン、ロシア、タジキスタン、

ウズベクスタン

オブザーバー：アフガン、インド、イラン、モンゴル、パキスタン

対話パートナー：ベラルーン、スリランカ、トルコ

　いずれにせよ、中国を中心に、「一帯一路」構想を背景にして、中国は、

その絶大なる財政資金力と貿易輸出入パワーを駆使して、アジア地域、ない

しは、ユーラシア大陸全体を独自の外交思想、外交理念、イデオロギーに包

摂させながら、アメリカのリバランシング・アジア戦略に対抗し、加えてア

メリカが主導する TPP を中心とした環太平洋経済圏との対決姿勢を鮮明に

打ち出したのである。その究極の狙いは、パックスアメリカーナトとの戦略

上の対峙を通じて、再びアジアの指導者となろうとしているのである。

　２０１４年１１月８日から北京 APEC 閣僚会議期間中に、中国が独自に４００億米

ドルの専用基金を創設し、対象地域のインフラ整備を支援すると表明。中国

が中心となって設立するアジアインフラ投資銀行（AIIB）と合わせ、豊富な

資金力を武器に周辺地域への影響力を強める。習近平主席は、APEC 加盟国

ではないバングラデッシュやカザフスタン、アフガニスタン等の首脳と相次

いで会談をこなし、『シルクロード経済圏』と『２１世紀の海のシルクロード』

を建設しようと呼びかけた。８日、バングラデッシュ、タジキスタンのほか、

ラオス、モンゴル、ミャンマー、カンボジア、パキスタンの首脳と国際会議

を開いた。習が議長を務める「相互接続パートナーシップ強化対話会議」と

名づけた初めての会議で、シルクロードの要になる国々を集めた。注１１

　シルクロード経済圏とは、習近平主席が提唱する構想で、陸と海の２つが
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あり、中国（昔の都長安）を起点に中央アジアから欧州西の端に至る「シル

クロード経済圏（ベルト）」と、中国沿岸部からアラビア半島までを結ぶ海

上輸送交通路「２１世紀の海のシルクロード」を指す。両者をまとめて「一帯

一路」と呼ばれる。中国にとって最大の貿易相手である欧州連合（ EU ）に

つながる地域への影響力を強め、中東アラブ諸国地域や中央アジアからの天

然ガスや石油、レアアース、希土類鉱物資源といった産業資源輸入の輸送

ルートを万全に確保する狙いがある。中国の経済成長戦略にとって死活的に

重要なエネルギー資源の安全保障対策にもなるこの経済圏構想は、米国の意

向に左右されにくい広域経済圏ブロックを築く考えが働いている。

第二章　シルクロード構想の全体像とその戦略シナリオ

　これまで述べてきたように、習近平主席が唱える「一帯一路」構想とは、

２０１０年以降に始まった米国のリバランシング・アジア戦略に対抗する意図に

基づき、既存の中国外交をエネルギー資源の安全保障戦略確保という側面に

立った壮大なる国家戦略をなすものであり、パックスアメリカ－ナとの対峙

を念頭に練り上げた中長期視野を持つ外交ビジュンでもある。

　この構想は、既存の二カ国間・多国間経済協力を基礎に、さらに広範囲の

地域協力を総合的に進めるものであり、特定の目標達成を目指すのではなく、

同構想の推進を通じて、中国を中心とする広範な地域の一体性を高めるとこ

ろにその狙いがある。

　「一路」は、直接的には海上交通網の整備、すなわちオイルルートの確保

や港湾の整備及びそれに付随する投資が主たる内容であり、太平洋、インド

洋、南シナ海など海上のエネルギー輸送と繋げる海上安全保障の強化へと意

図されている。この地域での米国の影響力を減殺することを目論む中国の海

洋大国化戦略の一部であると言っても過言ではなかろう。

　続いて第二章では、本構想の中身につき、とりわけその全体像を把握した

上で、具体的な戦略アクションプランと今後のシナリオにつき、検証を行っ
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てみようと考える。

第一節：戦略ロードマップが描かれたもの

　中央アジア近隣諸国におけるインフラ需要が強く、投資効果が高い案件も

多い。中国がこのような地域・国・連結地域のインフラ建設、産業基地の整

備を支援することは、当該国や地域の新興経済を促すだけではなく、中国の

中西部開発にもその恩恵が返ってくる。例えば、カザフスタンの中国国境周

辺での物流基地建設、メコンデルタ地区での道路橋梁建設、インド洋周辺国

の港湾パイプライン建設等は、中国経済のみならず、エネルギー資源面の安

全保障にも寄与する。

　AIIB は現状の５７カ国でスタートし、米・日二カ国の参加がなく、中国の

政策銀行・国有銀行と国有企業のコンソーシアムを組んでインフラ開発案件

に参入する予定となっている。約４兆ドルの外貨準備高を含む過剰貯蓄の還

流・運用ルート拡大・多様化にもつながる。一挙多得という「チャイナド

リーム」が実現できそう。キャッチフレーズは、「平和・交流・理解・包容

・協力・共生・互恵・共栄」という１６文字で表現される新たな経済外交フ

レーズである。

　即ち、沿線国や地域と中国との関係は、平和的で平等で、お互いに互恵共

栄、提携と協力のウィンウィン関係を構築しようというものである。注１２

　まずは、以下の通り、一帯一路構想に挙げられている対象国・地域の数は、

２６カ国にも上り、世界経済全体に占める割合・比重から言えば、約三割の２９％

を占めていることが判明されている。

①　世界経済に占める規模：２１万億米ドル

　上記２２カ国沿線諸国の経済規模を束ねると、世界経済全体に占める割合か

ら言えば、約三割近い２９％相当になってしまうのである。

グローバル経済に占める規模は、約２９％を占める
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②世界の総人口に占める割合　

　世界総人口に対して、一帯一路周辺沿線国の人口は、約４４億人にも上り、

約６３％の割合を占めることになる。

　６３％の人口：　 約４４億人
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③８．１万キロ距離の陸上、海上輸送貨物貿易輸出入ルート

　沿線諸国を繋げるための陸上、海上輸送貨物貿易輸出入ルートを勘定すれ

ば、最大で８．１万キロ距離もあるという計算である。

　海上貿易のルートに辿れば、北東アジア地域では、韓国や日本、北朝鮮が

入ってくるし、南インド洋、太平洋地域ではシンガポール、マレーシア、イ

ンドネシア、東南アジアでは、タイ、カンボジア、ミャンマー、ベトナム、

インドが入ってくる。中東地域やアラブ諸国、北アフリカ大陸、西ヨーロッ

パまで伸びていく。
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図２－１　陸上のシルクロード経済ベルト（上図）と２１世紀海上のシルクロード
見取り図

出所：中国新華網、人民網

Title:研究シリーズ01范　云涛先生 Page:31  Date: 2016/03/11 Fri 09:56:38 



32

第二節：中国のエネルギー発展戦略と「一帯一路」構想

　２０１４年９月１日から９月６日まで、第４回中国ユーラシア博覧会（China-

Eurasia Expo）が、新疆ウルムチ市内で六日間にわたり開催された。国務院

の汪洋副総理が開幕式式典と中国ユーラシア経済協力発展フォーラムに出席。

カザフスタンのマシモフ首相、キルキスタンのオトルバエフ首相らも開幕式

およびフォーラムに出席、基調講演と挨拶を行った。筆者は、新疆ウイグル

自治区の政府による VIP 特別来賓として招かれて約３日間参加することが

できた。注１３

　同博覧会は、「開放と協力～シルクロード経済ベルトを共に構築する」と

いうテーマから、シルクロード経済ベルトと新ユーロシア大陸橋沿線の国や

地域および、２１世紀の海上シルクロードの重要ポイントとなる国と地域の元

首をはじめとする政府関係者をゲストに招いてシルクロード新興経済ベルト

の構築促進のために交流を深めた。世界五大陸６０カ国（地域）、２万５０００名

を超える企業関係者らが、一同に集まり、シルクロードベルト広域内の貿易

商談とインフラ建設と土木建築事業プロジェクトの商談会が盛大に行われた。

出展企業は、１２０３社にも上り、博覧会会場面積は、８万９千平方メートルと

いう広い敷地となった。（以下は写真を参照されたい）

　重要フォーラムやイベントが１０件、中西部各省、市、自治区からの参加者

が商談会や契約調印セレモニーなど１００件を数えている。

本稿の最後に添付されているのは、第四回ユーラシア国際貿易博覧会の開催

模様であり、シルクロード構想が、すでにハザクスタン、キルギスタン、ウ

クライナーと中国の間に通じる天然ガスパイプライン敷設プロジェクトが建

設され、周辺諸国の基礎インフラ建設を強化され、具現化された形となって

いる実態がわかるのである。
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図２－２　シルクロード経済ベルトと海上シルクロードで繋がるユーラシア地
域主要な都市と貿易港

出所：FOREIGN AFFAIRS REPORT ２０１５年６月号ジェイコブ・ストークス
Photo/Courtesy Reuters
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　中国国務院は、さる２０１４年１１月１９日に「エネルギー発展戦略行動計画

（２０１４～２０２０年）」（中国語名「能源 展 略行  （２０１４－２０２０年）」、以下

「計画」と略称する）を公表した。注１４

　中国の一次エネルギー消費量の前年比伸び率は、２００３年の１５．３％から２０１２

年には３．９％へと大幅に低下した。ただし、同消費量の伸びが高い業種や分

野もみられ、卸売・小売・飲食業、民生用の前年比伸び率はそれぞれ９．６％、

６．０％と高い（２０１２年）。また、一次エネルギー消費構成に占める石炭の比率

は、２０１１年時点て６８％であり、世界平均（３０％）の２倍を超えている。今後

も経済規模の拡大や所得向上に伴うエネルギー消費量の拡大が予想される中

で、「如何に GDP１単位当たりエネルギー消費量を抑制しながら、経済発展

に必要なエネルギーをクリーン、効率的、安全かつ持続可能な方法で確保す

るか」が大きな課題となっている。こうした課題を解決するために策定され

たのが、この「計画」だ。

図２－３　ユーラシア大陸を横断する高速鉄道ネットワーク建設予想図

出所：www.baidu.com
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�　「計画」では、２０２０年までの諸目標（次頁「１」）を達成するための５つ

の「主要任務」が明示された。それは、１エネルギーの自給能力の増強（石

炭のクリーンかつ効率的な開発・利用の推進、国内石油生産量の安定的な拡

大等）、２エネルギー消費パターンの見直し（エネルギー消費量の過度な拡

大の抑制、エネルギー利用効率の向上等）、３．エネルギー構成の最適化（一

次エネルギー消費に占める石炭の比率の引き下げ、安全性重視の原子力発電

事業の促進、再生可能エネルギーの発展促進等）、４．エネルギー分野での国

際協力の拡大（２国間・多国間のエネルギー協力の深化、地域エネルギー取

引市場の整備等）５．エネルギーに係るイノベーションの促進（戦略の方向

性・重点の明確化、石油・天然ガス等の採掘に係る重要プロジェクェクトの

実施等）である。注１５

　また、上述の主要任務を遂行するための保障措置も「計画」に盛り込まれ

ている。具体的には、１　制度改革の深化（エネルギー価格改革の推進、法

環境の整備、監督管理体制の健全化等）、２　政策支援の強化（税制等の見

直し、投資・産業・消費政策の強化等）、３　組織体制の整備（国家エネル

ギー委員会の役割強化、任務の細分化、実績評価の定期化等）である。

　より具体的なエネルギー戦略方針としては、以下のような行動アクション

プランが策定されているのである。

１．省エネ戦略を最優先させる：

エネルギー消費、利用を効率よく行い、科学的・合理的なエネルギー使

用と経済構造の革新を通じて、最適化を図ること、重点産業分野および

キーポイントとなる省エネ部門領域の設備更新を図り、合理的にエネル

ギー消費総量をコントロールすることが、強調されている。２０２０年まで

には、一次エネルギーの消費総量は、４８億トン標準石炭の水準に抑える

ことを目標とし、石炭消費総量を４２億トン以内の範囲に抑えようとする。

２．国内エネルギー戦略に立脚し、国内エネルギー生産・供給を万全の体制

とし、資源、技術、装備、人材などの総合的な優位性をフルに動員して、

国内エネルギー資源の探索、発掘、開発を強化し、代替エネルギーやエ
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ネルギーの平時備蓄セキュリテイ体制を整備させる。エネルギー供給能

力を大幅に高めるよう国際協力を通じて、エネルギー安全保障を確実に

固めることが急務である。２０２０年までには、比較的に整った完備された

エネルギー安全保障システムを作り上げること、一次エネルギー生産総

量を４２億トン標準石炭とし、エネルギー自給力を８５％にまで高められる

よう努力すること、石油の備蓄と生産比例が１４－１５比例にまで引き上げ

ることが、求められている。

３．グリーン低炭素経済戦略

エネルギー構造の最適化を進め、グリーン・クリーンエネルギー低炭素

経済成長を促進させ、非化石燃料と化石燃料のクリーンプロダクツ利用

という両輪をうまくリンケージさせて、エネルギーミックス戦略を上手

に推進することが、求められる。天然ガスと風力、太陽能メガソーラー

発電、原子力発電、地熱発電など再生可能エネルギー、新エネルギーの

消費比重を次第に引き上げることで、一次エネルギー消費を減らし、二

酸化炭素排出量を削減させていくことが、中国の経済成長にとって大事

である。

２０２０年までには、非化石燃料の一次エネルギーに占める比重を１５％まで

に減らすこと、天然ガス消費の比重を１０％以上に引き上げること、石炭

消費比重を全体の６２％以内に抑えることが求められている。

４．クリエーテイブな技術革新戦略を導入する

科学技術面のオープン・イノベーション革命を起こして、クリエーテイ

ブな技術革新を通じて、科学的なエネルギー資源発展メカニズムを構築

し、エネルギー科学の先進国へとキャッチアップしていくことが図られ

よう。エネルギー資源産業の強い国に仲間入りしようということである。

従って、上記の目標を実現させるため、石炭燃料のクリーン開発利用技

術を駆使して、グリーンエコノミー普及率を大々的に高めていくことが、

課題となっている。

石炭火力発電のモデルを発電プラント機器ユニットの省エネ改造を通じ

Title:研究シリーズ01范　云涛先生 Page:36  Date: 2016/03/11 Fri 09:56:40 



37中国のアジア資源エネルギー戦略

て、新しい発電タービンの石炭消耗力は、３００グラム／千キロワット／一

時間となっている。

続いて、石炭火力発電巨大生産基地とグランドターミナルステーション

の建設プロジェクトを段階的に推進させようとする計画が組まれている。

グリーン発掘採取技術を使用して、山西省から新疆ウイグル自治区に至

るまでの１４カ所に及ぶ億トンクラスになる大型石炭生産採掘基地を新規

に作る予定。

２０２０年に至るまでには、基地生産量は、全国の９５％を占めるようになる。

全国で、９カ所の１０００万千キロワット大型石炭発電ターミナル基地を建

設する予定。とりわけ遠距離大容量送電サービス技術を発展させ、「西

電東輸」および「北電南輸」プロジェクトを完成させることが、課題と

されている。

目標は、２０２０年までには、全国の石炭鉄道輸送力を３０億トンレベルに達

成できるようにするのである。

５．国内石油油田の生産・採掘能力を高めて生産量を増やそう。

既存の石油油田を維持させながら、新しい油田の開発と海上油田の開拓

を同時進行させて今後は、９カ所にある１０００万トンクラス大油田を新規

に開拓することが決まった。

とりわけ新疆ウイグル自治区にある砂漠や盆地に見つかった新規の油田

開発プロジェクトでは、その貯蔵量、生産可能な産油量を確認のうえ、

生産量の増産体制をいち早く構築していくことが、急務である。

６．天然ガスをおおいに発展させよう

２０２０年までには、累積で新規に天然ガスの地質埋蔵量を５．５万億立方

メートルが見つかること、年間天然ガス生産量を１８５０億立方メートルに

のぼる必要がある。一方では、シェールガスとガス地下層の新エネルギー

源開発も大きな課題となっている。

２０２０年までには、シェールガス生産量は、３００億立方メートルを超える

ようにしなければならない。２０２０年までには、ガス地下層ガスの生産量
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も３００億立方メートルまで高めることが期待されている。

７．代替エネルギーを積極的に発展させる

石炭代替、生物バイオエネルギー代替、交通代替の三者同時併行させる

方針に従って、石油にとってかわるエネルギー代替を推進しなければな

らない。

中国の目標は、２０２０年までには、石油代替能力を４０００万トン以上にのぼ

るようにする必要がある。

結びに代えて

　いずれにせよ、国内と国際エネルギー資源マーケットの双方をバランスよ

く融和させ、陸上と海上通路を二つとも結びつけることで、２０２０年までの中

国エネルギー供給と利用のベストマッチングを果たしつつ、同時に二酸化炭

素の排出削減を国際公約枠組みにおいても大国の責任が果たせるように二律

背反のジレンマに立たされているのが、習近平現政権の苦しい立場となって

いるのである。陸上と海上シルクロードの双方のウイングを広げて、中国国

内の製造加工業、とくにダム建設や道路土木建設やセメント、建設機械、自

動車、重機、アパレル衣料品など過剰な生産能力を外部に吐き出す機会を利

用して、沿線国との間に新たな商機を見つけることは、中国経済にとって大

きなメリットでもある。一方では、沿線国や地域では、天然ガスや石油、そ

の他鉱物類一次資源が豊富に保有しており、バイラテカルな貿易取引を促進

したり、現地の経済開発に充足なチャイナマネーが注がれたりすれば、多次

元的なマクロ政策の相乗効果が生まれ、それが多数の国々の利益とも繋がっ

ていくともなれば、お互いの政治外交関係の信頼醸成にも役立ってしまう好

循環が形成されていくと予想される。

　総じて言えば、以上のようなエネルギー発展ビジョンに沿った中期経　　

済成長戦略がうまくいけるかどうかは、まだいろんな紆余曲折が待ち受けて

おり、まさに『一帯一路』構想の本格的な政策実行能力が試されるものであ

Title:研究シリーズ01范　云涛先生 Page:38  Date: 2016/03/11 Fri 09:56:41 



39中国のアジア資源エネルギー戦略

り、その正念場は今年から２０２０年にかけての５カ年の間ではないかと筆者は

見込んでいるのである。

引用

注１：中国新華社通信、鳳凰ネットにて２０１５年４月１７日付で「一 一路建 

工作  小 “一正四副”名 披露」との表題ではじめて対外発信を

行った。

それまでには、指揮命令の意思決定機関が外部に知られておらず、行

政執行の役割分担仕組みが不明確であった。

注２：『中西部地区外商投資奨励産業指導目録』という外資企業向けの包括

的な産業政策ガイドラインは、２０１３年５月１９日付で国務院発展改革委

員会、商務部連名で公布され、同年６月１０日付で正式に施行されるこ

ととなった。

この法令の狙いは、中西部を中心とした未開発エリアーの資源、労働

力等を活用しつつ、奨励類産業の技術水準を引き上げる。また過剰生

産設備や遊休産業やエネルギー多消費、多排出産業の中西部等への進

出を厳しく制限する。これが、同法令２００８年改正版よりも、大幅な改

正が行われた結果、対象となる奨励類プロジェクトはが１７３項目も追加

され、合計５００項目に拡大された。

注３：中西部の投資環境とその地域ごとの経済統計については、国家発展改

革委員会傘下の中国中西部開発網公式サイトがある。日本語サイトに

関しては、『人民網』に掲載されている「中西部開発概要データ編」

が参考となる。

また、中西部の経済発展に関する文献としては、『農林金融』農林中

金総合研究所編纂　２０１０年８月号　王雷軒論文「成長が加速し始める

中国の中西部地域」等数多くの経済学者による評論が見られる。

なお、公式文書としては、２０１５年３月５日付李克強首相が第１２期全国

人民代表大会全体総会開催時の「政府工作報告」において、中西部の
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開発戦略が述べられている。

注４：山澤逸平、馬田啓一、国際貿易投資研究会編著『アジア太平洋の新通

商秩序』第５章「RCEP と ASEAN の課題」６７－６９頁を参照されたい。

注５：三井物産戦略研究所本郷尚上席研究員２０１５年９月１７日　中国復旦大学

日本研究センター特別セミナー「アジア太平洋地域の低炭素経済社会

の発展と展望」PPT 資料第１２頁

注６：『２０１４～２０２０年国家気候変動対応計画』２０１４年１１月４日付国家発展改

革委員会制定・公布済み。和文版については、みずほ総合研究所編　

「みずほ中国政策ブリーフィング」２０１４年１２月１８日付を参照されたい。

注７：アジア研究所シリーズ研究叢書『ポスト京都議定書：中国の気候変動

対応』

注８：中国脅威論の系譜については、多くの政治学者やエコノミスト、マス

コミ評論家の間で議論されている。

例えば、八牧浩行著『中国危機――巨大化するチャイナリスクに備え

よ』２０１２年４月あさ出版等がある。

注９：福井県立大学教授凌星光の論文『習近平の大国外交とその思想』第１０

頁。

注１０：筆者が、習近平主席の側近政策ブレンＷ氏に対するヒヤリングから得

た。

注１１：AIIB 創設の経緯とその背景やシルクロード構想との関わり合いにつ

いては、渡辺哲論文「アジアインフラ開発銀行と世界金融の未来」『国

際金融』雑誌２０１５年９月号２４頁－３０頁を参照。

注１２：２０１５年３月２８日―２９日、海南島で開催されたアジア・ダボスフォーラ

ムにおいては、習近平主席が、自らこのようなアジア外交の思想と方

針を体系的に倫理的に解説された。

注１３：２０１４年９月１日―９月６日まで、新疆自治区ウルムチ市内で第４回

ユーラシア国際博覧会が開催され、筆者は、新疆ウイグル自治区政府

からゲスト参加を招かれて上海から７日間ほど出席する機会があった。

Title:研究シリーズ01范　云涛先生 Page:40  Date: 2016/03/11 Fri 09:56:41 



41中国のアジア資源エネルギー戦略

注１４：みずほ総合研究所レポート：「中国政策ブリーフィング」

『エネルギー発展戦略行動計画』（２０１４～２０２０年）　２０１５年２月１３日付

概要紹介部分につき参照されたい。

注１５：同レポート：本文内容につき中国語と和文訳双方を参照されたい。

参考文献：

１．『環境外交』（気候変動交渉とグローバル・ガバナンス）

加納雄太著２０１３年６月２５日　信山社

２．『中国のグリーン・ニューデイール』（持続可能な発展）を超える緑色発

展戦略とは　　胡鞍鋼著　２０１４年２月２４日　　日本僑報社

３．『気候変動と国際協調』（京都議定書と多国間協調の行方）

高山ゆかり　亀山康子編著　　慈学社２０１１年１１月１２日初版第一刷

４．『アジア太平洋の新通商秩序』（TPP と東アジアの経済連携）

山澤逸平、馬田啓一、国際貿易投資研究会編著　２０１３年１０月２日

勁草書房　　初版第一刷

５．『徹底討議　日本のエネルギー・環境戦略』

柳下正治著、２０１４年３月２１日　　上智大学出版社

６．『エネルギーの世紀』（普及版）上

ダニエル・ヤーギン著　２０１５年２月２６日　日本経済新聞社

７．『世界の中の日本　これから生き抜くエネルギー戦略』

２０１５年５月１４日　金子祥三、前田正史著　東京大学生産技術研究所

８．『現代中国の資源戦略――資源の再考察と資源化のダイナミズム』

２０１２年５月　伊藤昭男著　HINAS 出版社

９．『中国低炭素経済発展報告書』（２０１３～２０１５）

　　清華大学気候政策研究センター編著　２０１５年５月社会科学文献出版社

１０．『低炭素発展ブルーブック』（２０１５）（政策実行プロセスと制度クリエー

ター）

　　清華大学気候政策研究センター編著　２０１５年８月社会科学文献出版社
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１１．『エネルギー資源をめぐる中国外交――中国台頭の戦略的軸足』

　　崔守軍著　２０１４年９月　石油工業出版社

１２．『環境と国際関係――グローバリゼーションのなかで環境問題を検証す

る』

　　張　海濱著　２０１１年９月　上海人民出版社

１３．『中国シンクタンクが明かす「新シルクロード構想」全容』――２０１４年度

中国商務部国際貿易経済合作研究院への委託調査　２０１５年７月２２日付　

みずほ銀行

　　みずほ総合研究所みずほリポート
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はじめに

　２０１５年４月２４日、中国の第１２期全国人民代表大会（全人代）常務委員会第

１４回会議で「新食品安全法」が採択された。２０１５年１０月１日から施行される

予定の同法は全１０章１５４条からなっており、２００９年に実施された旧法に比べ、

条項が５０条増え、違反者に対する罰則がいっそう厳重になった。

　より厳しい罰則を盛り込んだ「新食品安全法」を打ち出した背景には、中

国で食品汚染事件が頻発していることがある。２０１５年上半期だけで、食品中

毒事件が６６件起きており、各種食品汚染事件による経済損失が少なくとも

３００億元で、被害者数が１万近くに上る。最も直近の食品安全に関わる事件

は「新食品安全法」が採択された後の６月下旬に起きた１９７０年代の冷凍肉流

通事件である。中国国営メディア新華社の報道によると、中国税関当局の調

査で検疫を受けていない冷凍食肉の密輸が大規模に行われていることが判明

され、中には４０年前に生産されたとみられる食肉も含まれていた。

　食品汚染事件の頻発は、国家に経済損失をもたらし、国民に健康被害を与

えるだけではなく、さらに政府への信頼も低下させる。「民以食為天（民は

食を以って天と為す）」という孟子の言葉が表しているように、中国人は非

中国の食品汚染に関する一考察

張　維納　

A Study of Food Contamination in China

Cho Weina　
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常に食を重んじる民族で、社会の安定を守るために食品の安全を確保するこ

とが極めて重要である。

　本論はまず食品汚染の現状を大気、水質、土壌、添加物とその他の５つの

汚染源に分けて明らかにする。次に、中国当局による食品安全確保のための

法整備について述べる。その上、深刻化する食品汚染の原因を分析し、最後

に食品汚染を防止するための対策を提言する。

１．食品汚染の現状

１．１　大気汚染による食品汚染

　２０１３年、米国の在中国大使館が独自に PM ２．５濃度を発表したことをきっ

かけに、中国の大気汚染がいかに深刻な状況にあるかは世界中から注目され

るようになった。米カリフォルニア大学バークリー校の研究チームが２０１５年

８月に発表した研究結果によると、中国で年間約１６０万人が深刻な大気汚染を

原因とする心臓や肺の病気、または脳卒中で死亡しているという。これは一

日で４３００人以上死亡していることを意味する。一方、世界保健機関（WHO）

が２０１４年に発表した報告書によると、世界全体の大気汚染に関する死者は年

間およそ７００万人である。つまり、中国がその２３％を占める計算になる。

　大気汚染は直接人体に悪影響を与えるだけではない。植物や動物を通じて

食品の安全にも脅威を与えている。長期にわたって大気汚染にさらされる動

植物は体外と体内の汚染物質の増加により、成長が阻害されたり、発病した

りすることがある。動植物は人間にとって食べ物であるため、大気汚染は食

品の安全を脅かすことにもなる。さらに、大気汚染は酸性雨を引き起こす。

酸性雨は土壌や河川を汚染するだけではなく、人体や農作物を含む生態系全

体に深刻なダメージをもたらす。そのため、以下では水質汚染と土壌汚染に

起因する食品安全問題に焦点を当てる。

　但し、その前にここで指摘しておくべきことが二つある。一つ目は、PM 

２．５による食品汚染に関する誤解を訂正しなくてはならない。PM ２．５が付着
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した農作物を口にしたら健康被害を受けるのではないかと心配する声が多い

が、実際には問題がありません。なぜなら、PM ２．５はセシウムなどの放射性

物質と違って、洗うと簡単に落ちるだけではなく、仮に食品とともに口にし

てしまっても、体内で酵素の働きによって消化されてしまうのである。

　二つ目は、大気汚染による食品安全の被害は、食品汚染よりも食品供給の

減少が問題である。PM ２．５や二酸化炭素などの大気汚染物質の増加によって

日照時間が減少し、それによって農作物の生育期間が長くなったり、生育途

中でかれてしまうため、収穫が減少し、食糧自給率も低下する。中国農業大

学の何東先教授によると、２０１４年２月下旬に北京で起きた大量の PM ２．５に

よる大気汚染では、温室で栽培する唐辛子やトマトの生育期間が通常の２０日

程度からその３倍以上の２ヶ月に延びたうえ、枯れてしまうケースも見られ

た。

１．２　水質汚染による食品汚染

　中国は水資源に乏しい国であるうえ、水質汚染の状況も深刻である。中国

人口は世界の約２０％を占めながら、水資源は世界全体の僅か７％しかなく、

一人当たりの水資源も世界平均の４分の１に過ぎない。また、都市における

地下水の９０％、河川や湖沼の７５％が汚染されている。さらに、２００３年から

２０１３年までの間、毎年約１７００件もの重大水質汚染が発生していた。

　水質汚染の主な原因は言うまでもない人間の活動である。まず、農業活動

による汚染源は肥料や農薬などの農業廃棄物は汚染源の一つである。中国の

耕地面積は世界全体の７％しかないのに、化学肥料と農薬の使用量は世界全

体の３５％を占めている。２０１５年３月１８日付けの「人民日報」によると、１９７９

年から２０１３年までの３５年間、中国における化学肥料の使用量は１０８６万トン

５９１２万トンに増加した。中国環境保護部生態司長・荘国泰は使用した化学肥

料の６５％が汚染物質となって生態系に残っていると指摘する。次に、急速に

拡大する工業活動と都市化によって発生する工業廃水と生活汚水は最大の汚

染源となっている。中国環境保護省が２０１５年３月に発表した「全国環境統計
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公報２０１３」によると、２０１３年全国の廃水排出量は６９５．４億トンで、そのうち

工業廃水は２０９．８億トン、都市部の生活汚水は４８５．１億トンである。

　水質汚染は様々なルーツで食品汚染を引き起こし、人々の健康を脅かす。

周知のように、人体の７０～８０％は水分で、水自体が一つの食品である。飲み

水が汚染されれば、当然病気になる。中国のサイトによると、中国人口の

８２％が井戸や河川の水を飲用に使っているが、水質汚染が深刻で細菌数が基

準値を超える水源は全体の７５％を上回っているという。また、２０１３年７月２４

日に開かれた米議会での証言によると、中国で癌の発生率が通常よりも著し

く高い「癌の村」が４５９も存在しており、そのほとんどは政府による水質汚

染評価の中で最も悪い河川の周囲に集中しているという。さらに、世界銀行

によると、中国では安全な飲み水を入手できない人口が３億人以上存在し、

そのために毎年６万６千人も命を落としている。

　水質汚染による農業の被害も深刻である。中国は積極的に汚染水を農業用

灌漑用水として利用し始めたのは１９５７年である。それ以来、水質汚染の拡大

と農業用水の不足により、汚染灌漑の面積は徐々に増加し、特に水資源が不

足する海河、遼河、黄河と淮河の四大流域においては全体の８５％にも及んで

いる。汚水灌漑には水不足を緩和したり、短期的に食糧の増産（工場からの

廃水には大量の有機物や微量元素が含まれているため）を実現したりするな

どの利点もあるが、長期的な観点からみれば、土壌、地下水と作物に甚大な

被害を与え、食品汚染をもたらすのである。

　新中国で汚水灌漑のモデルとされた遼寧省の瀋陽撫順工業廃水灌漑用水路

を例に挙げてみよう。同用水路は１９６５年に完成され、その起点が撫順市東部

のアクリル繊維工場で、同市西部の石寨鎮、大南郷と瀋陽市の東陵郊外を流

れ、全長７１キロメートル、灌漑面積は約１万ヘクタールである。当初は作物

の育ちがよく収穫量も倍増したが、その後３０年余りの間、汚染物質が急増し、

農地に深刻な汚染をもたらした。収穫量の低下、作汚染物質残留量の増加が

問題となり、１９９９年に農業用灌漑用水としての使用が禁止された。
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１．３　土壌汚染による食品汚染

　土壌汚染は大気汚染と水質汚染と密接な関係をもっている。これまで見て

きた中国の大気汚染と水質汚染の状況から、土壌汚染も極めて深刻であろう

と推測できる。中国政府の発表はこの推測に裏付けを与えた。

　まず、２０１３年１２月、中国国土資源部の王世元副部長が明らかにしたところ

によると、全国耕地面積の約２．５％にあたる５０００万ムー（約８２４万エーカー）

の耕地が中度または重度に汚染され、今後耕地として使用を禁止するという。

　次に、２０１４年４月１７日、中国環境保護部と国土資源部が共同で「全国土壌

汚染状況の調査公報」を発表した。それによると、２００５年４月から２０１３年１２

月にかけて初めて国内すべての耕地、一部の林地、草原、未開発の土地と建

設用地を含む６３０万平方キロメートルに及ぶ土壌を対象に、その汚染状況に

関する調査を行った。南北に分けてみた場合、北部より南部の土壌汚染が深

刻であるが、地域別でみると、最も深刻なのは長江デルタ、珠江デルタと東

北の旧工業地帯である。また、重金属汚染が特に多いのは西南地域と中南地

域で、主な汚染物質はカドミウム、水銀、ヒ素と鉛である。さらに、調査さ

れた土壌の約１６％、耕地の１９％が何からの形で汚染されている。

　土壌汚染による被害は大気汚染や水質汚染ほど目立たないとされているが、

数十年にわたって汚染し続けてきた結果、近年ようやく明るみに出て、国内

外の関心を集めている。特に、２０１３年４月に国内有数の湖面生産地域である

湖南省のコメから高濃度のカドミウムが検出された事件が人々を震撼させた。

湖南省はコメのほか、銅や鉛など非鉄金属の生産も国内上位５位にランクさ

れている。非鉄金属を採掘、精錬する際に大量のカドミウムが用いられ、そ

の廃水は垂れ流されて用水路に流れ込み、耕地ひいてはコメなどの農作物を

汚染してしまった。湖南省のほか、甘粛省白銀市近郊の村々も重金属に汚染

され、土壌と農作物から高濃度の鉛、銅とカドミウムが検出され、イタイイ

タイ病の症状を訴える村民は数多くいた。
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１．４　食品添加物の乱用による食品汚染

　これまで見てきたような大気汚染、水質汚染と土壌汚染のほか、食品添加

物の乱用も食品汚染を増やす重要な一因である。

　食品添加物の定義について国によって異なっているが、中国では次のよう

に定義されている。「中国食品安全法」第９９条によると、「食品添加物とは、

食品の色、香りと味などの品質を改善したり、腐敗を防いたり、また加工上

の必要性を満たしたりするため、食品に加える人工的合成物質あるいは天然

の物質である」。現在、世界にはある食品添加物の種類について２５０００種類程

度、１４０００種類以上、２０００種類未満や１０００種類未満など様々な説がが見られ

るが、中国の場合、食品添加物を用途別に２３のグループに分け、合計２０００種

類以上に分類している。

　中国の食品添加物は種類が多いだけではなく、生産量も消費量も桁外れに

多いのである。中国食品添加物協会の統計によると、２０１１年に中国の食品添

加物の生産量は７６２万トンに達し、前年同比より８．１％増加した。販売総額は

７６７億元、同比６．４％上昇した。しかし、零細企業の生産状況が把握されてい

ないため、同年の食品添加物消費量は生産量を上回っていた。食品添加物の

種類、生産量と消費量がこれほど多いことから、食品添加物に関わる食品汚

染事件も頻�に起きている。所定の使用量と使用範囲を超えたり、期限切れ

のものを使用したり、さらに食用ではなく工業用原料を使用したりするのは、

もっとも多く摘発される問題である。

　近年、中国で発生した最も重大な食品添加物に起因する食品汚染事件を３

つ挙げよう。

　まず、２００５年３月に起きたスーダンレッド事件である。スーダンレッドは

着色料の一種で、１から４までの４種類あるが、いずれも発がん性があり、

オイルやワックスなど工業用製品に使われるものである。１９９６年、中国は食

品製造業者に対してスーダンレッドの使用を禁止したのである。事件の発端

は、２００５年２月にイギリスで起きたスーダンレッド騒動である。同年３月１

日、中国国家品質監督検疫総局の副局長・葛志栄は記者会見の席でイギリス
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の事件について言及し、中国には同じような問題が発生していないことを指

摘した。しかし、その５日後の３月６日、広東省品質技術監督局が「亨氏美

味源（広州）食品有限公司」が生産した「辣椒油」（唐辛子オイル）など６

種類の製品からスーダンレッド１が検出されたと公表した。それから１ヶ月

も経たない間に、全国１８省・市の３０企業の商品（カップラーメン、唐辛子の

粉、お焼き、ケンタッキー・フライド・チキン、調味料など）からスーダン

レッド１が検出された。その後、製造元も割り出され、会社の責任者も逮捕

された。ところが、翌２００６年に新たなスーダンレッド事件が発生した。問題

となった食品は「咸鴨蛋」というアヒルの塩漬け卵であるが、一年前の事件

と二つの点で大きく異なる。第一に、汚染源はスーダンレッド１よりも毒性

の強いスーダンレッド４である。第二に、スーダンレッド４を直接「咸鴨

蛋」に加えたのではなく、アヒルの飼料に混入したのである。その理由は、

「咸鴨蛋」の黄身が赤いほうが栄養豊富の証拠で、高く売れるからだ。

　次に、２００８年９月に報道されたメラミンミルクの事件である。メラミンは、

尿素とアンモニアを加熱して得られる有機化学品で、木材、プラスチック、

塗料、製紙、紡績及び電機など多くの業界で広く使われいる。一方、窒素が

多く含まれることから、食品に加えると、その食品に多くのたんぱく質が含

まれている検査結果が得られるため、魔法の粉「蛋白粉」と呼ばれていた。

今度の事件の発端はまたもや海外と関係している。２００７年２月からアメリカ

で起きた中国製毒ペットフード事件である。ドッグフードからメラミンが検

出されのである。同年３月までに５００匹のペットが腎不全となり、１００匹以上

が死亡した。これは第一のメラミン事件である。２００７年１２月頃から、中国粉

ミルク市場の１８％も占める業界最大手「三鹿集団」（河北省石家荘市）に同

社製造の粉ミルクを飲んだ乳児が腎臓障害を起こしたとの報告が寄せられた。

２００８年６月頃、山東省、甘粛省、安徽省、湖南省、河南省、江西省と湖北省

など多くの地域で同社製造の粉ミルクを飲んだ赤ちゃんが腎臓結石になった

事例が多数報告されるようになった。しかし、同年の北京五輪の成功を最優

先した政府は、この事実を直ちに公表せず、五輪閉幕後の９月１２日にようや
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く発表したのである。その後まもなく、「三鹿集団」のライバルでほかの大

手乳製品企業「伊利集団」、「蒙牛集団」と「光明集団」の牛乳からもメラミ

ンが検出された。結局、メラミンミルクは全国で３０万人以上の赤ちゃんが腎

臓障害を患い、そのうち５万人以上が入院し、１１人が死亡した。これは第二

のメラミン事件である。

　最後に、２０１１年３月に報道された「痩肉精（クレンブテロール）」事件で

ある。「痩肉」は食肉の赤身を意味する中国語で、「痩肉精」は赤身を増やす

エキスという意味である。一方、クレンブテロールとは本来、呼吸障害の債

に充血除去剤や気管支拡張剤として処方される薬物である。１９８０年代、クレ

ンブテロールに成長促進作用があり、食肉の赤身を増やす効果があることが

判明され、畜産業界で飼料に混ぜることが行われるようになった。しかし、

その成分が牛や豚の肉や内臓に残り、それを食べた人間が中毒になる。中国

で最初に「痩肉精」中毒が確認されたのは１９９８年（広州市）であるが、人々

を震撼させたのは２０１１年３月１５日に中央テレビ局の番組で放送された中国一

流メーカー「双匯集団」の食肉加工製品に　「痩肉精」が添加されている報

道だった。前述したメラミンミルクの事件でもそうであるように、中国では

ノーブランドの安い食品だけではなく、価格の高い大手企業の有名ブランド

も信用できなくなっている。

１．５　その他の要因による食品汚染

　上記のほか、生産過程における作法や作業が違法のため食品汚染事件を引

き起こす事例も多数存在する。以下ではとりわけ悪質で日本でも広く知られ

ている「地溝油」を例に挙げたい。

　「地溝油」とは、排水溝や下水溝から汚水を汲み上げて、そこに含まれる

クリーム状の油を濾過し、精製した食用油である。「地溝油」の存在は２０１０

年３月１７日付けの全国紙「中国青年報」の報道によって全国的に知られたの

である。同紙は武漢工業大学の教授・何東平の話を引用して、年間２００万ト

ンから３００万トンつまり全体の１割程度以上の「地溝油」がレストラン等で

Title:研究シリーズ02張　維納先生 Page:58  Date: 2016/03/11 Fri 10:03:05 



59中国の食品汚染に関する一考察

利用されており、そこには毒性が砒素の１００倍である発ガン性物質のアフラ

トキシンが含まれていると報道した。その後、教授は記者会見で自らの発言

を完全に否定し、真相は闇の中となった。

　しかし、翌２０１１年６月に新華社の記者による潜入取材報道が発表され、「地

溝油」産業の実態が浮き彫りになった。それによると、北京市の残飯処理能

力は毎日６００トンしかないのに、１７５０トンの残飯及び６０トンの廃油が出てい

るため、郊外の養豚農家に「豚の餌」として回収してもらう。ところが、こ

れらの残飯や廃油は様々な中間業者と工程を経て最終的に豚の餌ではなく

「地溝油」に変身するのである。中国全体では年間６０００万トンもの残飯が出

ており、「地溝油」の原料は安くて豊富のため、各地で「地溝油」産業が成

り立っているとも言われている。業界全体の利潤は１５億～２０億元と見積もら

れている。ちなみに、余談になるが、中国のレストランやホテルから残飯が

大量に出るのは、中国文化と密接な関係がある。中国人が外食する際、割り

勘ではなく、誰か一人が全員にご馳走するのが一般的である。ご馳走する側

は自分が太っ腹であることをアピールするため、食べ切れないほど大量の料

理を注文し、ご馳走になる側はこれ以上食べられないほど十分ご馳走になっ

たことを示すため、わざと料理を残す習慣がある。

２．食品安全確保のための法整備

２．１　食品安全に関する法規の歴史

　中国は歴史が長い分、食品安全に対する関心も古くから高いものだった。

周の時代では食品といえば主に一次農産物だったため、食品の成熟度に注目

した。『礼記・王制第五』には、食品取引について「五穀不時、果実未熟、

不粥于市」という規定がある。つまり、熟していない穀物や果実は取引して

はいけない。これは中国史上最も古い食品の安全管理に関する記録とされて

いる。

　漢の時代では、毒のある食品について明確な規定が定められた。『二年律
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令』によると、腐敗した肉は直ちに焼却処分しなければならない。唐の時代

になると、規定を破った者に対する罰則がより明確かつ厳重になった。懲役

１年から死刑までの実刑判決のみならず、罰金も設けられた。

　宋の時代に入ると、飲食市場が未曾有の盛況を呈していた一方、食品安全

に関わる事件も多発するようになった。例えば、重量を増やすために鶏の体

に砂を入れたり、見た目を良くするためにアヒルや羊の体に空気を入れたり

していた。食品の安全を確保するため、宋の王朝はすべての業者にそれぞれ

の「行会」に加入する義務があり、各「行会」に食品の安全を保障する責任

があると定めた。

２．２　「食品衛生法」の誕生

　新中国が成立してから改革開放政策が打ち出されるまでの社会主義計画経

済の時代では、すべての商品について言えるのは「品質よりも量的確保が重

視されていた」ことである。食品に関しても、食品の衛生や安全は軽視され

ていたため、法整備もほとんど空白に等しい状態だった。１９８２年に中国で初

めて「中国食品衛生法（試行）」が制定され、１９９５年に同法の「試行」が取れ、

ようやく食品衛生に関する正式の法律が成立したのである。全９章５７条から

なる「中国食品衛生法」の立法目的は、その第１条で「食品衛生を保証し、

食品汚染及び有害要素及び人体に対する危害を防止し、国民の身体の健康を

保障し、国民の体質を増強するため」と規定している。

　「中国食品衛生法」の主な内容を見てみよう。第１章の総則（第１～５

条）は立法目的のほか、国務院の衛生行政部門が全国の食品衛生を監督する

と規定した。第２章の食品の衛生（第６～１０条）は、食品の衛生基準、食品

生産過程の衛生基準及び生産・販売が禁止される食品の基準について規定し

た。第３章の食品添加物の衛生（第１１）は、必ず衛生基準を満たした食品添

加物を使用すると記したのみだった。第４章の食品容器、包装材料と食品用

設備の衛生（第１２～１３条）は、関連衛生基準を満たす必要があり、容易に洗

浄と消毒できるものでなければならないと規定した。第５章の食品衛生基準
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と管理方法の制定（第１４～１６条）は、国務院衛生行政部門が各種基準や方法

を制定する最高権威部門であると定めた。第６章の食品衛生管理（第１７～３１

条）は各地方政府、食品生産企業の責任、食品包装の表記、輸出入食品の衛

生管理などについて細かく規定した。第７章の食品衛生監督（第３２～３８条）

は、食品衛生の監督機関、その具体的な職務などについて記した。第８章の

法律責任（第３９～５３条）は、第６章に記した各規定に違反した場合の罰則

（罰金や刑事責任の追及）について定めた。第９章の附則（第５４～５７条）は、

食品や食品添加物など各用語の定義、本法の施行日などについて明記した。

２．３　「食品安全法」への転換

　２０００年代初頭に発生した BSE 狂牛病の影響によって、食品安全に関する

世界的な関心が高まり、食品産業の国際競争力を強化するためにも中国政府

も積極的に取り組み始めた。２００３年３月に国家食品医薬品監督管理局を設置

させ、２００４年７月に食品衛生法修正作業部会を発足させ、２００７年１０月に「食

品衛生法」から「食品安全法」に改称された修正草案提出された。

　２００９年２月、全１０章１０４条からなる「食品安全法」が正式に議決され、同

年６月１日より施行された。これに伴い、「食品衛生法」は廃止されたので

ある。法律の名称が「衛生」から「安全」に転換したことについて「食品法

制における思考改革の進展を示唆している」とする意見（石川４頁）も見ら

れる、筆者はそれと同時に「食品汚染の深刻化を物語っている」と強調して

おきたい。

　「食品安全法」は単に「食品衛生法」を充実したものでない。両者の間に

大きな違いが見られる。まず、第１条によれば、その立法目的は「食品の安

全を保証し、公衆の身体の健康及び生命の安全を保障するため」だと規定し

た。「衛生」、「健康」よりも踏み込んだ「安全」や「生命」という言葉を使っ

た。第二に、両者の構成がかなり異なる。「食品安全法」第２章の食品安全

リスクの観測および評価（全７条）、第７章の食品安全事故と処理（全６条）

は、「食品衛生法」に全くない内容である。第４章の食品生産経営（全３０条）
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は、「食品衛生法」の第２章、第３章、第４章と第６章を網羅する内容となっ

ている。第三に、いくつか新しい制度が確立された。例えば、食品安全リス

ク監視及び評価制度、食品リコール制度などである。第四に、食品安全の管

理監督体制がより厳しくなった。例えば、「食品衛生法」の下では、食品の

製造業者また販売業者は衛生行政部門が発行する衛生許可証を取得したうえ、

商工行政部門に登記すれば事業を開始することができたが、「食品安全法」

では製造、流通、飲食サービスの各過程の関係行政部門が発行する許可証の

取得が必要となった。第五に、食品に関する国の安全基準を統一し、部門規

格の制定を廃止した。このほか、食品添加物や食品広告などに対する規制や

中小零細経営者に対する管理監督も強化された。

２．４　「新食品安全法」の成立

　２０１５年４月２４日、中国第１２期全人代常務委員会第１４回会議で「新食品安全

法」が採択された。全１０章１５４条からなる同法は１０月１日から施行される。

同法は２００９年に実施された「食品安全法」に比べ、最も大きな違いは条項が

５０条増えたほか、違反者に対する罰則がいっそう厳重になったことである。

中国国家食品薬品監督管理総局の滕佳材副局長は「新食品安全法」について

次のように述べた。「同法は厳重処罰の原則を具現化したものである。食品

安全面での刑事責任の追及が強化されている。例えば、食品安全をめぐる犯

罪で有期懲役以上の刑罰を受けた者は一生食品生産や経営に関わることがで

きないと規定したほか、違法添加物、病死した家畜や家禽、毒性の高い農薬

などを使用した重大な違法行為に対して行政拘留の処罰を追加した。さらに、

罰金の限度額を大幅に引き上げ、民事上の責任追及も可能にし、再発に対す

る処罰規定も増設した。」

　罰則がいっそう厳しくなったほかにもいつくか重要なポイントがある。例

えば、食品安全追跡体制の確立を提唱したこと、食品添加物の生産に許可制

を導入すること、有害食品のリコールを徹底すること、食品のネット販売に

監督管理責任を果たさない担当者を解任することなどが挙げられる。
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　これまでのように三つの法律を比較し、その主な相違点を理解することに

よって、中国当局が食品安全を確保するために続けてきた努力が評価できる

と同時に、食品汚染問題がさらに複雑で深刻化している現状についても再認

識させられたのである。

３．深刻化する食品汚染の原因

３．１　監督管理体制の不備

　１９９５年の「食品衛生法」から２００９年の「食品安全法」、さらに「史上最も

厳しい」と言われる２０１５年の「新食品安全法」まで、中国政府は食品安全確

保のための法整備を推し進めてきた。その結果、法律の内容がますます充実

し、条文もより厳密になった。しかし、法律が厳格に施行されることを保障

する監督管理体制が整えていない。食品安全に関する監督管理体制の不備は

法律が守られず食品汚染問題が多発する最も重要な原因である。

　中国の食品安全管理体制は「多頭管理体制」と呼ばれ、複数の行政機関に

よって行われている。具体的に上から見てみると、まず食品安全の国家指導

機関または食品安全業務の総合的調整機関として国務院内に設置された食品

安全委員会がトップに位置している。同委員会はの主な業務は食品安全に関

する情勢の分析、食品安全業務の手配と総合的指導および食品安全管理に関

わる重大政策措置の提出などである。現在、国務副総理・張高麗が同委員会

の委員長を務めている。

　食品安全委員会のすぐ下にあったのは中国衛生部であった。１９８５年に設立

された衛生部は、食品安全の総合調整メカニズムの確立や総合監督責任を

負っていた。しかし、２０１３年に人口計画生育委員会と合併され、「国家衛生

と計画生育委員会」が誕生した。同委員会の主な職責は１８項目もあるが、そ

のうち食品安全の確保に関する内容は第３項目に含まれている。それは「食

品安全リスク評価、食品安全基準の制定、食品や食品添加物及びそのた関連

製品の新材料や新商品の安全性の審査」である。また、同委員会は２１部門か
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ら構成されているが、そのうち直接に食品安全業務を担当するのは「食品安

全基準と監督評価司」である。

　国家衛生と計画生育委員会の下にはいくつもの行政機関が並列している。

一つ目は「国家品質監督検査検疫総局」で、食品の生産過程における安全管

理及び輸出入食品の安全に関する監督管理を行う機関である。二つ目は「国

家商工行政管理総局」で、食品流通過程における監督管理を行う機関である。

三つ目は「国家食品薬品監督管理局」で、飲食業、食堂など消費過程におけ

る食品安全の監督管理を行う機関である。

　一方、国家衛生と計画生育委員会とは別に農産品の生産過程における食品

安全の監督管理を行うのは農業部である。その主な職責は農水産業及び関連

産業に関わる法律の制定と品質の監督である。

　上述した６機関のほか、食品安全の監督管理に関する技術を開発する「科

学技術部」、情報のネットワーク化を推進する「工業・情報化部」、農産物等

の産地の環境保全を図る「環境保護部」、食品の市場流通や運輸等を監督管

理する「商務部」もそれぞれ食品安全確保の一翼を担っている。さらに、各

省・自治区・直轄市以下の地方政府にも中央政府と同様な行政部門が設置さ

れている。

　これほど多くの監督管理機関が存在しているにもかかわらず、中国の食品

安全問題は改善されるどころか、ますます悪化しているのはなぜであろうか。

第一に、食品安全の監督管理機関が多いことは、言い換えればそれに関わる

役人も多いのである。中国は典型的なコネ社会で、人脈が何より大切なため、

法律や規定を守らなければならないという意識が薄いのである。便宜を図っ

てもらうためにコネを使って役人に賄賂を渡すことも多ければ、役人が自ら

法律や規定を無視してコネに便宜を図ってあげることも非常に多い。第二に、

「多頭管理体制」のため、事故が発生する時、責任の所在が不明確で、役人

に責任を追及することが難しい。これまでの食品安全事件をみると、「多頭

管理体制」のうちどれか一機関だけでもきちんとルールを守っていれば、事

故が避けられたはずだが、すべての監督管理機関に何らかの問題があったた
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め、どの機関も事故の責任を他者に押し付けるばかりで、結局事件はうやむ

やのうちに葬られてしまうのである。

３．２　近視眼のモラルなき利益至上主義の蔓延

　改革開放以来、国内で社会主義と資本主義のイデオロギーに関する議論が

徐々に�小平の「白猫黒猫論」に取って代わった。「白猫黒猫論」とは、「白

猫だろか黒猫だろうか、ネズミを捕るのがいい猫だ」という意味だが、実際

には「社会主義であろうか、資本主義であろうか、人々の生活水準を向上さ

せることができればいいものだ」ということを意味する。この「白猫黒猫論」

は、中国の経済を急速発展全の軌道に乗せたと同時に、最終的に「手段を問

わずになるべく多く金儲けできればよい」という近視眼のモラルなき利益至

上主義を政府、企業と国民を含む社会全体に浸透させてしまったのである。

　中小企業はもちろん、大手企業でさえ、目前の利益のために、長年かけて

築いてきた信用やブランドイメージの崩壊も惜しまずに食品汚染事件を引き

起こしてしまう。前述したメラミン粉ミルクや「地溝油」事件はコスト削減

のために、スターンレッド事件や「痩肉精」事件は見た目を良くし高値を付

けるために、企業が法律や規定を度外視して引き起こした問題である。その

結果の一つとも言える現実がある。それは、中国では食品メーカーに限らず、

どの業界においても百年以上の歴史を持つ企業がほとんど存在しないことで

ある。プライスウォーターハウスクーパースが２０１２年４月に発表した「２０１１

年中国企業長期調査報告」によると、中国の中小企業の平均寿命はわずか

２．５年で、企業グループでも７、８年に過ぎない。ちなみに、ブルームバー

グが報じたところによると、中国にはおよそ５０万軒の食品工場が存在し、そ

のうち約７０％にあたる３５万軒が小規模工場である。先ほど述べた監督管理体

制の不備において「多頭管理体制」を紹介し、食品の安全管理に関わる部門

と職員が多いことを強調したが、食品工場の数が５０万軒にも上るため、検査

当局の人員一人に対して４２０軒も担当する計算になる。監督管理の目がすべ

ての生産現場に行き届くのは極めて難しい。
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３．３　中国社会の二元構造

　中国社会の大きな特徴の一つである都市と農村の二元構造も食品汚染を深

刻化させる一因である。改革開放以前の中国では、国家が農民から農作物を

非常に低い価格で強制的に買い上げ、そこで生まれる差益を都市部の建設に

利用した。改革開放後、農村部から沿海部の大都市に大量の低賃金労働力が

進出し、都市部の経済発展に貢献した。しかし、農民は１９５８年から始まった

戸籍制度によって就学、就職、医療など様々な面において都市住民と大きく

差別されている。こうした二元構造によって、農民は都市住民に対して嫉妬

と恨みの感情を持つようになると同時に、都市住民は農民に対して優越感と

軽蔑の感情を持つようになる。一方、農民は農林水産物など多くの食品を生

産する者で、都市住民はそれらを消費する者である。双方の間に上述した対

立関係ばかり目立つと、食品汚染問題の深刻化に拍車を掛けてしまう。

　実際に「痩肉精」事件においても二元構造が生んだ生産者と消費者との間

の対立関係が作用した。養豚農家は以前から「痩肉精」の危険性を知ってい

たが、それでも使用し続けていた。その理由は「都市の奴らは病気になって

もいい。俺たちと違って病院に行けるのだから」である。中国の農家は、都

市部へ出荷するための作物と自給自足用の作物を別々の畑で作っていること

が広く知られている。都市部へ出荷するものは、見た目を良くし高く売るた

めに、とにかく農薬や化学肥料を使う。自分たちが食べないため、農薬や化

学肥料の種類や使用量にはまったく注意を払わないのである。

３．４　最も根本的な原因

　食品汚染のみならず、今日の中国が直面しているほとんどの問題に共通す

る根本的な原因がある。それは共産党による一党独裁体制である。中華人民

共和国が１９４９年に建国して以来、共産党による一党独裁制を維持してきた。

その最大の弊害は権力の暴走を制するブレーキがないことである。過去６０年

余りの歴史を見るだけで、反右派闘争、大躍進、文化大革命、天安門事件な

ど一党独裁体制の下で起きた悲惨な出来事がたくさんある。一方、中国共産
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党による一党独裁体制がなければ、中国はこれほど著しい経済成長を遂げら

れなかったという意見もよく聞く。確かに、中国人の生活水準はこの数十年

で驚くほど向上した。例えば、改革開放当初、中国人の家庭にとって三種の

神器とは自転車、ミシンと腕時計だったが、８０年代後半からテレビ、洗濯機

と冷蔵庫に変わり、さらに今は株、不動産と自動車になった。しかし、筆者

はこうした経済成長が一党独裁体制を正当化する理由にならないと強く主張

したい。なぜなら、その経済成長によって得られたもの（所得の増加や経済

的な豊かさ）より失ったもの（格差の拡大、腐敗の蔓延、道徳観の欠如、環

境や食品の汚染など）のほうがずっと大きいからである。

　一党独裁体制の下では、行政部門を監督する独立した機関もなければ、報

道や言論の自由もないため、いかに立派な法律や規制を制定しても単に形式

上のものに過ぎず、きちんと守られることなく、監督管理体制の不備が生じ

るのである。

　また、一党独裁体制の下では、信仰の自由が厳しく制限されたうえ、最高

の理想としてきた「共産主義の実現」も「発展こそが正道である（中国語で

は「発展才是硬道理」）」思想に取って代わった。そのため、人々が利益至上

主義に走り、自分の利益のためなら、他人に害を及ぼしても構わないように

なり、食品安全に限らず、様々な安全問題が絶え間なく繰り返されている。

　さらに、一党独裁体制の下で形成された中国の特色ある二元構造社会に

よって、生産側にいる農村と農民と、消費者側にいる都市と都市住民との間

に大きな格差が形成された。弱い立場に立たされた農民には生産者としての

誇りを全く感じず、都市住民のために食品安全に努めようとするインセン

ティブも全くないのである。

　２０１２年から始まった習近平政権は、空前の規模と力強さで反腐敗キャン

ペーンを推進している。また、「依法治国（法によって国を治める）」という

方針も改めて打ち出した。しかし、どちらも共産党による一党独裁体制を堅

持することを前提として進められている。様々深刻な問題をもたらした根本

的な原因を取り除くどころか、それを固く維持しようとしているため、食品
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汚染をはじめ、環境汚染や腐敗などの問題の改善は難しい。

４．食品汚染防止のための対策

４．１　直接的対策

　食品安全を守るための具体的な対策は直接的なものと間接的なものに分け

て考えることができる。直接的対策とは、食品の生産、貯蔵、流通、販売の

各現場における汚染防止の対策であり、川上から川下までの各現場の実際状

況に基づいて様々な方策が考えられる。一方、間接的対策とは、各現場以外

で食品汚染を引き起こす要因をなくすための対策である。例えば、大気、水、

土壌などの環境汚染対策、食品添加物に対する規制及び食品安全関連法律の

整備である。ここではどの現場にも当てはまることができる直接的対策を二

つ提言したい。

　一つ目は先端的技術の普及と技術革新である。一例を挙げよう。中国では

燻製の肉製品がかなり人気があるが、木材などを燃やす伝統的な方法で作ら

れた燻製肉に含まれる発がん物質ベンゾピレンが基準値を超えてしまう可能

性が高いのである。しかし、新しい技術で作られた燻製液を使用すれば、燻

製の過程において煙を出さないため、ベンゾピレンのリスクを大幅に軽減す

ることができるだけではなく、火災や爆発の危険性も無くすことができる。

そのうえ、製造過程のデータを記録することができるため、厳格な品質管理

も可能となった。但し、先端技術の普及も新しい技術の開発も、知的財産権

の侵害が多発する中国では民間企業が自力で行うことが非常に難しい。政府

部門の力強い支援と協力が不可欠である。

　二つ目は各現場で働く人々の食品安全への意識向上である。先述したよう

に、今日の中国社会は近視眼のモラルなき利益至上主義に蝕まれており、政

府の役人や企業の経営者から普通の労働者や一般庶民まで「自分の利益さえ

侵害されていなければ」という考え方が主流となっている。そのため、法律

や規定などのルールが形骸化され、食品安全のみならず様々な安全問題が引
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き起こされている。これまで、当局は人々の意識を向上させるために厳しい

罰則を設けてきたが、それほど効果が上がらなかった。筆者は罰則よりも奨

励措置のほうが有効だと思う。例えば、常に食品安全に気を配り、食品汚染

事故をゼロにすることができたら、高い奨励金を与えるようにするなど。「自

分の利益」につながるため、近視眼のモラルなき利益至上主義の人間であっ

ても積極的に取り組むに違いないだろう。但し、長期的には無論「近視眼の

モラルなき利益至上主義」を無くしていく必要がある。

４．２　根本的な対策

　食品安全を守るための根本的な対策は、食品汚染をもたらす制度的な要因

を改める対策である。中国の場合、それは監視を受けない絶対的な権力体制

を徐々に自由民主制に改めることである。「絶対的な権力は絶対的な腐敗を

生む」という言葉があるが、中国の現状はまさにその通りである。権力に都

合の良いように法律や規定が恣意的に解釈され、監督管理体制が機能せず、

食品汚染を含む多くの社会問題が頻発する。腐敗を生む制度そのものを変え

なければ、いかに剛腕な指導者であっても、いかに大規模で強力な反腐敗

キャンペーンを展開しても、腐敗をなくすことはもちろん、腐敗を抑制する

ことすら難しい。しかし、中国には長い中央集権国家の歴史があり、中国の

国民には個人の自由より統治者に順服することが大事だと思想があるため、

自由民主制への転換は遥か長い道のりになるに違いない。

　ここでその最初の一歩として、また食品汚染の防止にも直接大きな影響を

与える一歩として、まず言論の自由と報道の自由を認めることを提言したい。

報道機関と国民に自由に発言する権利を与えれば、絶対的な権力をもつ各級

政府や役人をはじめ、各現場における経営者と労働者にまで監視の目が届く。

法律や規定などを恣意的に解釈したり、守らなければ、広く知られることに

なる。これまでのように権力に媚びたり、他者の利益を犠牲にしたりする

「近視眼のモラルなき利益至上主義」のやり方では自分の利益最大化につな

がらなくなる。また、言論の自由と報道の自由を認めることで、徐々に自由
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な社会環境が生まれ、新しい技術の開発が活発になるとも言われている。ち

なみに、独裁国家だったヤンマーやベトナムの当局も近年、言論と報道の自

由を認めるようになった。

終わりに

　改革開放以来、中国は著しい経済発展を遂げ、今やアメリカに次ぐ世界第

二の経済大国となり、一人当たりの国民所得は１９８０年の３００ドル程度から

２０１４年の７６００ドル程度に拡大した。国民の生活水準が大きく向上するにつれ、

人々の食品安全への意識が高まり、中国政府も食品安全確保のための法整備

を強力に推進してきた。しかし、中国の食品汚染事件は深刻化する一方であ

る。中国では毎年８０万から１２０万人の奇形児が誕生するが、医療関係者や専

門家によると、環境汚染や危険な食べ物が大きな原因である。経済的な豊か

さを手にしたと同時に、格差の拡大、腐敗の蔓延、道徳観の欠如、環境汚染

など余りにも多くの負の遺産を背負ってしまった中国の国内における食品汚

染問題に焦点を当ててきた。

　結論をまとめて言えば、中国の環境汚染が深刻であるため、食品の汚染源

も多岐にわたり、深刻な事態となっている。当局は段階的に食品安全法の整

備を進め、一層厳しい罰則を設けたが、監督管理体制の不備、近視眼のモラ

ルなき利益至上主義、格差を広げる二元構造をもたらす絶対的権力体制を改

めなければ、問題の改善が望めない。食品安全を守るために、筆者が提言し

た具体的対策は、川上から川下までの各現場における先端的技術の普及と技

術革新と働く人々の食品安全への意識向上である。また、根本的対策につい

て自由民主制への第一歩としてまず言論の自由と報道の自由を認めることを

提言した。
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気候変動をめぐる政治
―小島嶼国連合（AOSIS）に注目して―

鈴木　亨尚　

Politics of Climate Change: Focusing on the Alliance of

Small Island States (AOSIS)

 Yukihisa SUZUKI　

目次

はじめに

第１節　気候変動の現状

第２節　国際交渉と排出ギャップ

第３節　小島嶼国連合（AOSIS）の提案

第４節　リマ気候変動会議

おわりに

はじめに

　近年、気候変動に関するニュースは、悪いものの中に、わずかに良いもの

が含まれるようになってきている。たとえば、２０１５年２月２日、世界気象機

関（World Meteorological Organization, WMO）は、２０１４年の全球平均気温

が１９６１～１９９０年の平均である１４．００�を０．５７�上回り、過去最高を記録し、

過去最も高温であった１５年のうち１４年は２１世紀中であると発表した（１）。一

方、２０１５年６月１５日、国際エネルギー機関（International Energy Agency, 

IEA）は、２０１４年のエネルギー起源の二酸化炭素（CO２、以下、「CO２」と記
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述）排出量が前年と同じ３２２億トンとなり、排出量の増加が停止したと発表

した（２）。

　そのような中、２０１５年３月１３日から１４日にかけて、熱帯低気圧で最強の

「カテゴリー５」であるサイクロン「パム」が南太平洋の島国バヌアツを襲

い、１６万人以上が被災し、政府は非常事態を宣言した。熱帯低気圧が過去最

大級に育った理由の１つは海水温の上昇とみられ、当時来日し、仙台での国

連防災世界会議に出席していた同国のロンズデール大統領は「災害を起こす

主な要因は地球温暖化だ」と述べた。周辺のキリバス、ツバル、ソロモン諸

島、フィジーも被災し、ツバルは非常事態を宣言した。このような地球温暖

化・海面上昇との関連で、ソロモン諸島は、サンゴ礁でできた、海抜２�未

満のタロ島（人口約１，０００人）の水没を懸念して、２０１４年、全住民の隣島へ

の段階的移住を決定した。また、キリバスは、２０１４年、フィジーに約２０�の

土地を購入した。同国のアノテ・トン大統領は「海面上昇や塩害で耕作地が

なくなった場合の食料確保のためだが、最悪の場合は移住の場にと考えたこ

ともある」と述べている（３）。

　これら小島嶼国は発展途上国全体とは異なる利害をも有すると自ら認識す

るようになり、１９９０年に「小島嶼国連合（Alliance of Small Island States, 

AOSIS、以下、『AOSIS』と記述）」を設立した。AOSIS は「発展課題を共有

し、環境、特に、グローバルな気候変動に対する自身の脆弱性を懸念する小

島嶼国と低地を持つ沿岸国の連合」である。表１に示したように、２０１５年９

月現在、加盟国が３９か国、オブザーバーが５地域、計４４か国・地域が参加し

ている（４）。

　AOSIS の気候変動に関する基本的な立場は以下のとおりである。第１に、

AOSIS は「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部

会（Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, 

ADP、以下、『ADP』と記述）」の活動のうち、特に、ワークストリーム２（２）

を重視し、「ワークストリーム２の進展は脆弱な国家にとって特に重要であ

る。なぜなら、もし短期的に、２０２０年に十分先立って、排出が削減されなけ
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れば、気温上昇の２�以内への抑制や全島嶼国の水没を含む一連の大災害を

避けることはもはや不可能であると科学者が示しているからである」と述べ

ている（６）。

　第２に、AOSIS は、「先進国は２０２０年までのより野心的な目標を設定する

意志はない。一方、多くの発展途上国は、先進国が長年の義務を果たすまで、

それらの緩和行動の野心を引き上げるつもりはない」と述べ、先進国も、

AOSIS 以外の発展途上国も２０２０年までの気候変動対策に熱心ではないと考

えている（７）。

　第３に、AOSIS は、「（１）２０１５年合意はすべての国に適用される条約の下

で法的拘束力を持つ議定書でなければならない、（２）野心は気温上昇を１．５

�以内に抑制するというグローバルな長期目標に従うべきである、（３）２０１５

表１　小島嶼国連合（AOSIS）

アメリカアジア・太平洋アフリカ

アンティグア・バーブーダ
バハマ
バルバドス
ベリーズ
キューバ
ドミニカ
ドミニカ共和国
グレナダ
ガイアナ
ハイチ
ジャマイカ
セントクリストファー・ネーヴィス
セントルシア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
スリナム
トリニダード・トバゴ

クック諸島
フィジー
ミクロネシア連邦
キリバス
モルディブ
マーシャル諸島
ナウル
ニウエ
パラオ
パプア・ニューギニア
サモア
シンガポール
ソロモン諸島
東ティモール
トンガ
ツバル
バヌアツ

カーボ・ヴェルデ
コモロ
ギニア・ビザウ
モーリシャス
セーシェル
サントメ・プリンシペ

加盟
国

オランダ領アンティル
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領プエルトリコ

アメリカ領サモア
アメリカ領グアム

オブ
ザー
バー

（出所）http://aosis.org/about/members/（２０１５年９月１日にダウンロード）に基づいて
筆者が作成。

（注）クック諸島とニウエは国連加盟国ではない。
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年合意に組み込まれる緩和の取り組みは、全締約国の取り組みを集計できる

ように、明確に定量化可能でなければならない」と考えている（８）。なお、２０１５

年合意とは、２０１５年のパリ気候変動会議（以下、「パリ会議」と記述）で得

られると想定される合意であり、「パリ合意」とも呼ばれる。

　第４に、AOSIS は適応策と「損失と被害（loss and damage）」を重視して

いる。AOSIS は、「我々がすでに経験している実際の影響を考えれば、適応

策は絶対に必要である。我々にとって、適応策は生き残りに関わるものであ

る。もちろん、我々がもはや適応できない影響が生じているので、『損失と

被害』は、適応策とは別に、それとは切り離されて、２０１５年合意の１つの中

核的な要素として、それに含まれなければならない」と述べている（９）。

　本稿は、AOSIS に注目しながら、気候変動をめぐる政治について検討する

ことを目的としている。そのため、第１節では、気候変動の現状を検討する。

第２節では、国際交渉と排出ギャップを検討する。第３節では、AOSIS の提

案を検討する。第４節では、リマ気候変動会議（以下、「リマ会議」と記述）

を検討し、最後に、パリ会議への課題を提示する。

第１節　気候変動の現状

１．IPCC 第５次評価報告書

　まず、２０１４年１１月に発表された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」

の第５次評価報告書の統合報告書に基づいて、気候変動の現状を概観してい

こう。第１に、人為的要因が温暖化の支配的な原因であった可能性は、第４

次評価報告書では「非常に高い」（確率９０～１００％）であったが、第５次評価

報告書では「極めて高い」（確率９５～１００％）となっている（１０）。

　第２に、陸域と海上を合わせた世界平均地上気温は、１８８０年から２０１２年の

間に、０．８５［９０％信頼区間０．６５～１．０６、以下、同様］�上昇した（１１）。２１世紀

末（２０８１～２１００年）までの世界平均地上気温の１９８６～２００５年平均に対する上

昇は、４つのシナリオの各々で、０．３～１．７�、１．１～２．６�、１．４～３．１�、２．６

Title:研究シリーズ03鈴木亨尚先生 Page:76  Date: 2016/03/11 Fri 10:01:21 



77気候変動をめぐる政治

～４．８�の範囲に入る可能性が高い（１２）。

　第３に、１９０１年から２０１０年の間に、世界平均海面水位は０．１９［０．１７～０．２１］

�上昇した。１９８６～２００５年平均を基準とした２０８１～２１００年平均の世界平均海

面水位の上昇は、最も低いシナリオで０．２６～０．５５�、最も高いシナリオで

０．４５～０．８２�の範囲になる可能性が高い（１３）。また、１９７１年から２０１０年の間に、

海面から水深７５�の層は１０年当たり０．１１［０．０９～０．１３］�上昇した。２１世紀

表２　緩和経路

２１世紀にわたり（１８５０～１９００年と
比べて）特定の気温水準未満に留
まる可能性

２０１０年比の CO２ 換算排出
量変化（％）

２１００年 CO２ 換算濃度（ppm）
（濃度幅）

２�１．５�２１００年２０５０年

可能性が高い
（６６～１００%）

どちらかといえ
ば可能性が低い
（０～＜５０%）

－１１８～－７８－７２～－４１４５０（４３０～４８０）

どちらかといえ
ば可能性が高い
（＞５０～１００%）

可能性が低い
（０～３３%）

－１０７～－７３－５７～－４２５３０ppmCO２ 換算の
オーバーシュート無

５００（４８０
～５３０）

どちらも同程　
度（３３～６６%）

－１１４～－９０－５５～－２５５３０ppmCO２ 換算の
オーバーシュート有

どちらかといえ
ば可能性が低い
（０～＜５０%）

－８１～－５９－４７～－１９５８０ppmCO２ 換算の
オーバーシュート無

５５０（５３０
～５８０）

－１８３～－８６－１６～－７５８０ppmCO２ 換算の
オーバーシュート有

－１３４～－５０－３８～－２４（５８０～６５０）

可能性が低い
（０～３３%）

－５４～－２１－１１～－１７（６５０～７２０）

－７～７２１８～５４（７２０～１０００）

７４～１７８５２～９５＞１０００

（出所）IPCC, Climate  Change  2014  Synthesis  Report  Summary  for  Policymakers ,  2014, 

p.2 and pp.22-23［文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省訳『気候変動２０１４　
統合報告書　政策決定者向け要約』２０１５年、１、２３～２４頁］に基づいて筆者が作
成。

（注）オーバーシュートするシナリオでは、今世紀中に各シナリオの濃度幅を超えて、濃
度がピークを迎え、その後低下する。
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の間、世界全体で海洋は昇温を続ける。さらに、多くの地域で、降水がより

強く、より頻繁になる可能性が非常に高く、太平洋赤道地域では年平均降水

量が増加する可能性が高い（１４）。

　第４に、２０１０年における人為起源の温室効果ガス排出量は４９ ±４．５GtCO２ 

換算（１Gt［ギガトン］は１０億トン）に達した。また、炭素使用量の増加に

より、傾向として長期間続いていた低炭素化（エネルギーの炭素強度［GDP

１単位当たりのエネルギー消費量］の低下）が２０００年からの１０年間で反転し

た（１５）。

　第５に、２１００年までの範囲で、CO２ 累積排出量と予想される世界平均気温

の変化量の間にほぼ比例の関係が存在する。１８６１～１８８０年平均と比べて、

６６％を超える確率で、気温上昇を２�未満に抑えるためには、１８７０年以降の

人為起源の CO２ の累積排出量を約２，９００GtCO２ 未満に留める必要がある。

２０１１年までに約１，９００GtCO２ を排出しているので、残りは約１，０００GtCO２ で

ある（１６）。

　第６に、温室効果ガスの必要とされる削減は表２のとおりである（１７）。

２．異常気象

　次に、ドイツの環境 NGO「ジャーマンウオッチ（Germanwatch）」のデー

タに基づいて、気象関連の損失について検討していこう。これには暴風雨、

洪水、熱波などが含まれる。１９９４年から２０１３年の平均は表３のとおりである。

損害の対 GDP に関しては、上位２０か国中１４か国が AOSIS 加盟国であり、小

島嶼国がいかに異常気象に脆弱であるかを示している。その中心となるのは

中米・カリブ海諸国で、１０か国が含まれる。同地域では、AOSIS 加盟国以外

に、ホンジュラスとニカラグアも含まれている。一方、これまで大規模なサ

イクロンの被害を受けず、したがって、異常気象による被害が少ないと考え

られてきた南太平洋の AOSIS 加盟国も、キリバス、サモア、フィジー、ト

ンガの４か国が含まれている。サイクロン「パム」の被害により、２０１６年版

では、より多くの国が２０位以内に入るだろう。
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　１０万人当たりの死者数は、ヨーロッパ諸国が多いという特徴がある。また、

中米・カリブ海諸国や南太平洋・東南アジア諸国も含まれている。

　２０１３年単年では、ワルシャワ気候変動会議（ポーランド、２０１３年、以下、

「ワルシャワ会議」と記述）直前に、東南アジア諸国がハイエン台風（平成

２５年台風３０号）による大きな被害を受け、フィリピン（１０万人当たりの死者

数が６．６４６で２位、損害の対 GDP 比が３．８１６で２位、以下、同様）、カンボジ

ア（１．４４で４位、３．２４３で３位）、ラオス（０．３４で１５位、０．８３４で４位）となっ

ている（１８）。同会議で、フィリピン政府代表団のサノ交渉官は「気候変動の現

実味が出てきた。わたしの兄弟は３日間食べずに遺体を運んでいる。気候の

温暖化でこんなスーパー台風が起きる」と演説した（１９）。AOSIS は、このよ

うな状況に対して、「２�の温暖化は条約の目的と相いれない非常に高いリ

スクと結び付いている」と述べている（２０）。

表３　気象関連の損失（１９９４～２０１３年の平均）

損害の対 GDP

比（%）
国順位

１０万人当たり
の死者数（人）

国順位

１０．７９５グレナダ１１４．８０５ミャンマー１

１０．０５６キリバス２４．６０４ホンジュラス２

９．４３５ドミニカ３３．４０８ハイチ３

７．４３９セントクリストファー
・ネーヴィス

４２．９７９ニカラグア４

４．６４７アンティグア・バー
ブーダ

５２．３８０ドミニカ共和国５

４．０１８ベリーズ６２．０４０ロシア６

３．３００ホンジュラス７１．９４８グレナダ７

２．６８１バハマ８１．７３５イタリア８

２．６１４キューバ９１．６４４スペイン９

２．３４４ジブチ１０１．５８７フランス１０

２．１５２モルドバ１１１．４０６ルクセンブルク１１

１．８５７ハイチ１２１．３７７ポルトガル１２

１．７０５ニカラグア１３１．２２９ジブチ１３
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　また、中米・カリブ海はハリケーンの頻発地帯であり、セントビンセン

トおよびグレナディーン諸島（８．１８２で１位、８．３３３で１位）、セントルシア

（３．５５で３位、０．７５２で５位）、バハマ（０で１０６位、０．５４３で９位）などが上

位となっている（２１）。

３．二酸化炭素（CO２）排出

　さらに、温室効果ガスの中心である CO２ の排出量についてみていこう。最

新のデータである２０１２年のエネルギー起源の CO２ 排出は世界全体で３１７億ト

ンで、１９９０年の１．５倍となっている。国別にみると、中国は排出割合を２倍

以上とし、アメリカを抜いて１位となっている。この期間の排出の増加の半

分以上は中国によるものである。インド、ブラジルなどその他の新興国の

割合も高まっている。その結果、上位２０か国の割合は４分の３から５分の

４に近づきつつある。特に、中国とアメリカは合わせて４０％を上回ってい

る。その結果、両国、ないしは、そのいずれかの含まれない合意は十分に

実効性のあるものとはならず、両国が反対する内容を議定書や締約国会議

（Conference of Parties, COP、以下、「COP」と記述）決定に含めることは

困難である。すなわち、米中は、各々、気候変動に関し、実質上の拒否権を

有していると考えられる。一方、両国の合意は国際社会全体の合意の基礎と

１．５９７タジキスタン１５１．１３０フィリピン１５

１．５４１サモア１６０．９０８ネパール１６

１．４９４フィジー１７０．９０１アフガニスタン１７

１．４６７セントビンセントおよ
びグレナディーン諸島

１８０．８４１ベリーズ１８

１．３５８トンガ１９０．８２３ベルギー１９

１．２９９カンボジア２００．８２１セントルシア２０

（出所）Germanwatch (S.Kreft, D.Eckstein, L.Junghans and U.Hagen), Global Climate Risk 

Index 2015: Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related 

Loss Events in 2013 and 1994 to 2013, 2015, pp.24-27, Table 7: Climate Risk Index 

for 1994-2013 に基づいて筆者が作成。
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なる。これらは既に２００９年のコペンハーゲン気候変動会議（デンマーク、以

下、「コペンハーゲン会議」と記述）に明確に表れている。

表４　エネルギー起源の CO２ 排出割合

２０１２年（世界３１７億トン）１９９０年（世界２１０億トン）順位

２６．０%中国２３．２%アメリカ１

１６．０%アメリカ１０．９%中国２

 ６．２%インド１０．４%ロシア３

 ５．２%ロシア ５．１%日本４

 ３．９%日本 ４．５%ドイツ５

 ２．４%ドイツ ２．８%インド６

 １．９%韓国 ２．６%イギリス７

１．７%カナダ ２．０%カナダ８

１．７%イラン １．９%イタリア９

１．４%サウジアラビア １．７%フランス１０

１．４%イギリス １．６%ポーランド１１

１．４%ブラジル １．３%メキシコ１２

１．４%メキシコ １．２%南アフリカ１３

１．４%インドネシア １．２%オーストラリア１４

１．２%オーストラリア １．１%韓国１５

１．２%南アフリカ １．０%スペイン１６

１．２%イタリア ０．９%ブラジル１７

１．１%フランス ０．９%イラン１８

１．０%トルコ ０．８%ルーマニア１９

０．９%ポーランド ０．８%サウジアラビア２０

２１．４%その他２４．１%その他

（出所）IEA, CO２ Emmissions from Fuel Combustion: Highlights 2014 Edition, 2014, pp.84-
86, CO２ emmissions/population に基づいて筆者が作成。

Title:研究シリーズ03鈴木亨尚先生 Page:81  Date: 2016/03/11 Fri 10:01:24 



82

　アメリカと中国は、リマ会議の直前の２０１４年１１月１２日、温室効果ガスの排

出削減目標に関し、合同で発表した。したがって、これは実質的には合意に

基づくものと考えることができる。ここで、アメリカは２０２５年までに温室効

果ガスの排出量を２００５年比で２６～２８％削減すると、中国は２０３０年頃までので

きる限り早期に CO２ の排出量をピークアウトすると発表した（２２）。アメリカ

と中国は、各々の国が達成可能で、２�目標から大きくはずれない水準を約

束することにより、リマ会議の相場を作り出した。それは、先進国と新興国

の妥協を演出することにより、同会議を決裂させないというポジティブな

メッセージを発したが、AOSIS が求めるような高いレベルでの決定はもた

らさないというネガティブなメッセージをも発したのである。

　中国が CO２ 排出総量の抑制やピークアウトにコミトットするのは初めて

であり、この点は評価できる。一方、このような政策転換により、中国が懸

念するのは発展途上国のリーダーとしての立場が揺らぐこと、特に、中国を

含む新興国、産油国、南米の反米諸国から構成される交渉グループである 

LMDC（Like Minded Developing Countries）諸国が反発することであった

と思われる。そこで、中国は、それがリマ会議・パリ会議の成功に貢献する

という意味を付与することにより、このような反感を抑え込もうとし、実際、

それに成功したと思われる（２３）。

表５　主要国の１人当たりのエネルギー起源の CO２ 排出量

２０１２年（世界平均４.５１トン）１９９０年（世界平均３.９８トン）

１６．７０トンオーストラリア１９．４６トンアメリカ

１６．２２トンサウジアラビア１５．４６トンカナダ

１６．１５トンアメリカ１５．１７トンオーストラリア

１５．３０トンカナダ１４．６９トンロシア

１１．８６トン韓国１１．９７トンドイツ

１１．５６トンロシア９．６０トンイギリス

 ９．５９トン日本９．３２トンサウジアラビア
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　２０１２年の１人当たりのエネルギー起源の CO２ 排出量の世界平均は４．５１ト

ンであり、１９９０年比で１３％増となっている。国別にみると、アメリカなどの

先進国が引き続き多く排出しているが、新興国も排出量を大幅に増加させて

いる。特に、中国は、１９９０年比で３倍となり、世界平均を大きく上回る。一

方、ブラジルとインドは、増加したとはいえ、現在でも２トン前後であり、

このような相違が新興国間の対立を生じさせる可能性がある。

　主に温室効果ガスないし CO２ の国別排出量の多さから、新興国は国際社

会から発展途上国全般とは異なる負担をしばしば求められている。これに対

し、ブラジルなどの新興国は累積排出量での比較を求めている。しかし、

CO２ の累積排出量（１８５０～２０１０年）の比較で、ブラジルは２２位（１０７億トン）

 ９．２２トンドイツ９．００トンポーランド

７．６２トンポーランド８．５５トン日本

 ７．２０トン南アフリカ７．２２トンルーマニア

７．１８トンイギリス７．２１トン南アフリカ

６．９６トンイラン７．０１トンイタリア

６．１５トンイタリア ６．０７トンフランス

６．０８トン中国 ５．３５トン韓国

５．７７トンスペイン ５．２６トンスペイン

５．１０トンフランス ３．２６トンイラン

４．０４トントルコ３．２６トンメキシコ

３．９３トンルーマニア ２．３０トントルコ

３．７２トンメキシコ ２．００トン中国

２．２２トンブラジル １．２９トンブラジル

１．７６トンインドネシア ０．７９トンインドネシア

１．５８トンインド ０．６７トンインド

（出所）IEA, CO２ Emmissions from Fuel Combustion: Highlights 2014 Edition, 2014, pp.84-
86, CO２ emmissions/population に基づいて筆者が作成。
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だが、中国はアメリカに次いで２位となり、インドも８位となっている。さ

らに、これに対して、中国は１人当たり累積排出量での比較を求めているが、

この概念に科学的合理性があるようには思われない（２４）。

第２節　国際交渉と排出ギャップ

１．交渉の概略

　１９９２年に採択された気候変動枠組条約は、その第２条で、「気候系に対し

て危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果

ガスの濃度を安定化させることを究極的な目的とする」と、第３条で、「締

約国は、平衡の原則に基づき、かつ、それぞれが共通に有しているが差異の

ある責任及び各国の能力に従い、人類の現在及び将来の世代のために気候系

を保護すべきである」と規定している。そして、先進国を条約付属書Ⅰ国、

発展途上国を条約付属書非Ⅰ国とする二元論をとっている。１９９７年に採択さ

表６　CO２ の累積排出量（１８５０～２０１０年）（単位：億トン）

累積排出量国順位（２００５年比）累積排出量国順位（２００５年比）

２４５ポーランド１１（―）３，５８７アメリカ１（―）

２０６イタリア１２（―）１，３６３中国２（１up）

１６８南アフリカ１３（―）１，２２５ドイツ３（１down）

１５２メキシコ１４（―）１，０２５ロシア４（―）

１４８オーストラリア１５（―）７１２イギリス５（―）

１２０韓国１６（４up）５３３日本６（―）

１１９スペイン１７（１up）３９９フランス７（―）

１１４チェコ１８（２down）３８９インド８（―）

１１４イラン１９（３up）２７０カナダ９（―）

１１２カザフスタン２０（１down）２４５ウクライナ１０（―）

（出所）World Bank, World Development Report 2010: Development and Climate Change 

(Washington, D.C.: World Bank, 2010), p.362, Table A1 Energy-related emissions 

and carbon intensity; http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?pa

ge=1; http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT（ともに２０１５年５
月１９日にダウンロード）に基づいて筆者が作成。
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れた京都議定書も同様で、先進国だけが温室効果ガスの削減・抑制義務を

負っている。

　一方、近年の排出の多くが発展途上国、特に、新興国によってなされてい

るのは既にみたとおりである。気候変動枠組条約を改正し、新興国に先進国

と同一の、ないしは、これに準じた義務を負わせることが合理的であるよう

に思われる。しかし、同条約第１５条３項は、改正をコンセンサス方式とし、

これがかなわない場合には、COP に出席し、かつ、投票する締約国の４分の

３の多数での議決を要件としている。加盟国の多数である発展途上国が自ら

に不利益をもたらす改正を受け入れることはなく、改正はほぼ不可能である。

パリ会議でようやく終わろうとしている「ポスト京都」の議論は条約をその

ままにしながら、拡大しつつある排出ギャップを埋めるという困難な作業と

なっている。

　このような作業の１つの結実点がコペンハーゲン会議である。ここでは、

先進国と発展途上国、先進国（アメリカ、欧州連合［EuropeanUnion,EU、

以下、「EU」と記述］など）と先進国　（日本、ロシアなど）の対立の末、コ

ペンハーゲン合意は採択されず、COP が留意するに留まった。この時、国際

社会が学んだのは、第１に、新興国を含む発展途上国に先進国と同じ削減義

務を負わせることは困難であり、第２に、アメリカと中国に実質的な拒否権

があるということである（２５）。

　カンクン気候変動会議（メキシコ、２０１０年）では、２０１３年以降、すべての

国が、法的拘束力のある議定書ではなく、法的拘束力のない COP 決定に基

づいて排出削減を進めることが決定された（ただし、EU など先進国の一部

は京都議定書の下で法的拘束力のある義務を負った）。先進国は、数値化さ

れた排出削減目標を提出した上で、温室効果ガス・インベントリー（目録）

とインベントリー・レポートを毎年及び排出削減の進展に関するレポートを

隔年で提出しなければならず、これらは国際的な評価を受ける。一方、発展

途上国は、２０２０年の「成り行き排出量」からの削減を目的として、持続可

能な開発という文脈で、「その国に適切な緩和行動（nationally appropriate 
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mitigation actions, NAMA）」をとることになり、国際的に支援された緩和行

動は国内で「測定、報告、検証」され、また、国際的な「測定、報告、検証」

の対象となる（２６）。

　ダーバン気候変動会議（南アフリカ、２０１１年）では「すべての国に適用さ

れる、条約の下での議定書、それ以外の法的文書、あるいは、法的効力を有

する合意された成果を作成するプロセスを開始」し、そのために、ADP を

設置し、この文書を２０１５年のパリ会議で採択するために、遅くとも同年中に

その作業を完了し、２０２０年に発効させることを決定した（２７）。議長国南アフ

リカ案の法的性格に関する表現は「法的枠組み（legal framework）」であっ

たが、AOSIS や EU が表現を強めることを要求、第２次案では「議定書、あ

るいは、それ以外の法的文書（a protocol or another legal instrument）」となっ

た。しかし、これに対し、インドがより幅広い可能性を確保すべきと主張し、

「法的成果（legal outcome）」が追加され、さらに、EU が表現が曖昧すぎる

と主張し、インドと対立、最終的には各国交渉官の交渉の結果、上記の表現

となった（２８）。

　ドーハ気候変動会議（カタール、２０１２年）は、２０１４年のリマ会議で、新し

い国際的枠組みの交渉テキスト案の「要素」について検討し、２０１５年５月ま

でに ADP が交渉テキスト案を準備することを決定した。

　ワルシャワ会議は、第１に、すべての締約国が「事前協議型国別目標案

（intended nationally determined contributions, INDC）」と情報を２０１５年のパ

リ会議に十分先駆けて（可能な国は２０１５年３月末までに）条約事務局に提出

することを、第２に、２０１４年のリマ会議で、情報を確定することを決定した。

　このように、２００９年以降、気候変動交渉とその成果は「あいまいさ」と

「柔らかな制度」という特徴を持つようになった。「あいまいさ」に関しては、

先進国と発展途上国の二元論との解釈も、先進国と発展途上国の区別をなく

した一元論との解釈も可能な多くの COP 決定がなされている（２９）。次に、

「緩やかな制度」であるが、「堅い制度」を望まないアメリカ及び中国など

新興国の影響を受けて、気候変動という領域は「緩やかな制度」の下に置か
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れた。「堅い制度」が明示的な権利義務関係や罰則規定の存在を前提とした、

気候変動枠組条約や京都議定書といった条約のような合意や取り決め、その

協力体制であるのに対し、「緩やかな制度」は関連する諸アクターが実行す

る自発的な協力、その過程で作り上げられる法的拘束力のない了解、合意、

宣言である（３０）。「緩やかな制度」は３つの特徴を持つ。第１に、各国は、「固

い制度」の下よりも、より高い行動の自由を持つ。それは、EU にみられる

ような高次の目標の設定をなし得る一方で、日米のように、国力などに比べ

て、極端に低い削減策の提示をもなし得る。第２に、繰り返しの交渉が必要

となり、交渉が高コストになる。第３に、これまで以上にアイデアや規範が

重視され、大国ではない国が交渉で重要な役割を果たし得る。２０２０年以降の

新たな枠組みがどのような法的枠組みになるかは現時点ではわからないが、

京都議定書に比べてより緩やかな制度になるのは間違いない。

２．排出ギャップ

　まず、国連環境計画（UNEP、以下、「UNEP」と記述）の『排出ギャップ

・レポート　２０１３年』は、２０２０年前後の温室効果ガスのピークアウトや２１世

紀後半のエネルギー・産業部門の CO２ のネガティブ・エミッション（マイナ

ス・レベル）などにより、１トン当たり５０～１００米ドルを下回る費用で、２０２０

年の排出量を約１７ギガトン（中位レベル、１４～２０ギガトンの範囲）削減可能

であり、したがって、２�目標だけでなく、１．５�目標も技術的には達成可

能であるとしている。レポートはその方法として表７の８つを示している（３１）。

すなわち、排出ギャップに関して最も権威のある同レポートは、排出ギャッ

プの縮小の中心として、エネルギーの効率化や再生可能エネルギーを考えて

いる。

　次に、『排出ギャップ・レポート　２０１４年』は、第１に、２０１２年の排出は

１９９０年比で４５％以上増加し、約５４GtCO２ 換算であり、追加の対策がとられな

い成り行き排出量は２０２０年で約５９GtCO２ 換算、２０３０年で約６８GtCO２ 換算、

２０５０年で約８７GtCO２ 換算となり、少なくとも、２０５０年まで増加し続けると予
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測している（３２）。

　第２に、表８に示したように、６６％以上の確率での２�未満への抑制のた

めに必要とされる温室効果ガスのレベルは、２０２５年に４７GtCO２ 換算、２０３０年

に４２GtCO２ 換算、２０５０年に２２GtCO２ 換算であり、各々、２０１０年比で、２～

１８％、１０～３９％、４９～６３％削減する必要があるとしている（３３）。

　第３に、２�未満への抑制のためには、CO２ の排出ゼロを２０５５年から２０７０

年までのいずれかの時点で、温室効果ガス全体の排出ゼロを２０８０年から２１００

表７　排出ギャップの縮小

縮小の幅項目

１～２ギガトン緩和行動の計算ルールの厳格化（厳格でない土地利用クレジットと
余剰排出削減の使用の最小化、オフセットの二重計算の回避）

２～３ギガトンコンディショナルでない約束からコンディショナルな約束への移行

１．８ギガトン現在の約束の範囲の拡大

２ギガトンエネルギーの効率化

０．４～２ギガトン化石燃料への補助金に対する改革

０．６～１．１ギガトンメタンなどの削減

１～３ギガトン再生可能エネルギー

１．１～４．３ギガトン農業部門の削減

（出所）UNEP, The Emissions Gap Report 2013: A UNEP Synthesis Report, 2013, xvi-xvii 
に基づいて筆者が作成。

表８　気温上昇を６６％以上の確率で２�未満に抑制する温室効果ガスのレベ

ル

２０１０年比中位（範囲）１９９０年比中位（範囲）中位（範囲）年

－４%（－２～－１８%）＋２７%（＋８～＋３０%）４７（４０～４８）GtCO２ 換算２０２５

－１４%（－１０%～－３９%）＋１４%（－１９%～＋１９%）４２（３０～４４）GtCO２ 換算２０３０

－５５%（－４９%～－６３%）－４０%（－３２～－５１%）２２（１８～２５）GtCO２ 換算２０５０

（出所）UNEP, The Emissions Gap Report 2014: A UNEP Synthesis Report, 2014, xvi に基
づいて筆者が作成。
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年までのいずれかの時点で、達成する必要があると述べている（３４）。

　第４に、２０２０年の排出ギャップは８～１０GtCO２ 換算である。Ｇ２０について

検討すると、ブラジル、中国、EU （２８か国）、インド、ロシアはプレッジを

ほぼ達成し、オーストラリア、カナダ、メキシコ、アメリカはさらなる行動

が必要である。その他の１１か国は多くの不確実性のために判断できないか、

プレッジがなされていない。このようなことから、同レポートは、２０２０年の

実際の排出を５４．５GtCO２ 換算と予測している（３５）。

　第５に、２０３０年の排出ギャップは１４～１７GtCO２ 換算である。これは、２�

目標に対応する２０３０年の排出レベルである４２GtCO２ 換算と、２０２０年のプレッ

ジから推定された２０３０年の予測される排出レベルである５６～５９GtCO２ 換算

の差である（３６）。

　第６に、同レポートは、エネルギーの効率化が排出削減を促進する点に注

目した。２００２年から２０１２年までにエネルギー強度は年率で平均１．６％改善し

ている。また、２００１年から２０１１年までの OECD １８か国のエネルギーの効率

化は１７．３１億トン（原油換算）の節約となり、それは２０１１年の EU の全エネ

ルギー需要よりも多かった。２０１５年から２０３０年のエネルギー効率の改善は

ベースライン・シナリオと比較して２２～２４GtCO２ 換算を排出なしに済まし得

る（ないしは、２０３０年に２．５～３．３GtCO２ 換算の節約）（３７）。ここでも、UNEP 

は、排出ギャップを削減する上で、エネルギーの効率化が重要であると指摘

しているのである。

第３節　小島嶼国連合（AOSIS）の提案

　２０１３年５月の ADP 第２回会合第１セッション（ADP ２－１、以下、それ以

降のセッションも同様に記述）以降、ADP の下に、ワークストリーム１と

ワークストリーム２が設置された。AOSIS は、排出ギャップ縮小のため、

２０１３年９月１日付で、ADP にワークストリーム２に関する意見書を提出し

た。AOSIS は、政治的で、一方的に他国を非難することをやめて、より技術
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的で、より相互作用的なプロセスをこれまでも提案してきたと述べた上で、

緩和の高い潜在能力があると諸締約国が同意している再生可能エネルギーと

エネルギー効率に焦点を絞ることを提案している。そして、この過程は締約

国に新しい約束を押し付けることを意図しているわけではなく、関心のある

締約国が自国の状況や開発の優先順位を考慮に入れた緩和措置を追求できる

ように計画されていると述べている。

　そして、AOSIS は次のようなスケジュールを提案した。

（１）締約国とオブザーバーが２０１３年９月１日までに提出した意見書に基づい

て、事務局は１０月３０日までにテクニカル・ペーパーを作成。

（２）ワルシャワ会議で、専門家によるワークショップを開催し、各国が成功

例を紹介。

（３）締約国が非公式協議。

（４）閣僚による「緩和のための野心閣僚級会合（Mitigation Ambition 

Ministerial）」を開催。

（５）締約国は２０１４年の作業計画に合意。

（６）２０１４年のできる限り早期に、最初の専門家会議を開催。

（７）それから５～６か月以内に、各国が最初の「緩和のための行動計画

（Mitigation Action Plan)」案を発表。

（８）それらに対し、利害関係者がコメント。

（９）２０１４年の国連事務総長主催の「気候変動サミット（Climate Change 

Summit）」よりも前に、最終的な「緩和のための行動計画」を発表。

（１０）各国は可能な限り早期にこれを実施。

（１１）２０１４年のリマ会議で、前進のために決定（３８）。

　ワルシャワ会議は、２０１４年から緩和の高い可能性を持つ行動のための技術

的検討を強化し、情報の交換や任意の協力を促進するという観点で、温室効

果ガスの緩和や気候変動の負の影響への適応を特定・実施するために、地方

自治体などの経験の締約国による共有の促進により、緩和の野心を強化する

作業計画の下での活動の加速を決定した。これは、特に削減ポテンシャルの
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大きい省エネルギーと再生可能エネルギーの普及に焦点をあてて、先進国及

び発展途上国の取り組みを資金供与、技術移転、専門家の協力などで国際的

に支援するというスキームを設置するという AOSIS の提案に対し、LMDC 

が、先進国の目標引き上げこそが重要だと主張した結果である（３９）。なお、

２０１４年の状況は次節で取り扱う。

第４節　リマ気候変動会議

１．気候行動のためのリマ声明

　２０１５年のパリ会議での新しい国際的枠組みの合意に向けて、２０１４年１２月１

日にペルーの首都リマで始まったリマ会議では、（１）新しい国際枠組みの

中での国別目標案のあり方、（２）新しい国際枠組みの交渉テキスト案の「要

素」、（３）２０２０年までの野心の引き上げ、（４）資金協力、が主要な論点と

なった。特に、１つ目の論点はこの会議で結論を出さなければならず、重視

された（４０）。

　２日間の延長の末に１２月１４日に採択された「気候行動のためのリマ声明

（Lima Call for Climate Action）、以下、『リマ声明』と記述」の概要は以下

のとおりである。

（１）締約国会議は、２０１５年に、「異なる国情に照らして（in light of different 

national circumstances）」、共通に有しているが差異のある責任及び各国

の能力の原則を反映した野心的な合意に達するというそのコミットメン

トを強調する（パラグラフ３）（４１）。

（２）締約国会議は、先進締約国が発展途上締約国、特に、気候変動の負の影

響に対して特に脆弱な締約国の野心的な緩和と適応行動に対して、強化

された資金支援を提供・動員することを促し、その他の締約国による補

足的な支援を推奨する（パラグラフ４）（４２）。

（３）締約国会議は、交渉テキスト案の要素を精緻化する上で、添付文書に含

まれているような、リマでなされた進展を認識する（パラグラフ５）（４３）。
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（４）締約国会議は、２０１５年５月までに、すべての国に適用される、条約の下

での議定書、それ以外の法的文書、あるいは、法的効力を有する合意さ

れた成果のための交渉テキスト案を作成するという観点で、「強化され

た行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会（ADP）」が

その作業を強化することを決定する（パラグラフ６）（４４）。

（５）締約国会議は、後発発展途上国（LDC、以下、「LDC」と記述）及び小

島嶼発展途上国が国別目標案の代わりにそれらの特殊な環境を反映した

温室効果ガスの低排出化のための戦略、計画、行動に関する情報を提出

できることに合意する（パラグラフ１１）（４５）。

（６）締約国会議は、全締約国に対して、適応計画の取り組みの提出ないし

国別目標案に適応の要素を含めることの検討を招請する（パラグラフ

１２）（４６）。

（７）締約国会議は、全締約国に対して、国別目標案の明確さ、透明性、理解

を促進する方法で、第２１回締約国会議に十分先駆けて、可能な国は２０１５

年の第１四半期までに、国別目標案を提出するという招請を繰り返す

（パラグラフ１３）（４７）。

（８）締約国会議は、明確さ、透明性、理解を促進するために、国別目標案を

提出する締約国によって提供される情報は、適宜、特に、（適宜、基準

年を含む）参照値、時間的枠組みあるいは約束期間、対象範囲と対象ガ

ス、計画プロセス、人為的温室効果ガス排出の推計や算定を含む前提や

方法的アプローチ、適宜、吸収源に関する定量的情報、締約国が、その

国情に照らして、その国別目標案がいかに衡平で野心的であると考えて

いるかやそれが気候変動枠組条約第２条に規定される条約の目標達成に

向けてどのように貢献するのかを含み得ることに合意する（パラグラフ

１４）（４８）。

（９）締約国会議は、２０１５年１０月１日までに締約国によって提出された国別目

標案の集計的効果に関する統合報告書を２０１５年１１月１日までに準備する

よう条約事務局に要請する（パラグラフ１６（b））（４９）。
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（１０）締約国会議は、条約事務局に一連の「技術専門家会合（technical expert 

meeting, TEMs、以下、「TEMs」と記述）」の組織化を招請する…こと

により、２０１５年から２０２０年までの期間の適応、健康、持続可能な開発の

共通利益の機会を含む高い潜在可能性を持つ緩和の機会に関する専門家

による検討を続けることを決定する（パラグラフ１９（a））（５０）。

（１１）締約国会議は、２０１４年１２月１１日に締約国会議議長が主催した「リマ気候

行動ハイ・レベル会合（Lima Climate Action High-Level Meeting）」を

歓迎し、毎年、気候行動の実施を強化するためのハイ・レベル会合を開

催するよう締約国会議の議長と事務局長に推奨する（パラグラフ２１）（５１）。

２．検討

（１）新しい国際枠組みの中での国別目標案のあり方

　次に、主要な４つの論点について、順次、検討を加えていこう。

　第１に、国別目標案に対する先進国と発展途上国の基本的な考えをみてい

く。「国別目標案（intended nationally determined contributions, INDC）」を

日本政府は「約束草案」と訳している。これは先進国が「約束（commit-

ments）」の使用を求めていた名残りである。中国やインドがこれに反対し、

「貢献（contributions）」が使用されることになった。“intended”は「意図

した」という意味で、「各国が任意に決定した（nationally determined）」目

標を事前協議するということを意味していた。発展途上国はリマ会議でこれ

に反対し、事前協議は、一切、なされないことになった。つまり、発展途上

国、特に、新興国は、国際社会に干渉された下で決定された約束は受け入れ

られないが、各国が任意に決定した貢献は行う用意があるのである（５２）。

　第２に、事前協議については、先進国、AOSIS、アフリカ・グループなど

多くの発展途上国は賛成、LMDC は反対した。先進国は、事前協議は目標を

明確にするためのプロセスであり、たとえば、目標が GDP 当たりの排出量

削減の場合、GDP の成長率をどのように見込んでいるのかを知る必要があ

るという。AOSIS やアフリカ・グループは２�目標に照らして全体として
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削減量が足りるか、各国の努力が平衡なのかなどを検討する必要があると述

べた。一方、中国など新興国は、事前協議は必要ないと主張した（５３）。

　第３に、範囲について、先進国及び AOSIS や AILAC（Independent 

Association of Latin America and the Caribbean）など発展途上国の一部は、

緩和策に限定、ないしは、緩和策を中心とし、透明性や比較可能性を確保す

るために、定量的情報の提出を義務化することを主張した。一方、LMDC 

やアフリカ・グループなどの発展途上国は、先進国と発展途上国の差異化を

求め、先進国には緩和策、適応策、実施手段（資金、技術協力など）の提出

を義務とし、発展途上国には任意とすべきと主張した（５４）。リマ声明には、国

別目標案を提出するか否かも、提出する範囲も、任意と解釈できるように書

かれている。

　第４に、目標年について、アメリカと AOSIS は２０２５年、日本、EU、中国

は２０３０年が望ましいとした。妥協案として、２０２５年を目標年とし、２０３０年を

参照年として示すとか、２０３０年を目標年とし、２０２５年に改定するなどの案が

示されている（５５）。

（２）新しい国際枠組みの交渉テキスト案の「要素」

　第１に、パリ会議で中核となる文書（以下、「中核文書」と記述）が議定

書なのか、それ以外の法的文書なのか、法的効力を有する合意された成果な

のかに関する具体的な検討はなかった。

　第２に、中核文書に何を含めるかに関して、先進国は緩和と適応の基本的

な考えだけを中核文書に盛り込み、それらの運用細則や実施手段（資金支援、

技術移転、能力開発）は COP 決定あるいはその付属書に規定すべきと主張

したのに対し、発展途上国はこれらすべてを中核文書に盛り込むべきと主張、

さらに、「損失と被害（loss and damage）」を適応とは別の中核文書の１要素

に位置付けることを求めた（５６）。

　第３に、長期目標について、「２０５０年までに温室効果ガス排出をネット

で（森林等からの吸収と差し引きして）ゼロにする」という案に AOSIS、

AILAC、ノルウェーなどが支持を表明し、先進国などが「２０５０年までに温室
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効果ガスを４～７割削減する」という案を支持し、対立、リマ声明に長期目

標を示すことはできなかった（５７）。

　第４に、適応に関して、アフリカ・グループや AILAC が世界全体での目

標を設定すべきと主張した。これに対し、先進国は適応に関して数値化した

目標を設定するのは難しいと主張した（５８）。

　第５に、２０１４年１０月の ADP ２－６（ボン［ドイツ］）で、ブラジルが提案し

た「同心円的差異化」という概念が今後重要になってくるかもしれない。ブ

ラジルはこれを「同心円の中心に絶対削減目標を掲げる締約国（先進国）が

位置し、円の中心から離れた位置には相対的に厳しさを軽減した削減目標を

掲げる締約国（発展途上国）が位置する。時がたつにつれて、徐々にそれぞ

れが円の中心へと集まってくる」と説明している。この動的なイメージを持

つアイデアに南アフリカ、アメリカ、パラオなど多くの国が関心を持った（５９）。

（３）２０２０年までの野心の引き上げ

　２０１４年１０月の準備会合まで、このテーマは２０２０年以降のテーマとは別の決

定文書に入る予定であった。リマ声明に一本化されたのは発展途上国の不満

を和らげるためである。発展途上国は、２０２０年までの先進国の努力不足のツ

ケが、２０２０年以降、発展途上国に回されるという不満を持っていた（６０）。

　また、ワークストリーム２では、TEMs において、自由な雰囲気で、交渉

官の間で活発な議論が行われていると評価されているものの、具体的な成果

は出ていない。AOSIS は、これは、先進国と発展途上国がともに積極的では

ないからだと考えている。先進国はこれが新たな資金供給につながることを

嫌い、新興国は、これは先進国の責任であるとの原則論を展開している（６１）。

（４）資金協力

　「緑の気候基金（GCF）」の設立と２０２０年までの先進国全体で官民合わせ

て年間１，０００億ドルの動員（長期動員）の２つが重要な課題であった。

　緑の気候基金は２０１０年のカンクン合意で設立が決定された。リマ会議終了

までに表明された初期動員は２８か国で約１０２億ドルに達した。この中には、

モンゴル、メキシコ、韓国、パナマ、ペルー、インドネシア、コロンビアと
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いった付属書非Ⅰ国も含まれている（６２）。このうち、メキシコと韓国は OECD 

加盟国であり、ペルーとコロンビアは発展途上国の中で先進国に最も協調的

な AILAC の加盟国である。

　長期動員もカンクン合意で決定されたが、数年の議論を経ても、具体化し

ていない。リマ声明では、「２０１６～２０年の間の気候資金拡大のための戦略や

方法に関する隔年報告書の更新を、先進国に対して要求する」と記述されて

いる。

　ここでは、先進国が緑の気候基金への動員額を歓迎する記載を要求したの

に対し、発展途上国が２０２０年に１，０００億ドルに到達する道筋を先進国が明確

に示すことを要求し、結果的に、緑の気候基金の動員成果を歓迎するととも

に、長期動員の今後の一層の動員を要請する文書となった（６３）。

おわりに

　２０１２年の COP １８決定「ドーハ気候ゲートウェイ」に基づいて、ADP は

２０１５年５月までに交渉テキストを準備するよう要請されていた。これは、議

定書案は遅くとも採択の６か月前までに締約国に通報されなければならない

との気候変動枠組条約第１７条の規定から来ている。実際、ADP は、５月ま

での最後の会合である、２０１５年２月の ADP ２－８（ジュネーブ［スイス］）で

交渉テキストを準備した（６４）。

　ADP ２－８ では、LDC が「気候変動移住調整ファシリティ（Climate Change 

Displacement Coordination Facility）」の設置を２０１５年合意に含めることを

提案した。これは、気候変動の結果として、移住を強制される人々の組織的

な移住を図るものである。これは、先進国を中心に反対が強く、近い将来の

政策化は望めない。しかし、本稿でこれまで示してきた AOSIS 諸国の現状

に照らせば、今後必要とされる政策だと思われる（６５）。

　ADP ２－９（ボン）では、「技術的検討プロセス」に関して、先進国と発展途

上国が対立した。ワークストリーム２で、先進国は、その対象を緩和、適応、
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健康、持続可能な開発の共通利益に限定して、TEMs を推進すべきと主張し

たが、発展途上国は、実施手段なども加えることを主張した。また、発展途

上国は２０２０年までの実施状況を評価する「実施促進プロセス」の設置を主張

した（６６）。

　２０１５年７月に４６か国が参加してパリで行われた非公式閣僚級会合は、各国

が提出した国別目標案を５年ごとに「点検」することでおおむね一致した（６７）。

さらに、２０１５年８～９月にボンで行われた ADP ２－１０ では当初難色を示して

いた中国も「点検」に関する議論に加わり、パリでの合意の可能性はより高

まった。だが、発展途上国は適応策や資金を含めたすべての要素を「点検」

するよう求めており、合意に至ったわけではない（６８）。

　ADP ２－１０ に、AOSIS は、２０１５年８月３日付けで、意見書を提出し、２０１５

年合意に以下の４点を含めるよう求めている。第１に、緩和に関し、温暖化

を１．５�以内とするための経路が示されることである。AOSIS は、サイクロ

ン「パム」などを例として、１�未満の気温上昇でも、多くの異常気象が起

きており、大胆で極めて早急な対応が必要であり、合意は法的拘束、数量化

された緩和へのコミットメント、コミットメント・サイクルを伴う必要があ

るとしている（６９）。第２に、金融に関し、我々が気候変動の最悪の影響を回避

する野心のレベルを実現するため、先進国は、２０２０年まで、毎年、１，０００億

ドルを、２０２０年以降、毎年、１，０００億ドルを超える額を供与しなければなら

ない（７０）。第３に、「損失と被害」に関し、これを取り扱う国際メカニズムは、

適応策とは別に、それと切り離された２０１５年合意の中心的な要素でなければ

ならない（７１）。第４に、２０１５年合意は、ワークストリム２の下の任意の多国間

・多アクター間の協力を拡張しようとする進行中の取り組みを強化する決定

を含むべきである。特に、技術的検討を実施に転換するような技術レベルと

政治レベルの結び付きの改善がなされるべきである（７２）。

　パリ会議前の課題として、「国別目標案」の提出がある。２０１５年９月３０日

時点で、EU ２８か国を含む１３４か国が提出済みである。この中には、主だった

先進国と中国が含まれるが、これら諸国の排出量は全体の約８割に留まる（７３）。
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中国以外の LMDC 諸国のほとんどは未提出である。未提出の国の中で特に

注目されるのはインドなどの新興国で、提出するか否か、提出する場合、

ピークアウト時を明示するなど積極的な姿勢を示すかが問われる。一方、既

に目標を提出している国の中では、アメリカや日本（２０１３年比で２０３０年まで

に２６％削減［１９９０年比１８％削減］）の目標はその責任や能力に比べて極端に

低い。現行の制度は任意の目標となっているので、このような「さぼり」が

生じる。しかも、当初は、客観的に想定される責任や能力との差が非常に大

きいケースが起き得る。しかし、国際社会は緩やかではあるが、規範に拘束

されている。国別目標案の実施状況の報告・レビューのプロセスなどにより、

このような差は中長期的には縮小すると期待される。

　パリ会議に向けての課題は上記の「点検」である。その際のモデルは ADP 

である。現行のワークストリーム１の後継組織に２０２５年の「点検」を担わせ

るだけでなく、同２の後継組織に２０２５年までの強化を担わせるとよい。

AOSIS にとっては、特に、近い将来の強化が重要である。

　今後、２０１５年１０月に ADP ２－１１ がボンで開催され、同年１１月に、各国の削

減目標を足し合わせた効果に関する統合報告書を条約事務局が作成する。そ

して、同年１１～１２月、パリ会議が開催され、２０２０年以降の国際枠組みが決定

される予定である。AOSIS は、「我々は気候変動の影響を感じた最初の世代

であり、それについて何かをなし得る最後の世代である」と繰り返し述べて

いる。我々も同様に考えており、パリ会議で大きな成果が得られることを期

待している（７４）。

注

（１）World Meteorological Organization, Warming Trend Continues in 2014, 

2 February, 2015.

（２）International Energy Agency, Energy and Climate Change: World 

Energy Outlook Special Report, 2015, p.17; http://www.iges.or.jp/jp/clim

ate/climate_updata/201504_suzuki_kojima.html ２０１５年６月２日にダウ
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ンロード。

（３）『朝日新聞』２０１５年３月１６日；『朝日新聞』２０１５年３月３１日；『朝日新聞』

２０１５年５月１７日。

（４）http://aosis.org/about-aosis; http://aosis.org/about/members/  ともに

２０１５年５月１９日にダウンロード。
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モンゴル　資源開発と経済成長問題の
デカップリング的可能性
～経済理論的推論分析～

関上　　哲　

“Decoupling possibility of resources development

and economic growth problems.

─ Economic theory reasoning analysis─”

�������	�
�����　

�������	：デカップリング、デカップリング指標、資源の最適性

課題認識

　現在、アジア諸国では急速な経済成長を上回るスピードで資源消費量が急

増しつつ環境が破壊されている。特にモンゴル国は、その資源供給国として

熱い脚光を浴びている。将来、世界的に資源が逼迫するだろうという見通し

からすれば、たとえモンゴル国といえども楽観視できない側面を持っている。

この資源に対する潜在的需要状況を打開するには、経済的側面と資源問題あ

るいは資源消費と経済成長の問題を解決しない限り、資源制約および環境制

約はますます現実化することが予想される。①資源は化石燃料や鉱物資源と

いった「非再生資源の希少性の問題」や資源価格の大幅な上昇をもたらす。

②環境は、廃棄物処分場不足や気候変動問題等の環境負荷を意味し、環境容

量の不足に起因する環境希少性の問題を顕在化させる。
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　モンゴル国の資源問題と環境問題は、世界が直面している解決すべき問題

の縮図であり、今後途上諸国が経済発展を達成していくうえで目標とされる

べき事例が示されている。今日、この問題の解決にはデカップリング

（�������	
�：切り離し、連続しない）的視点が求められている。

　そこで、本論文はモンゴル国の資源問題と経済成長問題のデカップリング

の可能性を次の順序で検討したい。第１章　デカップリングの歴史、第２章

　デカップリング理論の到達点、第３章　デカップリング指標よりストック

概念に結び付く試論（森林資源理論分析）、第４章　森林資源分析とデカッ

プリング論試論（政策論的分析）、第５章　モンゴル国の観光資源分析、第

６章　結果と展望。

第１章　デカップリングの歴史

　デカップリングの歴史的経緯についは、農業、環境、金融、貿易の順序で

検討する。

１．農業　

　１－１．　アメリカ

　１９７３年　アメリカは農産物の不足から拡大策をとったが、１９９６年以後、過

剰生産を生み出す不足払いと生産対策の結び付きをなくし、該当作物の作付

けの有無にかかわらず定められた直接所得補償を行い、それを漸減するとい

う手段がとられた。農業法によって生産調整を廃止し、作付を完全に自由化

した。同時に農産物価格を通した不足払い制度による間接的農業所得補償制

を廃止し、生産とは「リンク」しない直接所得補償をデカップリングとして

実施した�１。

　１－２．��（��）対象　　

　１９６２年　���加盟国は各国で採られていた農業政策が保護主義的性格が強
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かったことから、共通市場の設立、生産の増強を図るために域内での調整が

必要であるとの考え方から共通農業政策����������	
����	����
���を導入

した。①農業者の所得保障のための「価格・所得政策」、②農業部門の構造

改革、農業環境施策等を実施するための「農村振興政策」であった。１９９２年

には、価格支持制度における支持価格の引き下げによる農業者の所得減少を

補填するため、農業者に対する直接支払いが導入された。　直接支払いは、

１９９２年当初は品目ごとに決められた支払い単価をもとに、作付面積等に応じ

て支払われていた（カップル支払い）が、２００３年����改革では、直接支払い

を生産と切り離し（デカップリング）、過去の支払い実績に基づいて支払い

額を決めるという、「品目によらない単一直接支払いになった」（実施は２００５

年から）。これが����でのデカップリングの用語が使用された経緯である。

　これらは����共通農業政策�����の条件不利地域対策として地域定住、過

剰生産、環境保全型農業などの役割がある。また、対象地域は����域内全農

地面積の過半数に及び、地域対策としてデカプリング施策が実施されてきて

いる。

　１－３．　日本

　１９９７年５月　農水省では「新しい食料・農業・農村政策検討本部」を設置

した。同年６月同政策に関する懇談会を組織し、１９９２年６月に「新しい食料

・農業・農村政策の方向」を策定した２。その中で、中山間地域については、

産業の振興、定住条件の整備、地域資源の維持管理が謳われた。これまでの

農業基本法に基づく考えに対して、それは「新政策」と称され、新たな農業

と国土、環境保全の視点が取り込まれ、食料、農業と並んで農村を農政の３

本柱とするものであったといわれる。最終的に、新法はその基本的な性格と

事業振興として成立することで落ち着いた。１９９３年３月に、「特定農山村地

域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律案」が第

１２６回通常国会に上程され、同年６月に同名の法律（平成５年法律第７２号「特

定農山村法」）が成立した。特定農山村とは３、地理的条件と農業の生産条件
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が悪く、かつ農林業が重要産業である地域とされ、各種の制度や法律が制定

された。この法案の審議過程で、当時の野党（社会党）から「中山間地域等

農業振興法案」という対案が示された。これは、中山間地域等の農業の継続

と農村の地域社会の維持のために、中山間地域等農業経営奨励交付金を作り、

市町村が同地域の営農者に交付する。一方、中山間地域等環境保全型農業奨

励交付金を作り、環境保全型農業を営む者に交付することを内容としていた

とされる４。これが、日本最初のデカップリング（農業補助金と生産の分離）

法案である。この法案は否決されたが、その必要性は十分に認識され、法の

成立に当たっては、直接所得補償については、国民的コンセンサス等も踏ま

え、引き続き検討するという付帯決議が、衆参両院で採択された５。その後、

日本で２０００年中山間地域等直接支払制度が実現する。「減反」に対する奨励

金政策等であった。後、棚田の景観保護のため農家の放棄土地に使用され

た６。

　次に環境的側面よりまとめる。

２．環境

　環境的側面からデカップリングを検討すると二つのものに代表される。

　２－１　���　Ⅰ　

　２００７年１１月　�����の����（国際資源パネル）の報告書でデカップリン

グⅠが検討された。天然資源利用・環境影響と経済成長との「切離し」とい

う用語を使用。グリーン経済への効果的な移行を目指した。２００２年に全世界

で実質����１単位を生産するために必要とされた物質投入は、１９８０年より

も約２５％少なかった。経済活動を資源消費及び環境影響とのデカップリング

ということのプロセスを加速させることが、重要とされた。デカップリング

として①資源デカップリング（経済活動１単位当たりの資源利用量を引き下

げること）。②影響デカップリング（経済産出量を維持しつつ、経済活動に

よる負の環境影響を減らすこと）。③資源又は影響の相対的デカップリング

（利用資源又は環境影響の増加率が経済成長率より低く、資源生産性が上昇
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していること）の３つが具体的に示された７。

　２－２　���　Ⅱ

　２０１４年７月　�����の����（国際資源パネル）の報告書で�������	
��Ⅱ

が検討された。技術、機会、政策の選択肢　が報告された。現在の消費パ

ターンは世界の非再生可能資源を急速に激減させていて、資源価格の急速な

上昇はコスト増加という潜在的に有害な傾向を警告している。デカップリン

グの定義より、具体的提言が課税や助成金削減を利用して、エネルギーや生

産性の向上に合わせて資源価格を引き上げることが提唱された。今日さらに

税収を増やす方向への転換が目指されている。具体的に労動税から資源利用

税への転換を支持しながら、環境に有害な助成金の段階的廃止が訴えられた。

この報告書は、資源価格が急速に上昇していることに注目する。２０００年以降、

金属は１７６％、ゴムは３５０％、エネルギーは２６０％の価格上昇。現在の消費パ

ターンは世界の非再生可能資源を急速に激減させ、資源価格の急速な上昇は

コスト増加を警告した。デカップリングを妨げるものとして、特に①エネル

ギー、②水利用への助成金、③時代後れの規制の枠組み、④技術の変更等を

具体的に示した点に特色がある。

　次に金融面を明らかにする８。

３．金融

　３－１　���

　２００７年　����は「世界経済見通し－グローバル経済の流出と繰り返し－貨

車・電車の非連結」９　を発表した。アメリカ経済は不景気の状況下にあり、

他方新興国は大躍進を続けていた。その結果、新興国の分析に当たりカップ

ルとしての市内経済状況と「切離し」分析する点を強調した。一つの経済現

象に対する非連動論のあり方である。アメリカ経済が減速しても，世界経済

の拡大が継続するとする説が登場し、デカップリングが認知された。世界経

済において欧州や新興国の存在感が増したことを根拠とする。
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　３－２　�����　

　２００７年～２０１３年　大和総研の小林俊介は金融面から世界経済の景気循環を

４つの局面からデカップリングを分析し、デカップリングは第２区分の２００７

～２００９年と第４区分の２０１３年～以上に表れたとしている。この場合の期間は

２００７～２０１３年までとしている。特に先進国経済が好調で新興国経済は不調と

いう一変デカップリング的現象が２０１３年見られたことに注目し、実はその際

は両者の金融面の強い「リンケージ」（リカップリング）により生じてきた

点を分析している１０。数年単位の金融構造的面がもたらす現象だとしている。

　最後に貿易面から検討する。

　

４．貿易

　４－１　����，���　

　１９９８　１９９９～２００３　�����農業大臣会合で農業の多面的機能についての

公式に政策方向を発表した。���内で域内農業への補助金が予算の半ばを占

めるようになり、アメリカの国内農業保護的農産物輸出との間で貿易紛争と

なった。その際、価格支持による補助金が批判の対象となり、市場価格に影

響を与えないデカップリングが認められた１１。

　

　以上、デカップリング用語は、当初欧米中心の農業経済的問題解決策とし

て農産物価格支援のために農産物価格と農業支援を切り離すということで使

用されていたことがわかる。その後、日本国などでは農業経済問題とは異な

る環境的自然景観政策にも応用されてきており、経済成長のプラス要因と環

境破壊要因である環境不効用面と切り離す概念として援用される仕方で用い

られていることを明らかにできた。

　次に、デカップリング理論を経済的側面から検討する。
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第２章　デカップリング理論の到達点

　本章では、今日までのデカップリング分析により到達した点を示す。

　２－１　デカップリングの到達理論　

　現在、デカップリング理論の到達された分析は、

「マクロ環境会計による経済社会の持続可能性評価に関する実証的研究」１２

と他に「平成９年環境勘定・環境指標を用いた企業・産業・国民経済レベル

での持続可能性評価手法の開発に関する研究」１３　が注目される。本分析に当た

り山本充の分析を参考にまとめる。

　山本は二つの手法であるデカップリング指標とデカップリング要因より分

析する。

　２－１－１　�������	
��に基づく指標として環境効率改善指標がある。

　環境効率改善指標は、「経済的効用と環境的不効用の関連を切離す」概念

である�������	
���に基づく指標である。デカップリング状況は、「経済的

駆動力（��������	
���、��）の増加率に比べ環境負荷（��������	�
��

��������，��）の増加率が小さい」ことを表す。

　環境効率指標は、年度初めの期首と年度末の期末の����と����のデータを

用いたデカップリング比率に基づいて、

環境効率改善指標＝
　　　　　　　　　�

として表す。

　この場合、指標値が正値であれば、「���の増加率＞���の増加率」である

ので環境効率の改善を表し、非正値であれば「���の増加率＜���の増加率」

となり環境効率が悪化していることを表す。
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　２－１－２　デカップリング指標

　ハンス・イムラーはその著である『経済学は自然をどうとらえてきたか』

（１９９７）において、今日人間の労働が巨大な規模で自然を破壊していく現実

を見て、この原因を人間の労働にのみ価値の形成を認め、自然には何等の価

値も認めない「労働価値説」に求めているように思われる。原田実は経済学

説が現実の経済的諸関係の反映であることがここでは理解されておらず、現

実の諸関係が学説の反映であるとする点が問題となっていたとする１４。そし

て、経済学は無限の自然を前提としており、無限に成長が可能であると信じ

ているその後の経済学を批判している。今日、世界の資源量問題や環境問題

などから今日の経済学を考察した時に、成長なしに失業や貧困の解決の方法

を検討すべきであるとする方向には間違いがないものと思われる。しかし、

環境問題は経済成長と主に解決可能であるとする視点が、デカップリングに

他ならない。その意味で、これ以上の深追いは本論文では避けたいが、イム

ラーの追求した点は今後も検討されるべき課題を残している。

　本論文は、イムラーの視点とは別に、経済学は環境問題を外部不経済と捉

える点から分析する。経済学は環境が市場の外部的存在として認識してきた。

しかし、経済学は環境を市場と独立した存在とは見ない。なぜか、経済シス

テムには環境からの資源投入いわゆる原材料調達等が必要であるからである。

しかも、経済システムからの廃棄物を吸収するいわゆる市場外に放出する場

として環境が必要であることを捉えているがゆえに外部不経済である。

　つまり、原田が言うように伝統的経済学は環境を市場の外部的存在として

いるが、経済領域としては環境を組み込んで認識していると考えることがで

き、事実、環境を経済活動の所与の条件として経済システムに従属する存在

として考えてきたといえる。

　この結果、経済成長に伴い環境から投入される天然資源は年々増加し、経

済システムから排出される廃棄物もそれに伴い増加し外部不経済は拡大して

きた。

　このように経済成長と環境問題が「連動している状況」では、地球温暖化
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問題など「環境問題」を解決することが困難となる。そこで一旦、環境を経

済領域から「分離」（デカップリング）し把握できる明確な基準が求められる。

こうして「デカップリング」が登場する。

　山本はこのデカップリングの概念は、経済成長と資源投入を「分離」し

環境負荷に「結び付くことのない」経済成長を示すために、経済的効用

（���������	��
�）と環境的不効用（��������	�
������）の関連を「分

離」するものであるとして、これを図に示している１５。

　そのために、経済領域から環境の分離の状態を示そうとすると、デカップ

リングがどの程度実現できているかを把握できる明確な基準と指標が必要と

なる。

　２－１－３　デカップリング

　デカップリングには、��相対的デカップリング（��������	
��������）と�

��絶対的デカップリング（�������	
�	�������）の２つの形態がある。��相

対的デカップリングとは、経済成長率と環境負荷の増加率がともにプラスで

あるが、環境負荷の増加率が経済成長率よりも小さい場合を意味する。��絶

対的デカップリングとは、経済成長率はプラスであるが、環境負荷の増加率

がゼロあるいはマイナスである場合を意味する。

　そこで、経済成長すなわち経済的駆動力を���、環境負荷を���１６、ある会

計期間���の年度当初（期首）と年度末（期末）における����と����の関係か

ら相対的デカップリングと絶対的デカップリングは次のように表現できる。

　なお、���および����は非負の数値として定義される。

　２－２　デカップリング　

　分析１　デカップリング　���指標

デカップリングの２つの種類をそれぞれ次のような式で示す。

　　　�：相対的デカップリング

　　　　　　　　　　　���＞���－�

Title:研究シリーズ04関上　哲先生 Page:113  Date: 2016/03/11 Fri 10:04:24 



114

　　　　　　　　　　　���＞���－�

　　　　　　　　　　　�������－�＞���／���－�

　　　�：絶対的デカップリング

　　　　　　　　　　　���＞���－�

　　　　　　　　　　　�������－�

　しかし、このデカップリングでは駆動力である経済成長がマイナスである

場合、デカップリングが実現しているかを判断することが困難となる。

　そこで、次の式のような経済成長と環境負荷の変化率の比を用いてデカッ

プリングを計測・評価することが提案されるとして１７、

　　
　　�

���および����は非負であるので、デカップリングも非負である。���は「デ

カップリング指標」である。

　更に、詳細に分析すると次のようになる。

�－１　相対的デカップリング

　デカップリングが実現している状態は、���が１未満であり、デカップリ

ングが実現していない状態は����が１以上のときである。

　

�－１－１　０≦��＜１のとき「デカップリングが実現している」ことから、

　　�

　　　（��������）＜（���－�����－�）

　∴（�������－�）＜（�������－�）

であるので、この時、経済成長率が環境負荷の増加率よりも大きいことにな

る。�
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�－１－２　���＝０となるのは、期末の環境負荷がゼロのときであるので、この

時デカップリングは最大となる。

�－１－３　１≦����のとき「デカップリングが実現してない」ことを表している

ので、

　　�

　　（�������）�（���－�����－�）

　∴（�������－�）�（�������－�）

であるので、この時、環境負荷の増加率が経済成長率を上回る場合である。

�－１－４　���＝１となるのは、経済成長率と環境負荷の増加率がともに１の場

合、つまり経済成長及び環境負荷の変動がない場合あるいは両者の増加率が

等しい場合である。

　これらの点を図式に表すと次のようになる。

　横軸を環境負荷の増加率、縦軸を経済成長率とした場合に斜線を施した部

分およびその縦軸上がデカップリングの実現状態を表していることになる。

相対的デカップリングと絶対的デカップリングを����と比較すると

　　絶対的デカップリングは、

　　

　　�������－�＞１

　　�������－��１

　　

　　であるので図の白い部分である。

　　

　　相対的デカップリングは、
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　　�������－�＞�������－�＞１

　　

であるので図の斜線の部分である。

　このように、デカップリング指標����は経済がマイナス成長時でもデカッ

プリングの発生状況を表現することは可能であるが、相対的デカップリング

や絶対的デカップリングが発生しているか否かはその値から即座には判断で

きない。むしろ経済成長率と環境負荷の増加率の値から判断しなくてはなら

ない。

　２－３　デカップリング要因　分析２　�������	
�������

　次に、デカップリング要因（�������	
�������：��）を考えることがで

きる。

　　　　　�������	
�������＝１－��≦１�
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　デカップリング要因が正のときデカップリングが実現しており、非正のと

きデカップリングが実現していない。デカップリングが最大となるのはデ

カップリング要因が１のときである。

　このデカップリング指標である経済的駆動力����を国内純生産などの付加

価値であらわし、環境負荷����を負荷物質の物量データであらわすとデカッ

プリング指標の分母・分子が示すものは「環境効率指標」の逆数となる。

　

　ある年度の会計期間ｔの経済全体の環境効率指標を�� �とすると、

　　　　　　　　　である。
　　　�

この年度の一年間の会計期間において環境効率改善が実現されているならば、

　　　� 　　であるので、これをデカップリング式に投入すると

　
　　　　　　　　　　　となり、��、���ともに非負である。　　
　　　�

そこで、　　

　　　　　　　　　　　　　が示される。
　　�

　この式よりデカップリングの実現が環境効率の改善を意味していることに

なる。

　

　したがって、環境効率指標はある時点における経済活動の効率性を表して

いることを示し、デカップリング指標はその変化を表現しているといえる。

　よって、山本はこれらの指標を基に個々の経済主体にとり、費用対効果に

環境負荷が削減できているかどうかを理解できるとし、環境効率性の改善は
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費用対効果の高い環境技術の普及に結び付くとしている。また環境負荷の発

生抑制のための環境技術の発展にも結び付く指標と考えることができるとし

ている。

　いずれにしろ、���や����はフロー概念であり、ストック概念からの検討

が必要である。この点は次の章で分析する。

第３章　デカップリング指標よりストック概念に結びつく試論

（森林資源理論分析）
　

　前章のデカップリング指標を基にモンゴル国の森林資源問題を検討する。

ここでは２つの試論を試みる。森林管理モデルよりみたデカップリング理論

試論、再生可能資源の最適利用よりみたデカップリング論試論として検討す

る。

　３－１　森林管理モデルよりみたデカップリング論試論

　モンゴル国において資源論として世界的に注目されている鉱物資源は、そ

の埋蔵量や産出量において石油資源と並び世界経済の中で重要な位置を占め

る１８。むろん、資源論としてはこれ以外にも、農産物資源・生物資源・水資

源あるいは文化資源・観光資源等モンゴル国にとって存在している資源を見

逃すことはできない。本論文ではこれら種々の鉱物資源項目の分析は次の機

会に譲る。

　環境負荷削減の観点から、鉱物資源に依存する経済構造より森林資源に力

点を置いた構造がふさわしいことは明らかである。その観点から資源論の中

で最適なる資源管理論は「森林資源理論」といわれる。モンゴル国の森林資

源は国土面積に対して１５，６６５万ヘクタールの内、１，０９８ヘクタール７．１％

（２００９）の利用率である１９。モンゴル国における森林資源２０　は１９９１年の政治

的変革の結果、経済体制は混乱し、国民の多くは生活の糧あるいは生活燃料

を得るために森林を乱伐し大きな社会問題となった。そのため、２００７年「森
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林法」が制定され、森林の所有と利用権、森林保護区の管理、森林火災の防

止、防虫害からの保護、植林、違法伐採の罰則に関して規定している。その

森林資源は、経済的状況や市場的価格の社会経済的要因や、空間的・時間的

に天然自然災害や病虫害を除けば比較的管理のしやすい資源といわれ、本論

文の課題である「デカップリング論」を考える場合の参考となる。

　本章の森林資源分析に当たっては、時政勗の分析方法により、����

（���������	
����	���������	��	�������������	
��～������）と�����

（���������	
��������	��	����	��������������	
������）で実施した講義の

際に得た知見を基にまとめる２１。

�
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　現在のモンゴル森林分布図である２２。

＜森林管理モデル＞

　時政は、森林資源分析に当たり、最大持続産出に注目し、次のように分析

する。

　３－１－１　最大持続産出（経済効用）の達成。

　森林資源の経済としての立木の価値を図に実質価値タームで　１．１「時間と

立木価値」を������のように示すことができる。

　ここで樹木の価値������は、伐採コストを差し引いた値で示され、「純商業

的価値」はしばしば「立木価値」と呼ばれる。ただ、植栽後しばらくの期間、

時間���が経過しても商業的価値はゼロである。

�
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　しかし「樹齢が増大するにつれて樹木価値」はプラスに上昇する。「漸減

的比率での上昇である」。やがて「��時点」で「死亡し」、「腐敗・朽ちる」こ

とが始まり「樹木の価値」が下落する。樹木の価値はその「樹齢に依存」す

る。

　森林管理における等価物は正規な森林（��������	
����）といわれる。各樹

木は決められた「循環期間」を通して同一のライフサイクルを繰り返す。そ

のため樹木の伐採時期を決めれば、樹木の循環期間の長さが決まり、同一樹

齢の立木の群れであるコホートも決まる。「正規の森林では立木の伐採」は、

１年ごとに前年に伐採した立木のちょうど１年前に植えた樹木の伐採を繰り

返していく。

　このことから、正規の森林からの持続された算出を最大化する循環期間

を選択することであり、これを最大持続産出（��������	
�����������，

���）の達成目的とすることができる。持続状態において、もし森林に７０本

の木があり、循環周期が７０年なら、毎年１本の木が伐採される。もし循環期

間が３５年なら毎年２本の木が伐採できる。

　一般に“時間���が経過する時������の価値を持つ木がｎ本であり、��＝���が
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循環周期なら「ｎ���本が毎年伐採」され、毎年「ｎ���」の産出価値を持つ”。

　目的は、���→ｎ������．．．．．．．．．．．．．．．．１．１　であるので、

　ここで、ｎを一定の木の数とする。目的は����を適当に選ぶことにより、

�������を最大にすることである。����の目的は、図の「時間と立木価値」

に����で示される。

　図の������線上の１点に、原点から引かれた直線がちょうど曲線������に接

する点で与えられる。������は、個々の樹木が時間の経過において得る最大

値����より小さい。

　これは古い樹木（���まで成長した樹木）を早く伐採して新しく成長の速い

樹木で森林の土地を埋めるのが有利であることを示す。

　樹木あたり平均産出��������は、時間とともにどのように変わるのかを考

察すると、

　最初に��������の���に関する微分を求める必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（�������	
���	�）
　　�

　　　　　　�

　　ここで微分をゼロとおき、次のように解を見出すことができる。

　　　�

　または、� �．．．．．．．．．．．．．．１．２．

�
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　����の解の値は����である。樹木は����で循環させることができる。

　そこでは限界産出�������が平均産出��������と等しい。

　言い換えれば、��＝���において、「時間に関する限界生産物価値」は「時

間の平均生産物価値」に等しい（図　１．２「時間に関する限界生産物と平均生

産物」の図を参照）。伐採時間を引き延ばすことで追加的に得られる価値が、

それまでの平均の時間（１年間）に当たる価値より大きければ、少しでも時

間を延ばすことが有利である。しかしあまり伸ばしていくと、追加時間当た

り価値がそれまでの平均の時間（１年間）に当たる価値より低くなる。

　

　�����������	��
は������線の勾配として示される。他方、原点を通る直線の

勾配は�����である。この２つの勾配は、「��＝���という最適循環周期」にお

いて等しい。

�

Title:研究シリーズ04関上　哲先生 Page:123  Date: 2016/03/11 Fri 10:06:36 



124

　３－１－２　森林管理モデルの例

　この節では、最適森林管理の事例を取り上げる。モンゴルの森林に「モミ�

���」の樹木が生息しているが、ここではダグラスモミについて分析する。ダ

グラスモミは北米北西部やカナダ南西部に自生する商業的価値のある針葉樹

の軟性の材木である。これはアメリカ、カナダにおいて家を建てたり、他

の木造建造物の材料として松と競合的に使用される。ダグラスモミは１００

フィート以上の高さに成長するので、電信柱に広く利用されている。代表的

な１エーカー（４０４６．９�）のダグラスモミについて、商業用森林の成長を記

録したデータによると以下のようになる（���������）２３。

　材木１立方フィート（１フィート＝３０．４８�：��）中の利用可能な産出は、

表の　１．２．１　の第２列において示されるが、そこでは直径１フィート以上の樹

木についてのみ価値が出る。第２列がここでの基本データを与える。

　樹木１立方フィート中の商業価値は樹齢とともに増大する。

「これらのデータ」は、当初「正規森林に対する最大持続産出（���））を

達成する伐採年齢を計算するために用いられた。

　このために、次の問題を解く。
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　　　　　���→���������………………１．２．１．

式　１．２．１　の第２項は平均年当たり増分といわれる。

　表のデータでは各１０年後に計算されている。それは表　１．２．１　の第３列に、

樹木の各年齢の産出量「���」をその年齢「���」で割ることにより計算される。
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　平均年あたり増分を最大にする���は、平均産出＝限界算出から視察により

得られる。それは１００年である（��＝１００）。

　それゆえ、����正規森林は��＝１００エーカーからなり、各１エーカーは

１００年の循環周期で伐採されるとき９１．３０立方フィートを生み出す（表の第３

列の①と②の接点��������）。これが式　１．２．１　で提示された問題の解を与える。

樹木は、もし時間の限界産出������（��������	
����）が時間の平均産出物�

�������を超えるなら、さらに年齢を古くして伐採することが望ましい。

　すなわち、もし�������Δ��Δ��が�����より大なら、��が増大するにつれ�����

が上昇する。これは表　１．２．１　の第４列を第３列と比べることで確認される。

���Δ��Δ��は樹木が１００年になる前は�����を超える。そして、１００年後にはそ

の逆になる（表の第４列の③と④の接点�������	�）。

�
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１．３　＜基本原則の拡張＞。

　最大持続産出�����という概念に「資産」の場合についている“利子”を

加味することで、実体経済に近い分析が可能となる。

　立木は伐採され、ある正の利子率（���）で販売される資産である。利子率�

��は循環周期に影響を与える。しかし式　１．２．１　の�����の計算には「���」は

入っていない。

　これを考慮すると問題は、以下のように変わる。

　　　� ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１．３．１．

　すなわち、最大持続産出は「伐採し販売したとき������の価値を持つ資産

の割引価値を最大にする���を選択」する。しかしこの定式化も「現存する立

木が植えられている“土地”が“ほかの用途を持たない”」という強い仮定

に基づいている。この仮定を変えるならば、式　１．３．１　という１回限りの伐採

の売り上げ最大化問題�� �は、何回にもわたる伐採の列を考慮

するように変更されなければならないことになる。結果「持続産出森林は、
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単一伐採期間において、���より短い循環周期をもつだろう」ということが

想定される。

　もし「より利益の大きい循環周期が見いだされるなら」この機会を考慮に

入れなければならない。この場合、図　１．１．１　の代わりに　１．３．１「複数回伐採

と樹木価値」に循環周期（���）で示される。これを図に示すと次のように示

される。規則的な鋸の「歯型のグラフ」は、左から右に連続的に生起する�

�����の時間経路を示す。

　これは各々の循環周期���ごとに同じ形をとる。もし「周期���が立木の現在

価値を最大化する」なら、��＊　と表せる。この問題は形式的には、現在価値の

和の最大化として定式化される。「第２循環で伐採される木は、循環周期末に�

�����の価値を持つが�２��期後に売却される」ことを意味する。「第３循環で

売却される木は循環周期末に������の価値を持つが、３��期後に売却される」

ことになる。結果、これらの販売を加えた次の式を最大にする���を選択する。
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���→����＝��������	
�����������	�
���………、

　　　　　＝�������	�
������	������……�、

　　　　　＝��������	
��������	
��������	
����������	
�……�、

　　　　　＝��������	
������	����	
���、

　　　　　＝�������	
��������　。　　　　　

これは将来の伐採収入フローの現在価値を最大化することを示している。

よって問題は、次のように書ける。

　　　���→���������	
���������
���

ここで、�����を「�」に関し微分して、「０」とおくことにより、

�

　分子を０と置くことにより、�

よって、

　　� 　　となる。”

　立ち木価値の上昇率（キャピタルゲイン率）������が、その立ち木を売却

して現金に換え資本投資した時の利子収入�������の割引現在価値、すなわち�

������を���������	
�������で除いた値に等しいことが必要である、という結果

を導くことがわかる”。

　この結果が、ドイツの森林所有者であり森林管理者であった有名なファス

トマン（�������	�

）の導いた公式といわれる２４。

　そこでこの式に前出の例の「７％の利子率」を考慮に入れると、ファウス

トマンの計算式は、表　１．３．１「利子を考慮した場合の立木の最適伐採期」の

ようになる（���������）２５。
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　������はこの��������	�の理論と�������	
�の利子論をこの後に検討して

いるが、ここでは割愛する２６。
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　なお第４列は表　１．２．１　の第２列より、１立方フィートの立木は、１／１０　ド

ルの価値を持つと仮定されることから得られる。

　すなわち、利子率７％を考慮に入れた樹木年齢の伐採時期は、

最大値は��＝６０において達成され、１エーカー当たり４．６１ドルという値を持

つことがわかる。

　分析結果は、資源の効率性という視点に立ちモンゴル国の森林資源による

ストック概念分析より導かれる点は、市場原理による森林資源の経済的効用

最大化率は、樹種選定の問題は別にして１００年より前の６０年となる。６０年ご

とに森林を伐採し、その後に植林を計画的・継続的に繰り返すことにより、

６０年ごとに持続可能な再生資源のデカップリングが達成できるといえるので

はないか。これが本章の分析の結論となる。

　最後に、森林資源の現状について、若干の補足として検討する。１９９０～

２０１０年まで森林面積は１６４万ヘクタール減少、年平均８．２万ヘクタール、年率

０．６５％減少したとされる。さらに、冒頭述べた森林法制定以前に、政府の政

策により２００１年～２００６年まで約９％森林減少率にブレーキがかかっていたと

もされている２７。

　勿論、現実的には、森林資源は天然自然災害やあるいは病虫害さらには経

済状況・市場価格の上下により大きな影響を受けることを加味する必要があ

る。この点は、今日モンゴル国でも�����の支援を受けながら、�����理論

が展開されていること等を次に分析する必要があることを意味する。また、

自然災害による樹木資源の保険適用によりその期首・期末のリスクを避ける

ことなども検討されている。さらにモンゴル政府（前：自然環境観光省、現

自然環境・グリーン開発省）は、モンゴル南部において「グリーンウォール

プログラム」と呼ばれる活動を展開し、気候変動や人的森林被害を防ぐ計画

は、１５万ヘクタール、その幅は約６００�で、東西へ約２，５００�の造成計画をし

ている。さらに、日本の������では２００８年～２０１１年自主運営を目指した植林

やエコロジー学習プロジェクト、さらに２０１５年「蒼いウランバートル技術支

援実行委員会」などにより植林を計画している。また、����等では「地球
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緑化の会」が２００８年～２０１０年まで植林あるいは植林技術の支援をプロジェク

トとして実行している。本章を終えるに当たり、ここ数年来、モンゴル国内

で各国から植林のための支援を受けた成果を次の表に記しておきたい。

＜参考資料＞　モンゴル国の森林分布を左右する植林プロジェクトにともづ

く植林面積の推移２８。

　次の章では、これらの分析を基にデカップリング的分析を試みる。

第４章　森林資源分析とデカップリング論試論（政策論的分析）

　４－１　試論分析方法

　前章では環境負荷削減の側面からデカップリング理論の分析及びその発展

系の資源経済学理論から森林資源の分析を通したデカップリングの可能性を

分析してきた。では、現実的にこれら分析結果から見出されるモンゴル国で
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のデカップリングは可能であろうか。この点は、理論的分析やモンゴル国の

森林資源分析からは未来志向的な可能性が高い。確かに政策論的に現実的か

と問えばかなり前途多難な課題を抱えているように思われるが、以下のよう

な推論がモンゴル国の資源分析として可能ではないかと思われる。

　現状の資源諸状況の実態からすれば、今日モンゴル国の最大課題はその

「市場性」にあるように思われる。そこで次のようないくつかの側面から分

析する。

　４－２　モンゴル国の経済問題

　４－２－１　人口（人的資源規模、国内市場規模等）

　２０１５年７月３０日の�����ニュースで日本の大手コンビニエンスストアが将

来の日本人口の減少傾向から、海外にその市場性を開拓しているという。そ

の海外とは、経済成長の著しいベトナムである。進出企業がその市場可能性

をどのように見ているかは別として、人口数でみる限り９，３３８．６万人（２０１５

年）、８，６９２万人（２０１１年度の統計数字）である。この人口をアジア諸国の国

と比較するために近隣地域に限定して横系列で見ると、タイ６，７４０．０万人

（２０１５）６，７３１万人、フィリピン１億１８０２．０万人（２０１５年）９，４０１万人、ミャ

ンマー５，４１６．４万人（２０１５年）５，８３７万人が比較的近い人口として登場してく

る。つまり、消費人口の規模の大きさが投資を促していることがわかる。こ

れらの諸国に比べモンゴル国は、僅かに２９２．３万人（２０１５年）という消費人

口である。この人口数の差は、経済的市場性を検討しようとする場合に大き

な影響を及ぼすように思われる。

　では、この市場性として少ないモンゴル国人口を補うに足るものとしての

要因は何かを検討する。モンゴル国国民全体では教育熱が高く、特に女子が

高い。国民全体としてとても教育熱心である。今後この点から女性労働力を

生かした経済政策が必要と思われる。この点は、モンゴル国内の会合におい

て、経済学者との話し合いの中で数多く聞かれる点である。今日、日本国と

の間でモンゴル国は高等専門学校等に留学生を多数学ばせるためのインター
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シップ制度を実施している。この制度を利用し多くのモンゴルの若者が学ん

でいる。特に、���関係の分野には多くの期待が高く、多数の学生が学んで

いる。将来的にも、消費人口は少なく市場性は低いのであるが、むしろ質の

高い労働力を生かした生産体制作りと、海外市場を目指した経済体制作りが

必要であるというベクトルを示すことになる。

　４－２－２　科学技術

　将来、モンゴル国の科学技術は、国民的教育熱の高さから考えてとても有

望なように思える。但し、多くの課題に共通していることであるが研究開発

のための資金の不足が最も重要である。学生との議論においても研究熱心で

あることは明らかであり、加えて家族を大切にし、友人を大切する点は魅力

ある国民性と認めざるを得ない。しかし、経済発展を達成していくための経

済構造を改変し、科学技術を発展させようとする場合、企業構造転換のため

に企業の技術開発資金の不足がすぐに懸念され、科学技術の発展の可能性は

国家政策や海外からの長い期間の多くの投融資を必要とすることになり、こ

れらの資金が十分活かされて行くためにも、今後数十年は最低でも必要なよ

うに思える。

　４－２－３　鉱物資源

　国内に見込まれる推定埋蔵鉱物資源いわゆる経済財の可能性からデカップ

リング論を考察すると次のような可能性が見えてくるように思える。現状、

推定埋蔵鉱物資源の掘削技術や採掘資金源は海外の企業に依然している点は、

この推定埋蔵鉱物資源の開発のための投融資が早急に必要であり、さらにこ

の条件に加え鉱物資源の付加価値を高めるための科学技術力を高める必要が

あることを上述の項目と同じように学者との議論でも聴かれることである。

モンゴル国の鉱物資源をとりまく将来の環境は、その鉱物資源採掘のための

資金以上に品質の高い材料を製造し、高付加価値の鉱物資源開発生産が緊急

に要請されている。

　４－２－４　新たなモンゴル国内の資源開発　　

　埋蔵鉱物資源の開発と共にモンゴル国の経済発展の可能性を考えるときに、
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新たな資源開発や発見される既存の資源に目を向けてみたい。その場合、一

方では開発資金の絶対的な不足とともに、他方でモンゴル国内に既に存在す

る自然資源が注目される。日本の国土の４倍の面積を有するモンゴル国の国

土に分布する森林資源あるいはその資源に生息する生物資源は、世界の新薬

開発企業から熱い視線を投げかけられていると聴く。

　この方向性から見えてくる点は、新たな資源開発にはかなり時間を要する

ことは確かであるが、そのほとんどはモンゴル国内では手つかずの自然の重

要性である。その意味で新薬のための材料の発見並びにその開発のためには

５～１０年はその経済財としての可能性を見出すための期間として必要と思わ

れる。

　逆に、即効的にモンゴル国内に既に存在する資源として経済の効率性を高

めながら、環境不効用を減少させる手立てはあるのかと問うならば、次の点

が明確となる。本論文の課題である環境破壊を伴う鉱物資源にモンゴル国の

経済発展の可能性を見いだすよりは、むしろ本論文の目的であるデカップリ

ング論が必須となる。そのために、経済効用と環境不効用を切り離すことを

試みるならば、これこそ、本論文が目指すべき「ベクトル」であり、それは

モンゴル国内に豊富に既に存在する数千年来の悠久の天然資源である自然資

源ではないのか！そのような方向性がここで推論できる。さらに、この方向

性は最終的に観光資源として自然を「ソフト」に開発することであり、そこ

に経済発展の可能性を見いだす方向性として模索されることが論理に適って

いるように思われる。次に、これらの点を推論したい。

　４－２－５　観光資源

　モンゴル国の資源と環境のデカップリング分析は、観光資源を最後に分析

する方向性に向かう。モンゴル国の観光資源は、それぞれの地域に散在する

手つかずの自然に近い観光資源と呼ばれる資源であり、モンゴル国内に豊富

に存在する。モンゴル国の経済成長と環境問題は必然的に国内にある「天然

自然資源を保存・維持」しつつ多くの「資金」を必要とせずに観光立国を目

指す方向性がここに登場してくることになる。この方向性こそ、モンゴル国
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の経済と環境問題の方向性であり、「資源の最適性」といえる方向である。

さらに多くの開発資金を必要とせずに取り掛かれるデカップリング論の可能

性を生かした国づくりになるのではないか。

　この視点に立つ根拠は、植田和弘の論に見出すことができる。植田はデ

カップリングを「環境負荷削減の取り組みが経済成長に寄与し、経済の成長

で環境負荷が低減する世界を目指そうということ」であると説いている２９。

モンゴル国のデカップリング論をもう一方で検討する場合の視座を提供して

いると思われる。

　植田は続けて「緑の経済成長が実現可能なシナリオであるならば、この論

に異を唱える人はまずいないだろう」と述べている。それでも世界を広く見

渡せば、「経済がいくらマイナス成長になろうとも温室効果ガスの排出量削減

に最優先で取り組むべき」と考える人もいるだろうし、反対に、「地球環境

を犠牲にしても、経済成長を何よりも最優先させるべき」と主張する向きが

あるかもしれない。しかし、そんな人たちはあくまでも少数派であり、大多

数は、緑の経済成長を望むはずなのであると。となれば問題になるのが、緑

の経済成長は、本当に実現可能なシナリオかどうかだということになる。植

田は現在、ＥＵ（欧州連合）では、緑の経済成長を果たすために「デカップ

リング論」を採用しているとし、ここでの「デカップリング（�������	
�）」

は、「切り離し戦略」、あるいは「非連動型発展」と訳されており、経済発展

と環境負荷との従来の関係すなわち「経済が成長すると環境負荷が増す」と

いう関係を断ち切ることを意味しているとする。そして、緑の経済成長は、

現在、ＥＵ（欧州連合）では、緑の経済成長を果たすために「デカップリン

グ論」を採用している。「デカップリング」は、「切り離し戦略」「非連動型

発展」と訳され、経済発展と環境負荷との従来の関係である「経済が成長す

ると環境負荷が増す」という関係を断ち切ることを強調している。そして植

田は必要なことは「環境負荷削減の取り組みが経済成長に寄与し、経済の成

長で環境負荷が低減する世界を目指そうということ」である、とする。なお

かつ、それは既に経済成長と環境負荷のデカップリングが見られるとしてい
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る３０。

　そこで、次の章では天然環境資源の観光業化によりモンゴル国のデカップ

リング論の方向性を分析したい。

第５章　モンゴル国の観光資源分析　

　５－１　モンゴル国の基礎的分析

　５－１－１　モンゴル国観光業の比較対象国分析

　本論文はモンゴル国の観光資源による国づくりを検討しようとした時に、

観光資源産業大国としてのスイス連邦を比較国として検討してみたい。

　スイス連邦の人口は７８２万人それに対してモンゴル国は２６７万人（２００８年時、

以下前者はスイス、後者はモンゴルの数値を示す）である。首都はスイス

（ベルン）、モンゴル国（ウランバートル）。首都人口１２万人：１０４万人。面

積４１：１，５６４（千�）、人口密度１９０：１．８７（人／�）、人口増加率２００５～２０１０　

１．０：１．６、第１次産業４．０：３６．２、第２次産業２２．４：１８．３、第３次産業７３．６：

４５．５となり。老年人口率１６．７：４．１．非識字率２００９でなし：２．９��／２．１��、二

酸化炭素排出量５．３：４．１、国土に占める森林割合２００９で２９．９：７．０．一人当

たり国民所得（＄）２０１０年で７１，５３０：１，８７０、海外直接投資額（百万ドル）

２０１０で　－６，２２４：１，４５５、貿易額（百万ドル）　輸出額１９５，３９２：１，８８７、輸入額

１７５，９３３：２，１１７、主な輸出品目　医薬品機械類時計：鉄鉱石、金、羊毛、主

な輸入品目医薬品、時計、有機化合物：石炭、蛍石、衣類。スイス・フラン

８６．６５：モンゴル・トグルグ０．０６（円換算の通貨価値（円）２０１０年１２月）、さ

らに、名目����　６，５０４億ドル：８，５５７．６百万ドル（世銀、２０１１）、一人当た

り����　５３，９９７ドル：２，５６２ドル、経済成長率　－：１７．３％、インフレ率　

－：１０．２％、失業率　－：７．７％、以上のような比較が可能となる。国家予

算規模　スイス連邦　２，１２７億ドル（２０１２）：２，９２２億ドル（２０１４）（日本２兆

２７０億ドル、２０１２）となっている。

　このような両国の基礎的比較状況を鑑みても、モンゴル国は現在利用でき
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る環境負荷低減の資源を考慮した場合、環境不効用を抑えることを念頭にす

れば、その豊富な自然環境を開発しながらも保全し、そして環境を維持しな

がらも経済成長を持続するためにサービス産業からの経済効用を高めること

を政策として選択し、環境立国モンゴルをデカップリングのベクトルとして

選択することが考えられる。これを裏付けるように、２０１４年に日蒙の観光協

力関係を推進するための国連世界観光機関�������が「観光法」に関する

ワークショップとして開催しており、モンゴル国の観光に対する取り組みが

一層推進されている３１。

　そこで、モンゴル国としての観光資源に注目して以下のように分析する。

　

　５－１－�２　モンゴル国の観光産業分析

　モンゴル国には、２０１１年末時点でツーリストキャンプが２５７社、ホテルが

３６０社、ツアーオペレーターが６５５社存在する３２。現在、モンゴル国では鉱山

開発のための外資の流入、経済発展などに伴いビジネス客や観光客は増加傾

向にある。そのため、現在モンゴル政府は観光を促進するために以下のよう

な施策を講じている。年間約５０万人弱の訪問客数（２０１１年時点）を２０１５年ま

でに１００万人とする。国内航空会社を４社とする。香港や英国、その他諸外

国への国際便を増やす。新国家観光計画（２０１５年まで）を検討する。観光拠

点を増やす。２４億ドルを投資する。カラコルム（ハラホリン）では、１３世紀

プロジェクトを推進する。このような政府の諸施策に前後し、世界に展開す

るホテル企業も続々とモンゴル国へ進出してきている。主なものとして、ラ

マダホテル（���������	
�、１２８室、４つ星）が２０１１年夏にオープン。香

港シャングリラ、ホテルタワー（��������	�
）が２０１３年に完成する予定。

２０１１年１１月にはハイアットインターナショナル（���������	
�������）が�

���で２５９室のホテル建設（２０１４年）を発表。さらにテレルジ（������：���

郊外の観光地）にホテル建設も行う予定である（２０１５年）。ヒルトン

（������）やラディソンブルー（��������	
��）、シェラトン（�������	）、

ベストウェスタン（�����������	）及びスイスのホテルなどもモンゴル市場
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への参入を検討中であることが示されている。

　現在のモンゴル国内の旅行会社は���������	、�������	�
、������、

��������	
�����	������
���、�������、����������	
��

�������	
�������、��������	
��
������、���������	

�����、��������	
��������等があり、まだ不足しているのが実情

である。

　以上の分析を踏まえ観光資源の理論分析にあたり、先行研究として注目さ

れる分析に静岡大学の鐡和弘の研究がある。この鐡の研究を参考にモンゴル

国の観光資源について考察を深めたい３３。

　この場合、観光とは「自由な時間と意思の下に行われるレジャーの一部と

して誕生」してきたものとする３４。観光資源は、かつて温泉、山岳、河川、

湖沼、奇岩、鍾乳洞など自然景観やそれらの現象、および社寺、伝統工芸、

遺跡など歴史文化資源が主流であった。戦後、自動車、新幹線、飛行機など

交通利便性の向上、国民所得や余暇時間の慎長
� �

、観光に関する情報の流布、

宿泊、飲食の機会が増え、慰安旅行から、家族・グループの旅行など、古く

からの鑑賞形態から体験・交流・触れ合いなどが関わる資源へと変化してき

たといわれる。観光資源は観光地へのアクセス等が重要な問題とされるが、

ここでの分析では除外する。

　本章において注目したいのはこの観光資源としての観光経済と環境とのか

かわりである。

　５－２　観光資源の分析　

　５－２－１　観光資源としての環境とその関わり

　環境と経済の関わりが注目されるようになったのは１９５０年代である。その

背景には��������	
��������	
�������������	
����������など、経済成長

一辺倒の追求に対し自然資源の保全やそれらの利用を危うくする思想家が現

れたことをきっかけとするといわれる３５。

　さらに自然のもつ浄化や再生能力が無限に続くという点への疑問が投げか
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けられた。これらは市場メカニズムの不機能すなわち「市場の失敗」と呼ば

れている。この結果、観光活動において発生する廃棄物などを循環させる根

幹的な対応を促すことが求められた。これが経済と環境の問題である。ここ

に、自然資源の保全と共に、質的生活の確立や子孫に快適な生活を担保する

ための持続可能性（��������	�
���）という概念つまり資源を最適に利用す

る基本原則が生まれた３６。この持続可能性とデカップリングの関連性より観

光資源を論じることも必要であるが、紙数の関係で割愛せざるを得ない。

　５－２－２　観光資源問題の経済学的アプローチ

　観光と環境の関わりについてスタブラーとシンクレア（��������	
�������

�������	
�）３７　は、観光を経済的に考察する主な内容や範囲を示した。分析

に当たり二つの概念として、等価変分と補償変分を提示する。等価変分とは、

環境の変化悪化を避けるためにその回避策に必要となる費用について世帯個

人が支払いに同意してもよいと考える最大の支払意志額である。他方、補償

変分は損害に対して世帯個人が補償しても良いと判断するものが最小の支払

意志額である。この意志額とは人々が欲しているものの選考を貨幣で表示す

る指標である。図に示すと、次ページのようになる３８。

　次にこの等価変分と補償変分を考えてみる。この場合、

　横軸は環境水準���であり、縦軸は所得水準���を示す。点��、点���は、環境

と所得水準の組み合わせを表す。図において、���は環境の改善をあきらめ

るために世帯が補償してほしいと考える最少補償額である。��、���は点��、

��を通る等効用曲線（無差別曲線）である。個々の効用は心理的な満足を表

現しており、ここでは快適性の大きさを示す。図中の��（�，�）は、ある環

境水準が���である時の効用水準���を達成するために必要な所得水準を示す。

例えばリサイクル対象の資源廃棄物等の回収費用や処理費用である。���は、

変化前の環境水準である����にとどまり、同時に変化後の効用水準����を保つ

ために必要となる所得水準である。効用の大きさが����となるには、所得が�

���でなく、�（��、��）で十分となる。この所得水準の変化金額の大きさこ
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そが環境悪化の変化の弊害を避けるために支払いに値すると考えている最大

支払の意志額を示す。以前の環境条件を保つために支払いに同意する金額で

ある。他方、���は、「環境の変化前の����にとどまり、同時に変化後の効用

水準����を保つ所得水準金額は����でなく��（��、��）でよい。この所得水準

の変化金額である����は、環境改善のために補償を求める最小限の意志額を

示す。費用・便益分析に適用するには、上述に示した����の効用変化の順位

のほうが����より望ましい。���には利用価値と存在価値がある。利用価値

は直接もしくは間接的に利用することで得られる価値と考えられ、騒音や大

気汚染はその利用地域によっては負の価値である。存在価値とは、使える状

況にあると認識するだけで豊かさなどの効用を与えるもので、貨幣価値で示

される。一般に����と����は異なっている。利用価値は���，���ともあるが、
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存在価値は����にある。

　５－３　環境資源の経済的利用

　自然資源や歴史的文化資源であれ、経済的に利用すれば、最大の満足効用

が提供されその持続可能性を維持することができる。そこで、経済的な視点

から観光資源の適正な利用の方法を考える。本論は自然資源や歴史的文化資

源を経済的観光資源とするが、特に自然資源を対象とし、歴史的文化資源を

本分析では割愛する。

　自然資源を過剰に利用し、そのため損傷を引き起こしている状況にある場

合、経済的効果や負担の大きさは総収入曲線と総費用曲線の垂直な線分の長

さで示される。次の図においては点����まで観光客を誘致するようになる

と、この時の総費用曲線と総収入曲線の形状からこの両者の差で示される利

潤は最大となり、この利潤の大きさは����より右側にシフト（例えば、観光

客の増加）するほど低下する傾向が示される３９。つまり観光客の人数が�����

のとき利潤は最大になり、観光客の人数が点���の水準で利潤はゼロとなる。

この観光地域にある資源の持つ許容量が観光客を支えきれないからである。

���は、観光客の求める需要と提供するサイドのコストが一致し、観光地域

としての損益がバランスする点である。この図において観光客の人数が０か

ら����の間では収穫逓増の傾向を示す。また����から����までは収穫逓減の

傾向を示している。

�
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　この図は過剰な利用を招きやすい野生生物、生態環境、歴史文化施設など

がそれらの持続可能性を確保しながら、経済的な効果（雇用、所得、税収等）

をいかに大きくするかを探る手がかりを得ることにある。

　観光産業は利潤が期待できる限り観光誘致客のために努力を払う。その結

果、観光に係る資源を提供している観光企業や行政などは、利潤効用が期待

される限り観光客の来訪を促すため、そのような資源の再生の可能性を脅か

すことにもなる。それを示したものが次の図であり、���は資源の再生の可

能性が脅かされる点である４０。

�
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　５－４　自然資源の経済的評価と保全方向

　このように環境は観光とのかかわりが深く、その中心的存在である自然資

源は、その特性に応じた利用と保全を図りながら持続的な観光を展開するこ

とが期待されている。

　そのために環境を資源経済学の視点から評価してみることが必要である。

　５－４－１　環境を経済的に評価する手法

　環境とくに観光と関連深い自然資源は、自由財とみなされ利用されてきた

が、他方で環境とくに自然資源はその利用のみならずその存在自体が人間の

心理や意識面に様々な効用を与えてきた。このような環境価値を貨幣的に評

価する手法としてコンティンジェント法（����������	
�������	������；

���）、ヘドニック・プライシング法（�������	
����	�����；���）、ト

この図は、最大持続可能なイールドカーブ（�������	
��）のエコノミック・

モデルの観光利用への適用である。
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ラベル・コスト法（�������	
������
�；���）があるが、ここではページ

数の関係でこれらを割愛する４１。

　

　５－５　モンゴル国への観光資源の応用的分析

　これら上述の基礎的な環境と経済効用の分析に加え、ここでは具体的なモ

ンゴル国にとり観光資源をどのように応用すればよいかを分析検討したい。

　この章の分析の前提に置いて述べたように、経済的に望ましい人口より少

ない人口のモンゴル国は、人口に加え技術開発などの資金も不足しており、

その科学技術はかなり厳しい状況である。それら外貨獲得手段を持たない開

発途上国としてのモンゴル国における観光産業の促進が、国の経済にどのよ

うな影響を与えるのか一般均衡分析を用いて分析する。

　５－５－１　応用のための分析モデル

　モンゴル国の中心となる����都市地域や他のアイマグ（� ）等の農村

地域の２つの地域に、観光産業を含む４つの生産活動が存在しているモデル

を設定する。

①　観光産業の開発のために一層の外国資本を引き付けようとする政策の

結果、モンゴル国経済にどのような影響を及ぼすか。

②　観光需要を直接、刺激するような政策を行った結果、モンゴル国経済

にどのような影響を及ぼすか。

　　②の観点から、非貿易財を生産する観光産業部門を含む２地域モデル

を示す。

③　②の結果から観光産業部門の拡大と捉えることができる外国資本のこ

の部門への流入が、モンゴル国経済にどのように影響を与えるか分析

する。

④　その他、観光産業促進のための海外からの観光客の増大をもたらした

とき、それがモンゴル国経済に与える影響を分析する。

Аймаг
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　５－５－２　分析仮定

　（１）２つの地域

　２つの地域は、首都����市とそれ以外の農村地域（チョイバルサン

� 、ハラホリン�� ）を考える。この①都市地域には欧米日の

合弁企業と、この国が誇ることができる観光名所が存在している。このため

観光産業部門も操業されている。②農村地域は、比較的都市地域に近い場所

にあり、観光と保養と農業が一部展開されている。

　（２）４つの生産活動

　①都市地域の工業部門は労働と国内資本に加えて、この部門に特有な外国

資本を用いて貿易財（羊毛衣類、最近工業用部品等）（�１）を生産している。

観光産業部門については、ここでは一般均衡分析を用いて観光産業の拡大が

モンゴル国の経済に与える影響を分析し、非貿易財（�２）を生産している部

門として取り扱う。また、観光産業部門は重工業部門と同様に、労働、国内

資本、それと観光産業に特有の外国資本を用いて操業すると考える。さらに

発展途上国を分析対象としていることから、この部門で生産された財・サー

ビスは外国からの観光客のみが消費できる。

　②農村地域の軽工業部門は、労働と国内資本のみを用いて貿易財（�３）を

生産しており、農業部門は労働のみを用いて貿易可能な産品（�４）を生産し

ている。

　これらすべての部門が完全競争の状況で生産活動を行っており、規模に関

して収穫一定であることを仮定すると、

　　� � （１）

　　� 　� （２）

　　� � （３）

Чойбалсан Хархорин
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　　� � （４）

が成立する。

ここで、� （�＝１：重工業部門、２：観光産業部門、３：軽工業部門、

４：農牧
� �

業部門）はそれぞれ４つの部門で生産されている財の価格であり、

観光産業部門以外の財は貿易財なので国際価格で固定されている。

また、� （���＝�：労働、�：国内資本、� ：外国資本）は可変投入係数、� �

は都市地域で定められた最低賃金法などの理由によって固定された賃金率を

表し、� �は農村地域での労働の賃金率である。

　

　また、国内資本は国内で完全に使用され、重工業、観光産業、軽工業の部

門間で移動可能なので、� �を国内資本の賦存量とすると、

　　� � （５）

一方、労働は国内のすべての部門を移動できるが、一部、都市失業が存在す

るため、

　　� � （６）

ここで、��は国内労働の賦存量、��は都市失業者数を表している。都市地域

と農村地域の労働移動の均衡は�������－������（１９７０）の都市―農村失業者

数モデルを用いて

　　� 　� （７）

　　� � （８）

となるように決まる。

この���は都市雇用者数に対する都市失業者数の比率を表している。（７）式が

意味するところは、農村地域で賃金（���）と都市地域に出かけて行って得る

ことができるかもしれない賃金（期待賃金：� （１＋���）が等しくなるまで、

労働の移動が続くということである。
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　モンゴル国においては、アイマグ地域より多くは職を求めて����市内への

人口移動となり、その多くが失業者となっている。結果、地方域には����市

のゲル地域を構成する社会経済的問題となり潜在的失業者が多数存在してい

ることになる。

　

　（３）仮定３　外国資本

　次に、重工業部門、観光産業部門の各部門で特有に用いられる外国資本に

関してであるが、これらの完全雇用の条件式は、

　　� � （９）

　　� � （１０）

と示すことができる。ここで、� 、� �はそれぞれ、重工業部門と観光産業

部門に非弾力的に供給されている資本量を表している。

　（４）仮定４　財・サービス需要

　最後に、観光産業部門の創りだす財・サービスに対する需要について分析

する。

　前述したようにこの部門で生産された財・サービスは外国からの観光客の

みが消費できると想定している。この点、モンゴル国においては現実的であ

る。また、観光産業部門の生産する財・サービスに対する需要関数���は、

その財の価格（���）と海外からの旅行者が、その土地へ旅行するきっかけと

なるであろう様々な要因を含むパラメーター（�）の関数で�� ＜０、� ＞

０であると仮定する。

以上より、観光産業部門における需要と供給は、

　　　� � （１１）

によって示される。

　以上で、このモデルの体系を示すことができたので、次の節で実際に分析

を実施する。
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　５－５－３　＜応用分析＞

　（１）応用１　観光産業拡大がモンゴル国経済に与える影響

　この節では、（１）モンゴル国が持つ観光資源の開発のために、海外資本

の流入を更に増加させる、（２）観光省などの行政機関による、国を挙げた

大宣伝によって海外からの旅行客を呼び込む、といった観光産業を推進する

政策がモンゴル国の経済にどのような影響を与えるかを実際に分析する。

　（２）応用２　観光産業への資本増加の影響

　たとえば、もしモンゴル国の政府が観光産業開発のために、ある種の政策

を実行して、その結果、外国資本のさらなる誘致に成功した場合、モンゴル

国経済はどのような影響を受けるのか、この節では以上のケースについて分

析する。

　このモデルでは、上述のケースは、� �の上昇としてとらえることができ

る。そこでまず、（１１）式より、

　　　� � （１２）

が得られる。� �＝０とすると、� �であるので、� ＞０となる。

また、��＝０とすると、� �であるので、� ＜０となる。

さらに、（９）式より、

　　　� � （１３）

よって、� �＝０が得られる。

　（３）応用３　観光産業への資本増加の非影響

　次に、（５）～（１１）式を全微分して、観光産業部門で特有に用いられる

外国資本は、その他の生産要素と代替できないと仮定すれば、モデルの体系

を以下の行列にまとめることができる。
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　　　� （１４）

�

ここで�� �は���部門で使用されている生産要素���の割合、� �と���はそれぞ

れ、観光産業の生産する財・サービスの需要に関する価格弾力性と、パラ

メータ（β）での弾力性を表している。また、変数の上のハットは変化率、

例えば�� �を表す。そして、この（１４）の行列をクラーメル（������’��

����）の公式を用いて解けば、以下の解が得られる４２。

　　� � （１５）

　　� � （１６）

　　�

　　　　　　　　� � （１７）

　　� � （１８）

これらと、（１１）式から得られた結果によって、� �＜０、� ＜０、

� �＞０と、次のような命題が得られる。

　＜命題１＞

①　観光産業部門への外国資本の増加は、観光産業の産出量を増大させ、農

村地域の軽工業部門の産出量を減少させる。

②　農牧業部門への影響は、観光産業部門が軽工業部門より労働集約的であ

れば、その部門の産出量を減少させる。

③　観光産業部門への外国資本の流入により都市失業者は、必ず増大してし

まう。

　以上の命題から、
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　モデル設定で、（４）式より�� �が決定される。� �が決定すれば、（３）式

よりｒが決まる。

　よって、モンゴルの重工業部門４３　の産出量はその部門に特有の外国資本の

増減のみに影響を受けることになり、観光産業部門への海外からの資本の増

加が、重工業部門の生産に何等の影響を与える事はない。

　また、観光産業部門の外国資本の増加はその部門で用いられている国内資

本を農業地域にある軽工業部門４４　からひきつけ、労働を農業地域からひきつ

けることで、観光産業部門の産出量を増大させる。

　国内資本を持っていかれた軽工業部門の産出量は減少する。結果、もし観

光産業部門が軽工業部門より労働集約的であるとすると、軽工業部門から流

出する資本と共に用いられていた労働では観光産業部門の外国資本の流入を

賄うことはできない。

　モンゴルの農牧業部門からも労働力が都市地域に向けて移動することにな

り、当然、この部門での産出量は減少する。

　都市地域での雇用確率の増大は、必要以上の労働力を農村地域から引き出

すことで、都市失業者の増加の原因となる。

　（４）応用４　観光客の増加をもたらす政策の与える影響

　この節では、モンゴル国の観光キャンペーンが成功した結果として、この

国への観光ブームが起こったという場合を考え、モンゴル国の経済にどのよ

うな影響を及ぼすかを分析する。この場合のモデルにおいては。以上のケー

スはパラメート（β）を譲渡して考えることができる。

　前節の分析では�� �＝０と置き、βを外生変数とすれば、前の分析と同様

に分析することができる。

　先ず、（１１）式より、�� �＝０とすると、�� ＞０であることは既に示した。

さらに、（１２）の行列をクラーメル４５　の公式を用いて解けば

　　　　� �という結果が得られる。
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　　国民所得（��）は、

　　� � （１９）

と表せるが、パラメータの変化に対する所得の変化は、ここでは、以下のよ

うな簡単な形にまとめられる。

　　　� � （２０）

以上より、次の命題が得られる。

　＜命題２＞

①　モンゴル国が観光促進事業のおかげで、直接、外国人観光客の需要を喚

起できたとしても、その国の各部門の生産活動には何ら影響を与えない。

②　ただし、観光産業部門の作り出す財・サービスの価格上昇のため、国民

所得は上昇する。

　以上の命題から、

　外国人観光客の需要の増大は価格の上昇によって完全に相殺されてしまう

ため、モンゴル国の各生産部門は何等影響を受けることがない。

　したがって、都市失業者数も変化することはない。

　また、観光産業部門の作り出す財・サービスは海外からの観光客しか消費

しないので、この財・サービスの価格上昇がモンゴル国の国民に悪影響を与

える事はない。

　５．６　本章のまとめ

　本章ではモンゴル国で活用できる観光資源に目を向け、観光産業部門の開

発・促進がモンゴル国の経済にどのような影響を与えるかを分析した。結果、

　観光産業において外国資本は重要かつ特殊であり、その国の国内産業要素

ではこの資本の代わりを務めるものはないという強い仮定の下で次のことが
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言えた。

①　モンゴル国政府が観光産業部門へのさらなる海外資本の流入を促進す

るような政策を実行したとすれば、都市����地域に存在する観光産業

の影響で����市域の発展は促されるであろう。

②　しかし、農牧業地域の軽工業の活動を低下させ、場合によっては、農

牧業部門の活動をも低下させてしまう。観光産業部門への海外資本の

流入による����市域の発展は、農村地域を完全に犠牲にして行われる

かのような帰来がある。

③　���市域においても失業問題の悪化という問題を引き起こすことが示

される。

④　モンゴル国政府が海外向け観光キャンペーンを行うなど、直接、観光

客を引き寄せるような政策を行った場合、観光産業部門の創り出す財

・サービスに対する需要の増加はその価格を上昇させるだけで、その

他の経済活動に影響を与える事なしに、その国の社会的インフラ等を

高めることが可能となる。

　

　モンゴル国は観光産業の開発のために海外資本を呼び込むことが不可欠で

あると考えられるが、それ以外にモンゴル政府関係者が、積極的にその国の

魅力を海外にアピールするなどの方法で、海外からの需要を増加させること

ができる政策を打ち出すことが重要となる。４６

　モンゴル国政府は観光産業に限って述べるならば、将来的な国家政策とし

てモンゴル国の観光産業をどのようなビジョンで開発し維持・保存していく

べきか、どこまでを開発しまたは開発しない点はどこまでなのかを明確にし

ながら、最小限のインフラ＝鉄道・高速道路・空港整備・電気・水道等を整

備し、自然観光資源や文化財観光資源の保全し、自然観光資源の補修など持

続的開発を続けていくべきかを検討する必要がある。

　モンゴル国の観光産業の課題としては������投資ガイドブックに詳しい。

最後にモンゴル国での２年間の大学勤務を終えた生活体験から見出される点
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を述べる。モンゴル国の自然気候条件は大変厳しいが、逆にそのことは魅力

ある観光資源開発とも成りうる。その意味で、モンゴル国の観光資源による

国づくりの可能性は、前述の投資ガイドの課題解決にあると共に、その観光

産業としての活動期間が「限られた期間（５～８月）」をいかに観光可能期

間として広げられるのかに掛かっていることを最後に記しておきたい４７。

　最終的に、数年後モンゴル国が世界的に有名な観光立国としての観光資源

による国づくりが達成されていくならば、モンゴル国は経済効用を維持しな

がらも環境不効用を抑えたデカップリングを達成することになるであろうし、

発展途上諸国に観光開発を継続しながら経済発展の可能性を具体的に示して

いくことができるであろう。

第６章　結果と展望　

　この章では、モンゴル国の資源開発と経済成長問題を解決するためにデ

カップリング論より分析してきた結果を以下にまとめる。

　

　第１章　デカップリング用語は当初欧米を中心とした農業経済的問題解決

策として農産物価格支援のために農産物価格と農業支援を切り離すというこ

とで使用された。その後、経済成長のプラス要因と環境破壊要因である環境

不効用面と切り離す概念として用いられた。

　第２章　デカップリング指標は「環境効率指標」としてある時点における

活動の効率性を表している。①０≦���＜１のとき「デカップリングが実現し

ている」。②���＝０となるのは、期末の環境負荷がゼロのときであるので、

この時デカップリングは最大となる。③１≦���のとき「デカップリングが実

現してない」。④���＝１となるのは、経済成長率と環境負荷の増加率がとも

に１の場合（つまり経済成長及び環境負荷の変動がない場合）、あるいは両

者の増加率が等しい場合である。「デカップリング要因」が正のときデカッ

プリングが実現しており、非正のときデカップリングが実現していない。デ
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カップリングが最大となるのはデカップリング要因が１のときである。よっ

て、これらの指標を基に個々の経済主体にとり、費用対効果に環境負荷が削

減できているかどうかを理解できるし、環境効率性の改善は費用対効果の高

い環境技術の普及に結び付く。また環境負荷の発生抑制のための環境技術の

発展にも結び付く指標と考えることができる。

　第３章　モンゴル森林資源によるストック概念分析より導かれた点は、市

場原理による森林資源の経済的効用の最大化率は樹種を別にして１００年より

前の６０年となる。６０年ごとに森林を伐採し、その後に植林を計画的・継続的

に繰り返すことにより、６０年ごとに持続可能な再生資源のデカップリングが

達成できる。

　第４章　デカップリング指標よりストック概念に結び付く試論としての分

析結果より、モンゴル国の経済効用を高め同時に環境不効用を減らす産業と

して観光資源に特化した「資源の最適性」を目指す観光産業が推論の結果と

してそのベクトルより導きだされた。

　第５章　環境資源の分析結果から見出されるモンゴル国でのデカップリン

グは、単に理論的分析やモンゴル国の技術開発の可能性からは未来志向的で

ある。結果、現状観光資源の開発こそモンゴル国の突破口とすることが最善

である。その場合、環境に対する希少性の認識と環境保全の意識こそ不可欠

となる。モンゴル国のデカップリングは、今後モンゴル国が環境負荷削減に

取り組みながら、経済成長に寄与しつつ経済の成長で環境負荷を低減する世

界を目指すことが可能となる。

　以上の結果より、モンゴル国が、世界的環境問題に貢献しながらも経済効

用を追求するためのデカップリングの可能性は、観光産業の開発にあること

を明らかにできた。その観光産業の開発のためには、いかに海外資本を呼び

込むか！という課題解決が不可欠であると考えられる。モンゴル政府関係者

が、積極的にモンゴル国の自然環境資源としての魅力を海外にアピールし、

海外からの資本と観光客の需要を増加させることができるかが、モンゴル国

のデカップリングの可能性を左右している。
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　以上、今日的地球環境問題が世界各地に多大な自然災害をもたらし甚大な

被害を及ぼしている問題に対し、経済成長を維持しつつも環境負荷を避けな

がら、環境保全を持続的に維持していける可能性を明らかにすることができ

たのではないかと思われる。

　小論を終えるにあたり、拙い理論的分析並びに推論と検討を重ねて来たの

であるが、モンゴル国の経済政策にデカップリングという視点があることに

より、経済成長と環境保全を両立できる方向性として開発途上諸国が経済発

展計画を立案する際にその示唆的視点を提示することができたように思う。

　残された課題は、其々の章において捨象してきた点である。次回の小論に

おいてこの点は論じたい。以上拙い分析結果と展望になったのであるが、今

後、多数のご意見ご教示をお願いしたい。

　尚、本論分析に当たり多数の文献・資料等で参考にした先達の方々にこの

場をお借りして、御礼と敬称略した点をお許しいただきたい。

　

　最後に、本論文を完成させることができたことに対し、その調査のご支援

を頂戴した亜細亜大学ならびにアジア研究所石川幸一所長そして本プロジェ

クト研究に最後まで公私ともにご指導いただいた大江宏先生さらに調査に同

行していただきご支援いただいた南波正仁氏そしてモンゴル国での大学教鞭

の機会を提供して頂き多数の支援を惜しみなく提供してくださったバーサン

フーご夫妻にこの場をお借りして心より感謝申し上げたい。そして当研究所

の前所長小林熙直氏ならびに鈴木亨尚氏の激励のお言葉の数々に感謝申し上

げたい。

　

　追加：本論文作成中に次のような記事が目を引いたので、参考にしていた

だきたい。『脱温暖化　投資にも　５００団体、化石燃料関連から引き揚げ』　

記事の内容は、「二酸化炭素（��２）排出量の多い化石燃料関連の企業から投

資の引き上げを決めた機関投資家が世界で５００団体を超えたと、環境����

「３５０」などが２日、国連気候変動会議（����２１）で発表した」。
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（朝日新聞　２０１５年１２月３日（木）朝刊より引用。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アジア研究所　嘱託研究員

松蔭大学　非常勤講師　　

　　（前　モンゴル国立農業大学　モンゴル生命科学大学　

ビジネス経済学部　教授）

参考資料

Ａ：モンゴル国の主な観光地

１．ウランバートル

２．ゾーンモド

３．ウンドルドブ

４．ウンドウシレット

５．エルデネ村

６．ハルホリン

７．チェチェルレグ

８．テルヒーン・ツガーン湖

９．ホブド

１０．オラーンゴム

１１．バヤン・ウルギー

１２．チョイバルサン

１３．ハルハ川

１４．ダダル

１５．ビンデル

１６．ザミーン・ウード

１７．南ゴビ

１８．ダランザドガド

１９．ダルハン
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２０．スフバートル

２１．エルデネト

２２．ムルン

２３．フブスグル湖

脚注

────────────
１　１９８７年レーガン大統領が予算教書でこの構想を示した。農産物供給過剰による価格

暴落に伴う農業所得の激減を生産調整と農産物価格支持により保証することを中止し、

農業政策の転換を図るために実施。土壌保全や、環境保全型農業の奨励の方向性を明

確にした。
２　長岡洋司「新しい食料・農業・農村政策の方向について～基本的な考え方と要点

～」日本農業新聞編『農政大改革』１９９２．７．���９～１０．　
３　特定農山村とは、地理的条件と農業の生産条件が悪く、かつ農林業が重要産業であ

る地域とされ、①農林業等活性化基盤整備計画制度と、②所有権移転等促進計画制度

が創設され、③森林組合法と土地改良法の特例が設けられた。
４　亀田進久「中山間地域の諸問題」（国立国会図書館調査及び立法考査局）「レファレ

ンス」２００９．４．���１３参照。
５　梶井功『新基本法と日本農業』家の光協会、２０００、���１４６～１４７参照。
６　農林水産省が都道府県別のコメの葉割当数量案を作成し、中央米生産調整推進協

議会の承認を得て、具体案を地方公共団体が行うこと。休耕、転作、転用など米の作

付面積を減らす方策のため実施。７１年当初奨励金による休耕、７８年垂涎利用再編対策

として転作の推進、９０年米作調整に水田８５万����の減反が実施された。
７　�������������������	
��
������������������
������������	
����
�	��

��������	��
����������������������������	
�������	��������	
��������

���������	��
��������������������������	��������	
���������������������������

�������	�
������������������
���������������	
������������		���������
���������

�������	
�����������������������������������	
��������������������
�����������

���

Title:研究シリーズ04関上　哲先生 Page:158  Date: 2016/03/11 Fri 10:08:12 



159モンゴル　資源開発と経済成長問題のデカップリング的可能性

８　����　������　�������	
������	���
�����������	����������	
����
	��
������

��������	��
������������������������������	��
����������	�������	�����������

�������	
����、���������	
�����������
�������������������	�
�	�����	���	�

�������	
���

９　���������	
���������
����������������������	
����������	��
�����������������

��������	�
������������	�
���	�������������	
����������
������������������

��������	
���	�����	������	���������������	
�����������������
��������

��������	
���������

１０　４つの局面をグローバルマネーフローで分析。第１：先進国経済は安定（拡張）。金

融は高金利が続く。新興国経済は安定（拡張）。第２：先進国経済は減速、金融は緩

和策。新興国経済は加速。２００７～２００９のデカップリング。第３：先進国経済は回復、

金融は安定し低金利。新興国経済は高位に安定。第４：先進国経済は加速し、金融引

上げ。新興国経済は減速。２０１３年のデカップリングは実はリカップリングに近いもの

としている。
１１　輸出国側の主張で農業の多面的機能を保護するための政策は関税でなく、生産から

「切り離された」（�������	
�）政策で可能だと主張された。これは、����の３つの

農業協定の内容の１つで、国内補助金と呼ばれるものであり、他の２つは市場アクセ

ス、輸出規制であった。国内補助金は、グリーン、ブルー、アンバーに分類され、特

にグリーンボックス（緑の政策）がデカップリングとされた。灌漑などの公共財への

投資や農家に対する生産から切り離された直接支払（条件不利地域支払、環境支払い）

がある。ただ、各国は一切削減義務を負わないとされた。
１２　山本充「マクロ環境会計による経済社会の持続可能性評価に関する実証的研究」北

大農研邦文紀要�３１（２）：８７～１８８，２０１０．
１３　平成１３年度から１５年度までの森口祐一（独立行政法人国立環境研究所　社会環境

システム研究領域資源管理研究室長）の「�-９　環境勘定・環境指標を用いた企業・

産業・国民経済レベルでの持続可能性評価手法の開発に関する研究」①������の改

訂等にともなう環境経済勘定の再構築に関する研究（内閣府経済社会総合研究所、財

団法人日本総合研究所）、②マテリアルフロー勘定を用いた環境・資源効率指標の開

発に関する研究（独立行政法人国立環境研究所、名古屋大学、熊本大学、札幌大学、

同志社大学）、③産業における環境効率・資源生産性評価手法の開発と適用に関する

研究（独立行政法人産業技術総合研究所）がある。具体的には参考資料を参照。
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１４　ハンス・イムラー著　栗山純訳『経済学は自然をどうとらえてきたか』農文協、

１９９７．���������	
���������	�
�������������	
���	
��
。イムラーはアリストテ

レス、ロック、スミス、リカード、マルクスに至る経済学説を検討している。原田実

「環境的視点からの経済学批判」『中京大学経済学論争』１９号２００８年３月参照。
１５　前論文の����８�以降を参照。
１６　�������	��
��������������������������������	
���	�������������������

���������	
�����
����	
�������～����
１７　北海道（１９９８）『一般廃棄物処理事業概要』平成７年度。
１８
　����　モンゴル投資ガイド　���３２～３９参照。モンゴル国の主な鉱物資源の

登録埋蔵量ならびに推定埋蔵量。石炭１６３０億トン、世界の１０％を占める。石

油　４０～６０億バレル（アメリカの推定）。銅３，６３０万トン（登録埋蔵量、以下

最初の数字）、１２０億トン（推定埋蔵量、以下次の数字）。亜鉛５．９����トン、

１４����トン。モリブデン３２４．８������トン、６２０������トン。鉛６１．３����トン、

１．８����トン。アルミニウム２．３����トン。金１６１９．９トン、５１２５．０トン。銀２２７．４�

�����トン、９８０．３������トン。
１９　福地大輔「２０１３モンゴルの森林・林業」参照。
２０　林野庁　「平成２４年度　����植林総合水品対策事業（途上国の情報収集）報告書（モ

ンゴル）」２０１５年３月を参考にまとめた。モンゴルにおける森林定義は、樹幹被覆率

１０％以上、面積１���以上、樹高２�以上となっており、タケ・ヤシは含まない。主な

森林は年鑑３００～４００�以上の降雨量を有する北部の亜寒帯や高地の高木林が広がる。

主な樹種：シベリアカラマツ　��������	
����、ヨーロッパアカマツ　��������	
�����、

シベリアパイン　���������	
���、シラカバ　�������	���
	�
���、ヤマナラシ　

��������	
����、コトカケヤナギ　��������	
���
���
��等である。その他の樹種は、

ロシアカンバ　���������	
����
�、モミ　���，スギ　�����，アカマツ������

�������	
�，アカザ　���������	
����。
２１　時政勗『環境・資源経済学』中央経済社、２００４．���１５２～１５９。時政勗、薮田雅弘

『環境と資源の経済学』勁草書房２００７．���８９～１１６。時政勗『環境経済学の視点』牧野

書房、２０１１。等を参照。
２２　�����“��������	
�����������	�”��������	
��
����������������	��

��������	
���	���	������������	��������～���
２３　���������	
������
�������
���������������	
����
��	�
����	�����������
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�������

２４　���������	
��
“����������������	
�	����������������	��������������

��������	
����
	�
��

	���	����
����”���������	
�������
�
��	
��������
��

�������	
���	������	���������	���	���������	
������
�����	��������������

���������	
���	���	������������	���������	��
�������������	
����
����

２５　��������������	
�������
����������������������	
����
��	���������

２６　������、��前掲書、���７５～８０　参照．
２７　福地大輔、前論文、参照。
２８　林野庁、　前掲書、���９　参照。
２９　植田和弘が２０１５年１月５日に「エネルギーフォーカス」「緑の経済成長とエネル

ギー」と称する文章の中で論じている。
３０　植田和弘、前掲論文、参照。
３１　２０１４年１２月�������がウランバートルで「モンゴルの遊牧文化と観光に関する国

際セミナー」を実施した。モンゴル国における豊かな文化及び自然を生かした会合と

して実施し、観光産業を促進するために①海外への関心・好奇心、②語学の修得、③

事項の歴史文化の理解、④観光法の整備、⑤インフラの整備、⑥自国の文化、歴史へ

の誇り等が取り上げられた。そのなかで、���チョローンが「モンゴルの歴史文化遺産

を観光資源として活用する可能性と未来」としてその観光資源の特性を①自然文化遺

産、②歴史文化遺産、③無形文化遺産としている点は、本論文にも符合する。その一

環として「シャガイ」（動物骨を使った遊び）を遊具として２０１４年��������への無

形文化財として登録している。
３２　����　モンゴル投資ガイド２０１３、東・中央アジア部　���６８　参照。
３３　鐡和弘「観光産業の促進と開発途上国の経済発展」『静岡大学経済研究』１０（２）、��

�５１～５８．２００５－１０－３１。
３４　中崎茂「観光と経済の基礎概念」『観光の経済学入門～観光・環境・交通と経済の

関わり～』古今書院、２００２．１ページ参照。レジャーの価値を最初に意識したのは古

代ギリシアの哲学者アリストテレスやプラトンなどであったとする。スコーレという

概念は、「瞑想と心身の鍛錬」が主眼であったとする。奴隷労働を拝見にレジャー活

動の性格と強め、農村を中心に広がり、産業革命、交通革命を契機に都市住民のレ

ジャーとして普及してきた。多くの国民が観光と関わり持ち、旅行が民主化されたの

は戦後であり、マスツーリズムの展開や旅行の見主管ガス生んできた背景に、鉄道、
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船舶、交通機関の発達、宿泊・娯楽提供などの産業の誕生と発展があり、旅先や旅行

の利便と安全性に関する情報の普及があったとする。
３５　レイチェルカーソン『沈黙の春』��������	
����１９６３年、�����ボールディング『社

会科学のインパクト～経済学の未来を求めて』１９６６年、�����シュマッハ―『スモール

イズビューティフル』���������	
������１９７３等を参照。
３６　持続可能性は、持続的開発����より広い概念で経済と環境の両方を包含する。１９９２

年リオ宣言でこの概念は述べられ，①経済成長の目標：一人当たりの所得水準の確保

と共に生活環境の維持に努めること。②環境に負荷を与えた原因者（観光客等）がそ

の負担をする仕組みを確立すること。③再生可能な資源（観光的に管理が行き届いて

いる公園、森林、海水浴場、湿地、文化財等）は自己再生の可能性を高め、枯渇性資

源（貴重な動植物、天然記念物等）最小限の利用さらに再利用すること。���は経済

発展と環境を調和させること。
３７　�����シンクレア、���スタブラー　小沢健市監修訳『観光の経済学』学文社�２０１１．

�������	
���
�������
���	�����、�������	�
������������
�������������������

��������	
���������参照。
３８　森杉寿芳「環境影響・エネルギー効率の評価」中村秀夫編『道路通しの社会経済評

価』東洋経済新報社、１９９４．��１９０．
３９　シンクレア・スタブラー小沢健市監訳『観光の経済学』学文社、２００１．��２１１．
４０　シンクレア・スタブラー　同掲書　��２１２　参照．
４１　このコンティンジェント法は���������	
��������������������や�������	�
�
����

�������や����������	�
	�����������������
	�����������が考察している。ヘドニッ

ク・プライシング法は��������	
�������や���������	
����の消費者理論に基づいて�

�������	
���が開発した方法である。トラベルコスト法は��������	
������が提唱し、

�������	��
	������	������	が開発し応用した手法である。ここではこの点だけ記し

ておく。
４２　��������	�
��	�	�����������	���
����：クラメルの公式。連立一次方程式の解を

与える公式である。連立一次方程式の係数の行列式�� （� �）が０でない時、その行

列（� �）の第���列成分を右辺の��、…、� �で置き換えた行列式�� �とおけば（� �

� ）、解�� �で与えられるという公式。
４３　����　上掲書より、ダルハン冶金工場、フツルセメントプラント、エレルセメン

トプラント、エルドミン（電気銅）、フフガン社（鉄）等がある。���４５　参照。
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４４　����　上掲書より、食品、飲料、ニット製品、羊毛、皮革製品等がある。���４８参

照。
４５　クラーメルの公式とは、母数θに関する不偏推定量の分散の下限を与える、別名ク

ラメール＝ラオの下限公式という。連立一次法定式の解を与える公式。
４６　もし外国資本と国内の生産要素の代替を認めたならば、次のような��������	（付

表）となることを示しておく。

�

　ここで、� �は���部門における、生産要素���と���の代替の弾力性を表しているこ

とになり、外国資本とその他の国内生産要素の相対を認めれば、結論はもっと不明確

なものになってしまう。
４７　����　前掲　投資ガイドブック　���６７～６８　参照。
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モンゴル社会に根を下ろす日系企業の

ビジネスモデル：ケーススタディ
大江　　宏　

A Business Model of A Japanese Company rooted in

Mongolian Society: A Case Study

Hiroshi OHE　

はじめに

　急速に発展するモンゴルの経済と社会は、同時に環境問題や発展のひずみ

の問題を抱えている。これまでの研究プロジェクトでは、モンゴルの経済発

展、資源開発とそれに伴う環境問題を、主として、鉱山などの現地調査を中

心に報告してきた１。

　本報告は、日本－モンゴルの経済交流、特にモンゴル社会に根を下ろし奮

闘する日系企業のビジネスモデルに視点を置いて、実地調査を踏まえて、ケー

ススタディ的に報告するものである。

─────────
１　２０１１年　ウランバートル調査、（大江宏（２０１２．３）「モンゴルの環境事情寸描―ウラン
バートル市を中心に―」『経営論集』（亜細亜大学）Vol. ４７，No. ２．）
２０１２年　南ゴビ・ハルホリン地域調査、（大江宏・関上哲（２０１３．３）「モンゴル調査日誌」
『アジア諸国に見る循環型社会』亜細亜大学アジア研究所・アジア研究シリーズ No. ８３．
２０１３年　東部草原地域調査、（大江宏（２０１４．３）「モンゴルにおける鉱物資源開発と企業
の環境対応― '戦略的鉱床'への現地調査を中心に」『亜細亜大学アジア研究所紀要』第４０
号）
２０１４年　北西部地域調査、（河合伸泰・大江宏（２０１６．３）「２０１４年モンゴル調査旅行日
誌：エルデネト鉱山とフブスグル湖を中心に」本報告書所収。
２０１５年　西部ウブス県調査（２０１５．７．１３－７．２２）
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今回は日系のモンゴル進出企業の中でも成功事例と言ってよい１社にフォー

カスを当てている。失敗事例などのより多角的な報告は次の機会に譲りたい。

　以下では、第１章で、日本・モンゴル間の経済交流の現状を概観し、次い

で、第２章では、対象企業のモンゴル事業を詳細に紹介する。第３章はまと

めである。

１．日本・モンゴルの経済交流の現在

１－１．日本・モンゴルの貿易状況

　近年の日本とモンゴル（日・モ）関係は２、周知のように、政治経済をは

じめ全般的に良好な交流関係にある３。経済交流を中心に簡単に見てみよう。

　最近の日・モの二国間関係は、両国首相の相互訪問をはじめ、いわゆるハ

イレベル交流を活発化させ、幅広い分野で着実に発展している。例えば、「戦

略的パートナーシップ」の構築を目標に、その具体化、強化に向けて、外交

面、経済面、人的交流面で関係を深めている。「経済連携協定」（EPA）の大

筋合意（２０１４．７）やモンゴルの輸出と産業多角化を促進する政策への協力な

どはその一例である４。

　日・モの貿易の状況を見てみよう。財務省の貿易統計によると、ここ６年

間の日本・モンゴルの貿易額は表１の通りである。

　

─────────
２　１９７２年に第二次大戦後の外交関係を樹立し、２０１６年は４４周年
３　その背景に、モンゴル国民の対日感情の良好さがある。少し古いが、２００４年８月のモン
ゴルにおける対日世論調査で、モンゴル人の好きな国・行ってみたい国は、日本はアメ
リカに次いで、第２位であり、日本に親しみを感じる国民の割合は、７２．％。信頼でき
る友邦と考える国民の割合は５０％と高く（信頼できない：５％）、信頼できる理由では、
経済・技術協力、経済的な結びつき、が１位、２位である。さらに、モンゴルに対する
援助に最も力を入れている国・機関については、日本が第１位に挙げられている。外務
省「モンゴルにおける対日世論調査（概要）」（２００５．８）、http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 

area/mongolia/yoron05/　参照。
４　外務省（アジア大洋州局）「最近のモンゴル情勢と日・モンゴル関係」２０１４．８、参照。

Title:研究シリーズ05大江　宏先生 Page:166  Date: 2016/03/11 Fri 10:11:39 



167モンゴル社会に根を下ろす日系企業のビジネスモデル：ケーススタディ

　日・モ間の貿易額は、増加傾向にあるが、２０１５年を除けば、輸出は伸びて

いるものの輸入は横ばいであった。そして表１で一目瞭然であるが、日本に

とって、輸出に比べ、モンゴルからの輸入は圧倒的に少ない。極めてバラン

スを欠く貿易構造である。２０１４年で見ると、主要輸出品目は、自動車（部品

含む）、一般機械、建設・鉱山用機械などが大きな割合を占める。主要な輸

入品目は、鉱物資源（蛍石、石炭）、繊維製品、一般機械などである。

　モンゴルの対外貿易は、日・モ間でも見られるように、鉱物性生産品（鉱

石特に銅精鉱や非貨幣用金、石炭、石油など）を輸出し、自動車、機械類、

鉱物性製品（ディーゼル、ガソリン）を輸入している構図がある。

　モンゴルの２０１４年の対外貿易を見ると、総額１１０億ドル（対前年比３．８％

増）、輸出５７．７億ドル（３５．３％増）、輸入５２．４億ドル（１７．６％減）で、収支は

５．４億ドルの黒字であった。輸入の減少は、投資減少による機械・設備輸入

の減少が大きく寄与している。貿易相手国をみると、輸出相手国は中国が全

体の８８％と圧倒的なシェアを占める。次いで、イギリス（６．９％）、ロシア

（１．１％）、イタリア（０．９％）、スイス（０．５％）と続き、第６位が日本（０．４％）

である。輸入相手国は、中国が最大で全体の３３．８％を占める。次いで、ロシ

ア（２９．６％）、３位が日本（７．０％）である。以下韓国（６．７％）、アメリカ

（４．４％）、ドイツ（３．０％）となる。表２を参照されたい（カッコ内は、２０１３

年の数字）。

　表２から、モンゴルからみて日本は、輸出では中国が圧倒的であるので、

シェアはわずか０．６％だが、順位は第６位と、２０１１年の９位から順位を上げ

てきている。輸入では中国、ロシアの不動の２強には及ばないが、アメリカ、

韓国と３位を争う国である。言わばモンゴルにとって日本は、経済的には中

表１　日本の対モンゴル輸出入の推移（財務省貿易統計より）

２０１５（１１月まで）２０１４２０１３２０１２２０１１２０１０

２７４．０３４５．７２９３．０２７５．３２５６．９１３９．７対モ輸出（億円）

６３．３１８．１１８．６２０．６１４．０２０．１対モ輸入（億円）
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ロに次ぐプレゼンスを大きくしつつある国といえよう。

　ところが、日本にとっては、モンゴルは輸入で第７４番目、輸出で第１２７番

目の貿易相手国である５。日・モ二国間には、経済規模、産業構造に大きな

違いと格差がある。貿易における、輸出入ギャップ、品目上の偏りなどは、

当然生じる話である。モンゴル側では自動車をはじめ購入したい工業製品は

多いが、日本側では鉱物資源は欲しいが、内陸にある発展途上国からの輸入

は輸送的、地政学的な壁も高く、簡単ではないのである。

─────────
５　外務省、２０１４．８資料参照。
６　外務省ホームページ「モンゴル国」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/mongolia/

表２　モンゴル国の対外貿易の上位相手国（２０１４年）

モンゴル国の輸入モンゴル国の輸出

シェア
（％）

金額
（千万�）

相手国順位
シェア
（％）

金額
（千万�）

相手国順位

３３．８１７６．８中国１（１）８７．９５０７．３中国１（１）

２９．６１５４．９ロシア２（２）６．９３９．９イギリス２（２）

７．０３６．８日本３（５）１．１６．２ロシア３（４）

６．７３５．３韓国４（４）０．９５．１イタリア４（５）

４．４２３．０アメリカ５（３）０．５２．８スイス５（１６）

３．０１５．９ドイツ６（６）０．４２．５日本６（８）

輸入総額５２３．７（６３５．８）輸出総額５７７．４（４２６．９）

（出所）NSO Mongolian Statistical Yearbook 2014, および ERINA『北東アジア経済デー
タブック２０１５』より筆者作成．

１－２．日・モ経済関係のもう一つの側面

　ところが日本にとって、日・モ関係は、経済規模だけで捉えられない重要

な側面がある。日本政府は、モンゴルが中国とロシアという両大国に挟まれ

た内陸国だからこそ、まさに地政学的に重視している。幾つかを挙げておこ

う６。
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　・「モンゴルの民主主義国家としての成長は、我が国の安全保障および経

済的繁栄と深く関連している北東アジア地域の平和と安定に資する。また、

モンゴルは豊かな自然と固有の文化を有し、同国への支援は地球環境保全及

び伝統文化保護の観点からも重要」である。また同国は「豊富な地下資源に

恵まれており、我が国への資源やエネルギーの安定的供給確保の観点からも

重要」である。

　・２０１０年に、「戦略的パートナーシップ構築」に向けた日・モ共同声明を

出し、以降両国首脳の往来などで、その強化と具体化の行動を積み重ねてい

る。

　・対モンゴル ODA による経済協力は、２０１３年度までで、約２，３８７億円（円

借款、無償資金協力、技術協力の合計）で、主要援助国・機関の中では第１

位である。

　・モンゴルが社会主義から市場経済に方向転換した１９９０年以来の対モンゴ

ル直接投資額は、累計２億６９３万�（２０１３年９月末現在）で、国としては第

１１位の実績である。

　・日・モ経済連携協定（EPA）は、２０１４年７月に大筋合意に達したが、

２０１５年２月に協定に署名し、モンゴルにとって１番目、日本にとっては１５番

目の EPA がスタートしている。

　・経済協力の重点分野として、①鉱物資源の持続可能な開発とガバナンス

の強化、②すべての人々が恩恵を受ける成長の実現に向けた支援、③ウラン

バートル都市機能の強化、を挙げている。

　上で最初に挙げた日・モの交流、経済協力の趣旨・目的は大切である。こ

れまでのところは、概ねこうした方向での経済協力の積み重ねがあるからこ

そ、先に触れたモンゴル国民の強い親日感情があると言える。建前に終わら

せることなく、また日本の影響力の拡大のためとか、資源確保のためだけに

利用しようとするのではなく、政治的・経済的に発展途上にあるモンゴル国

を、モンゴル国民のための交流・協力としていかなければならない。

　＜戦略的パートナーシップ＞の官民の実践活動はこれからが本番である。
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例えば、モンゴルへの日本企業の進出状況は、支店開設企業はゼロ、駐在員

事務所は３７社、現地法人化した企業数は、３１１社（２０１４年１０月現在）である。

二年前の現地法人化企業１８９社に比べるとだいぶ増加しているが、数として

は多くはない。本節末の表４を参照してほしい。

　在留邦人数は４３９名（２０１４．１０）である７。これに対して、日本におけるモ

ンゴル国籍の外国人登録者数は、５，７９６名（２０１４．１２）である。日・モ間の留

学生数は、日本→モンゴルは７人、モンゴル→日本は１，１１４人とある８。両国

の人口比を考えると、このあたりが交流や協力を建前だけで終わらせないた

めに、十分に力を入れなければならない分野の一つである。

１－３．モンゴル経済の最近動向

　ビジネス活動の市場環境となる最近５年間のモンゴル経済動向を簡単に見

ておこう９。

　・実質 GDP 成長率は２０１１年をピークに３年続けて鈍化し、２０１４年は７．８％

に低下した。２０１４年の、名目 GDP は約１２１億 US �、一人当たり名目 GDP 

は４，０７２ US �、一人当たり実質 GDP は３，２１８ US �、一人当たり名目 GNI

（国民総所得）は４，５１２ US �、でいずれも２０１３年より減少している１０。

　・鉱工業生産額の伸び率も、鉱工業生産額のおよそ６割を占める鉱業のう

ち、銅精鉱や原油などは伸びたが、石炭の輸出減退などで、２０１４年は前年よ

り低下している。

　・消費者物価上昇率も３年連続で二桁台となり、ほとんどの品目で上昇し

た。

　・失業率は、２０１４年は前年と変わらず７．９％。総人口２９９．６万人（２０１４年

─────────
７　JETRO ホームページ、モンゴル：基本情報参照 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/mn/basic_01.html
８　前掲、外務省ホームページ。
９　NSO, Mongolian Statistical Yearbook, 2014&2013, 及び ERINA（２０１５）より作成。
１０　世界銀行の国区分では、モンゴル国は、高中所得経済に区分される。世銀が設定する低
中所得経済との境界値が、２０１４年は一人当たり GNI が４，１２５ US�だからである。
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末）１１　のうち経済的活動人口は１２０．６万人。その９．６万人が失業者になる。

　２０１５年も実質成長率は一層鈍化していて（２０１５年上半期は３．０％１２）、マク

ロ経済の上の傾向は続いている。国際市場変動の大きい鉱物資源と輸出先が

極端に一国に依存していることなどから、景況は下降していて、企業活動に

とって厳しい市場環境である。

　中長期的には明るい話題もある。

　・モンゴル持続可能な長期開発方針　２０１６－２０３０（案）を策定中である。そ

れは、①持続可能な経済開発、②持続可能な社会開発、③グリーン開発、④

ガバナンス・ビジネス開発の４本柱からなる。２０３０年をターゲットに、国づ

くりに重要な、経済成長率（期間平均６．６％）、平均寿命（現在６９．８歳→７８歳）

などの具体的な開発指標を定めている。昨秋国連総会で合意された「持続可

能な開発目標」（SDGs）との整合性も図られ、超党派で取り組もうとしてい

る１３。

　・オユトルゴイ鉱山の第Ⅱ期開発（坑内掘り）に係る４４億�の融資契約が

─────────
１１　ウランバートル市の人口は、１３６．３万人。２０１５年１月には、総人口は３００万人を超えた。
１２　ERINA「北東アジア動向分析」p. ７、２０１５．９、

http://www.erina.or.jp/wp-content/uploads/2015/03/bu15-5.pdf
１３　JICA モンゴル事務所「ニュースレター」２０１５年１２月号．　

http://www.jica.go.jp/mongolia/office/others/newsletter.html

表３　モンゴル国の最近５年間の若干のマクロ経済指標

２０１４２０１３２０１２２０１１２０１０

７．８１１．７１２．６１７．５６．４実質 GDP 成長率（対前年同期比：％）

１０．７１６．１７．２９．７１０．０鉱工業生産額（対前年同期比：％）

１２．８１０．５１４．３９．２１０．１消費者物価上昇率（対前年同期比：％）

７．９７．９８．２７．７９．９失業率（対前年同期比：％）

（出所）Mongolian Statistical Yearbook, ２０１４&２０１３ および ERINA（２０１５）
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締結された。銅・金の戦略的鉱山であるオユトルゴイの第Ⅱ期の開発の目途

が立ったことは喜ばしい。第Ⅰ期開発（露天掘り）では年間約７０万�の銅精

鉱を生産しているが、２０１６年半ばから実施される第Ⅱ期開発（坑内掘り）で

は、２０２０年時点で１７０～１８０万�まで増産される予定。モンゴル政府は、第Ⅱ

期開発による税収増、モンゴル企業の参画、モンゴル人労働者の雇用の増加

を期待しており、マクロ経済的にも、外国直接投資の増加、為替変動の影響

緩和等が期待されている１４。

　・日・モの EPA をはじめ、モンゴルと韓国、中国、ロシアとの間の鉄道、

高速道路、航空路線など輸送力アップの諸協力が合意している。

　・１００円ショップの「キャンドゥ」は２０１５年１２月に、ウランバートルにモ

ンゴル大手のノミン百貨店と組んで、２店舗出店。早期に４～５店舗体制を

構築しブランドを浸透させる。販売価格は一律３，４９９モンゴル・トゥグルグ

の＜均一ショップ＞で、日本の消費者が１商品に約６００円支払う感覚に近い

という１５。

　ここで、次節との関連で、モンゴル国の製造業の事業者（企業）数につい

て表にしておく。

　

─────────
１４　同上「ニュースレター」２０１５．１２．また、オユトルゴイ鉱山については大江宏稿（２０１４．３）
など参照されたい。

１５　「キャンドゥ、海外進出」『日本経済新聞』２０１５．１２．２８夕刊．

表４　モンゴル国の２０１３年＆２０１４年の事業所（企業）数（製造業＆金融業）

前年比（%）２０１４２０１３

１４．１１１３，６０２９９，６０３登録企業数
全国企業数

８．９５９，８４３５４，９２９活動企業数

１４．２９，１８８８，０４４登録企業数
製造業

９．６４，９９６４，１７７活動企業数

（出所）：NSO, Mongolian Statistical Yearbook ２０１４より.
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　活動企業（active establishments）とは、登録（register）企業のうち、実

際に事業を開始している企業である。因みに、登録企業のうちの７２％、活動

企業のうちの６２％が、ウランバートルに所在している。

　また、活動企業全業種（２０１４）の従業員規模別の構成割合は、９人以下が

８５．１％（５０，９３２社）、１０～１９人が６．６％（３，９５３社）、２０～４９人が５．２％（３，１３４

社）、５０人以上が３．０％（１，８２４社）となっている１６。

２．賛光精機株式会社のモンゴル事業経営１７

２－１．賛光精機（株）のプロフィール

　まず、このようなモンゴル国の経済的バックグラウンドにおいて、ウラン

バートルで、地に足を付けた現地事業を展開する、日本の賛光精機㈱のプロ

フィールを見てみよう。

　創業は１９６４年、資本金８８００万円、２０１５年は売上高１６億円（２０１４年・１８．５億

円、２０１３年・１３億円）１８、従業員数７１名、本社工場は埼玉県本庄市児玉町に、

他に創業した蕨市に蕨工場がある。代表取締役社長は清水洋氏、アルミ精密

部品の加工、組立てを主力とする製造業である１９。

　設立当初、ボール盤、タップ盤での穴あけなどの単純加工に始まり、現在

はマシニングセンター設備を用いた切削加工で、空圧機器部品及び複写機内

の光学機器部品の中量品を生産。最近では、半導体製造装置部品も取り扱い、

─────────
１６　NSO, Mongolian Statistical Yearbook 2014.
１７　実地調査：UB に所在する現地法人２社を、２０１４年８月１１日に訪問し、２社の工場見学
とツェンデーフ社長およびバトゲレル QC マネジャーよりヒアリング。賛光精機㈱の日
本本社でのヒアリングは、第１回は２０１３年９月１２日訪問（大江宏、関上哲＆モンゴル国
立教育大留学生ダギーマー）し、清水崇司会長、清水洋社長、清水規正総務部長（モン
ゴル事業担当）よりヒアリングと本社工場見学。第２回は、２０１５年１０月２８日に大江と関
上が本社を訪問し、清水会長、清水規正取締役にフォローアップのヒアリングを行った。

１８　『TEIKOKU NEWS 埼玉県版』県北通信、Vol. １３２（２０１３／０５／０８）p. ９．および２０１６年１月、
メールにて追加ヒアリング。

１９　賛光精機ホームページ参照。http://www.sankou-mc.co.jp/company.html
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高度な特殊加工技術のヘール加工も取得し、信頼と評価を高めている。特に、

創業時から一貫して携わってきたアルミ材加工は強みであり、高精度・高難

度のアルミニウム加工部品に対する顧客ニーズに応えている。２０１０年と２０１２

年に埼玉県経営品質賞優秀賞を、そして２０１３年には同賞の知事賞を受賞して

いる２０。

２－２．モンゴル進出の契機と足取り

　賛光精機がモンゴル事業を展開するに至った契機と足取りはどのようなも

のだったのだろうか２１。

　きっかけは、２００１年１月にモンゴル人技能研修生３人を本社工場に採用し

たことであった。やがて、帰国した３人から２００４年７月に民族の祭りである

＜ナーダム＞見学に誘われ、現清水崇司会長２２　他３名がモンゴルを訪問した。

その折に、モンゴルの文化、社会インフラは未整備だが、暖かい人間性に触

れ、清水崇司会長が以前から抱いていた海外事業化の夢をこの地で実現した

いと考えたことだ。

　２００４年１１月、中小企業基盤整備機構の国際支援アドバイス制度の応援で現

地調査を行い、２００５年２月、モンゴルジャパンサンコウ Co. Ltd を創業した。

資本金１．５万�（独資）、従業員５人で同年９月から切削加工事業を開始した。

　２００８年１月、モンゴルジャパンサンコウにコピー機販売部門を設立し、そ

の後の３～４年で「コニカミノルタ」製コピー機を７００台ほど販売している。

　２０１１年１月、モンゴルジャパンサンコウを３社に分割し、現行体制とする。

　２００４年の現地調査以降の意思決定と行動は素早い。帰国した研修生との強

─────────
２０　埼玉県経営品質協議会ホームページ．http://www.sqa-net.jp/ayumi/index.html#2014
２１　以下の記述は、２０１３／９／１２＆２０１４／１０／２８ の大江らのヒアリングより構成。
２２　現社長の清水洋氏は４代目社長である。清水崇司会長は３代目社長で、２代目社長は、
創業者清水光吉初代社長の長男清水勲氏、勲氏の長男が現４代目社長の洋氏で、勲氏の
次男が３代目社長の崇司氏である。現在モンゴル事業担当の清水規正氏は３代目社長崇
司氏の長男である。なお、社名にある＜賛光＞の由来は、社名選定過程で、候補名の中
から、創業社長光吉氏の＜光＞の字が入っているものを選んだとのことだ（規正氏）。
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いつながりもあり、モンゴル国立科学技術大学との連携、関係機関との協議

など、進出先調査と地ならしを上手に遂行している。

２－３．SANKOU MONGOLIA GROUP ３社の概要

　２０１４年の８月、ウランバートルの同じ建物に所在する SANKOU TECH 

MONGOLIA Co. Ltd. と SANKOU MARKETING MONGOLIA CO. Ltd. 訪

問し、工場見学とヒアリングを行った。以下では３社について、その後の賛

光本社での取材で得たフォローアップ情報も交えて概要を記す。

（１）SANKOU TECH MONGOLIA Co. Ltd.　　　創業：２０１１年１月

　　社長：ツェンデーフ―氏（Tsendeekhuu）

　　資本金：１１．５万 US �（独資）

　　従業員：１８人（２０１３）　→　２５人（２０１５）

　　年間売上高：６，０００万円（２０１３）→　１億円（２０１４）→　１億２，０００万円

（２０１５）

　　事業内容：アルミの精密部品の切削加工（マシニングセンター２３）

　この会社のビジネスモデルは、＜部材はすべて日本から輸入し、加工はモ

ンゴルで行い、できた製品はすべて日本へ運ぶ＞というものである。

　前身のモンゴルジャパンサンコウの創業年の２００５年に、マシニングセン

ター機７台を導入した。これはモンゴル国におけるマシニングセンターの初

の導入企業である。輸送コストと時間がかかっても、製品の高い加工品質・

付加価値、安い製造費（人件費）、見込み生産、日本での製品競争力、何よ

りもモンゴル人による国内先端企業としての誇りと信用などがこのモデルを

─────────
２３　マシニングセンター（Machining Center）とは、日本工作機械工業会の定義にれば、「工
作物の取り付けを変えずに、フライス・穴あけ・中ぐり・ねじ立てなど種々の作業がで
きる数値制御工作機械であり、多数の種類の異なる工具を自動的に作業位置に持ってく
る装置を備えたもの、又は少なくとも二面以上を加工できる構造で、工具の迅速な交換
機能を備えた機械」をいう。http://www.juntsu.co.jp/qa/qa1511.html
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可能にしている２４。

　社長のツェンデーフ―氏は、賛光精機のモンゴル人研修生１期生３人のう

ちの一人で、研修後本社工場でも勤務して、高い技能と日本式のマネジメン

ト能力を習得している。

（２）SANKOU MARKETING MONGOKIA Co. Ltd.　　　創業：２０１１年１月

　　社長：ニャマ氏（Nyamdelger）　

　　資本金：１０万 US �（独資）　　　　　

　　従業員：１５人

　　年間売上高：８，０００万円（２０１３）→　１億円（２０１４）→　１億４，０００万円

（２０１５）

写真１　アルミ精密部品の説明を受ける

─────────
２４　ISO の品質規格の９００１（２０１２）と環境経営規格の１４００１を取得。
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　　事業内容：複写機、印刷機などの事務機器販売、日本を対象とする観光

サービスも開始

　この会社のビジネスモデルは、日本から複写機などを輸入してモンゴル国

内で販売するというもの。B to B の販路開拓が成否のカギを握るが、モンゴ

ル国内の大学および印刷会社でのシェア第一位である。他に政府や日本大使

館、日系企業などに食い込んでいる。ライバルとの激しい販売競争があるが、

主流製品が、複写機から大型オンデマンド機に移行しており、オンデマンド

機の販売競争では先頭を走っている。顧客との強いリレーションシップの構

築がマーケティング活動の要であり、まさに市場開拓で実践している。

　東京外国語大学を卒業していて、日本語も達者な女性社長であるニャマ氏

は、経営手腕も高く、当社はショールームを兼ねた自社ビルを所有している。

（３）SANKOU SOLAR MONGOLIA CO. Ltd.　　　創業：２０１１年１月

　　社長：フレルバートル氏（Khurelbaatar）

　　資本金：５０．４万 US �（２０１３）（２０１１の１０万�から増資）（独資）

　　従業員：２５人（２０１３）→　２６人（２０１４）→　１５人（２０１５）

　　年間売上高：３億５，０００万円（２０１３）→　３億６，０００円（２０１４）→　３億

円（２０１５）

　　事業内容：ソーラーパネルの製造・販売・施工とメンテナンス

　この会社のビジネスは、モンゴル国内では、日照時間が日本の１．５倍ある

モンゴルで、品質・性能の高いソーラーパネルの製造・販売にある。数年前

に日本政府や世界銀行が支援して遊牧民に贈ったソーラーパネル・システム

の一部は賛光精機製品であった。太陽光発電は遊牧民のゲルをはじめ、モン

ゴルでニーズの高い再生可能エネルギーであり、需要が急増し、当社が最も

期待し力を入れてきた分野である。

　他方、２０１２年にソーラーパネルの設置・販売・メンテナンスの太陽光発電

事業に参入した、日本の本社事業と連動して、高品質かつ低コストのソー

ラーパネルの製造・販売の役割を持つ。そのために、生産能力の増強（年間
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１０ MW）、ISO ９００１取得（２０１２）、  認証２５ の取得などの努力をしている。

　ところが、近年、モンゴル国内販売では、中国製や韓国製のパネルとの価

格競争となり、再生可能エネルギーの買い取り制度も機能していないので、

市場が急速に悪化している。また日本でも固定価格買い取り制度（FIT）の

急速な買い取り価格の低下もあり、２０１５年１２月で日本向けのソーラーパネル

の製造・販売を中止した。

　幸いにも、モンゴル国における FIT も動くことが決まり、モンゴルにおけ

るソーラー発電所事業に、設計、関連部材の調達、施工の全てを当社で行い、

さらにメンテナンス体制も整えて、モンゴル・ベースのソーラーパネルに関

する一貫事業に向っている。

　フレルバートル社長も、賛光精機のモンゴル人研修生１期生である。

写真２　整頓されたソーラーパネル製造工場

─────────
２５　ドイツベースの、PV モジュールをはじめ広範な分野の、国際的な第三者認証・証明機
関の技術・品質認証。
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２－４．SANKOU モンゴル事業のマネジメント・スタイル

　ウランバートル（UB）で、SANKOU  TECH  MONGOLIA  Co.  Ltd.  と 

SANKOU SOLAR MONGOLIA CO. Ltd. の工場を見学させてもらって、出

会う従業員みんなから、＜こんにちは！＞と日本語で挨拶され、丁寧にお辞

儀をされて驚く。現地法人の従業員は全てモンゴル人だから、日本人訪問客

へのホスピタリティである。

　このように、モンゴル・グループ各社には日本的な経営方式が導入されて

いる。ここでは現法の特徴的なマネジメント・スタイルを幾つか見てみよう。

はじめに、経営トップの経営理念・経営姿勢を清水崇司会長からお聞きして

いるので、それから紹介したい２６。

（１）モンゴル事業における＜要諦＞

　清水会長は、モンゴル事業における＜要諦＞は、日本にとって利益が出る

こと、モンゴル人（国）のあらゆる生活面や技術面での向上に資すること、

そして好きなモンゴルに自分のできることで貢献することである、と言う。

経営判断における基本姿勢である。

（２）現法３社の経営理念と行動原理

①　SANKOU TECH MONGOLIA Co. Ltd.

　・優れた製品を供給し、社会の発展に協力して信用される会社となる。

　・全従業員の生活のレベルを上げて、感謝の気持ちを持つ社員になる。

　・全従業員の個人の技術を上げて、お客様と一緒に成長しよう。

②　SANKOU MARKETING MONGOKIA Co. Ltd.

・優れたサービスを供給し、モンゴル国の発展に協力して信用を得るよ

うに努める。

　・全従業員の生活のレベルを上げて、感謝の気持ちを持つ社員になる。

─────────
２６　２０１３／０９／１２の本社訪問前に、事前質問で尋ね、清水会長から書面回答していただいた。
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　・全従業員の個々の技術を上げて、お客様と一緒に成長する。

③　SANKOU SOLAR MONGOLIA CO. Ltd.

　　・世界スタンダードを満たした品質の優れたソーラーパネル作り。

　　・モンゴルでナンバーワンの輸出企業になる。

　　・従業員の能力を開発し、顧客、取引先と共に拡大、発展する。

　ものづくりの技術者トップらしい経営理念・哲学である。従業員を能力的

にも人間的にも育て成長させて、そして会社、社会、国に役に立つ人であり

会社でありたい、そのようになろうという経営理念である。日本で、この経

営理念を掲げて違和感を持たれることはまず少ないだろうが、こうしたいわ

ば自助協力、「三方よし」の共生の理念がすんなり受け入れられる社会や文

化ばかりでないことは言うまでもない。しかし、清水会長と同じように、筆

者も、モンゴルでは、この理念が受容される社会・文化のように思える。

（３）人材育成の実践内容

①　社内転勤制度の活用：モンゴル人従業員を、２～３年本社で技術、

仕事に対する心構え、時間厳守、能率、改善活動、ホウレンソウ

（報告・連絡・相談）のコミュニケーションなどの日本式マネジメ

ントの教育・訓練を実施。

②　本社から、だいたい１名が毎月１０日間ほど改善（技術、不良率低減、

在庫、能率など）指導で訪問。

　現法３社の社長はもちろんのこと、マネージャー・レベルが日本語で説明

し、工場内が清潔に片付いていること、従業員が日本語の挨拶してくれるこ

となどの背景が理解できた。現地指導は、ほとんど会長とモンゴル事業担当

取締役の清水規正氏（会長の長男）が当たっている。

（４）モンゴル事業１０年：問題点・課題、魅力、苦楽

　２０１５年はモンゴル事業開始１０周年であった。清水崇司会長に、責任者とし

て取り組んできた１０年を振り返ってもらい、個人的な思いも含めて、ビジネ
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ス上の問題点・課題、魅力・可能性、苦楽、などを率直に挙げてもらった。

　経営上の問題点ないし課題としては、

①　事業展開する企業から見ると、モンゴルの国内市場は小さく、必要

なレベルの材料、工具、部品が手に入りにくい。

②　輸出・輸入ともに輸送コストと日数がかかる。

③　モンゴル事業における投資額が、全社的に見て相対的に大きくなり

がちである。

④　モンゴル人従業員は、一般的に、時間管理が無責任で、集団行動力

の欠如に戸惑うことがある。

　モンゴル事業の喜び・魅力として、

①　設立３社が、少しずつ成長していること。

②　レベルの高い人材を採用できること。

③　モンゴル人の陽気さと気にしない国民性に触れる心地よさがある。

④　モンゴル人と日本人は相性が良いと感じる。親日的だし、日本人の

祖先がモンゴルから来たと感じさせる。

　１年のかなりの日数をモンゴルで過ごす大変さについては、

①　モンゴルがやはり遠くて、飛行機に乗っている時間が苦痛である。

②　モンゴル出張中、自分で車の移動ができず、行動範囲が狭められる

のと、休日に自宅に閉じ籠りがちになるのが苦痛である。

③　コミュニケーションに通訳が必要で、真意が伝えられずに苦労する。

　内陸国モンゴルにおける輸送問題は現在大きな課題である。日本―ウラン

バートル間の輸送ルートのオプションは、現在３つある。

①　日本の積出港→天津新港→（貨物列車）→二連浩特（中・モ国境）

→（積み替え）→ザミーンウデ（モ・中国境）→UB

②　日本の積出港→ウラジオストック→（シベリア鉄道）→ウランウデ

→UB

③　日本の空港→UB・チンギスハーン空港（約６時間）
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　日本本社との関係で、③の空輸が必要となるのは SANKOU TECH MON-

GOLIA である。日本→モンゴルの場合、①ルートで約３０日、③ルートで約

７日を要する。２０１５年には、およそ①ルートで２５％輸送している。輸送コス

トは、空輸はコンテナ便（船）の１３倍以上になる。モンゴル→日本の場合、

空輸コストが大幅に安くなる（３割ほど）ので、全て空輸である。

２－５．賛光精機のモンゴル事業の特徴

（１）モンゴル事業の現在のビジネスモデル

　清水会長のモンゴルへの事業進出という夢を実現し、さらに発展している

賛光精機のモンゴル事業の特徴を再度簡略に整理してみる。

①　現法２社は、独資による製造業、しかも先端技術・設備を持つ。モ

ンゴル国内では、関連産業のリーディング企業として位置づけられ

る。

②　現法２社とも、主として日本の本社から、原材料・部品を輸入し、

モンゴルにおいて高い技能で製造・加工、あるいは組み立て、精密

アルミ加工品やソーラーパネルをほぼ全量、日本の本社へ輸出する

仕組みである。

③　清水会長のモンゴル事業における＜要諦＞は、日本にとっても利益

が出ることであった。モンゴル事業が、本社利益を可能にしている

要素は、日本の十分の一位とみられる安い人件費と高い技能を持つ

現地従業員が２大要素であろう。

（２）現在のビジネスモデルの攪乱要因

①　モンゴルの高い経済成長やインフレ、労働力不足は、人件費を高騰

させている。例えば、SANKOU の従業員の平均月額賃金は、２００５

年は３０万トグルグ（MNT）ほどだったが、２０１５夏には平均で８６万 

MNT になっている２７。単純に為替レートで換算すれば、３０万 MNT 

─────────
２７　２０１５／１０／２８のヒアリングにて。因みにマネージャー・クラス１２０万 MNT、社長クラス１４０
～１７０万MNT。最近のレートは、１ JPY＝１７MNT 前後である。
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は約１万８千円、８６万 MNT は約５万円である。人件費格差はかな

り縮小されてきているとみてよい。人件費の比較優位性だけではビ

ジネスは続かない。

②　レベルの高い優秀な人材を採用し、日本式マネジメントを習得させ

るには、社内転勤制度などで本社での長期間の OJT が必要である。

＜玉磨かざれば光なし＞である。①と関連して、人材採用と教育訓

練が簡単ではなくなる。

（３）持続可能なビジネスモデルへの変革に向けて

　SANKOU のビジネスモデルは、コスト要因（人件費や物流費など）、人材

確保要因、市場競争激化要因などから、現状のままでは、必ずしも将来にわ

たって持続可能ではないであろう。

　しからば、ビジネスモデルのどのような変革が必要であろうか？　パート

ナーとして相性の良いモンゴルの人と国土で、中長期的な戦略モデルは、本

社と現法間の輸出入モデルからの脱出である。

　賛光精機のコアコンピタンスは世界でも先端を行くアルミ精密部品加工な

どの高度な技術力である。国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」へ

部材を供給するなど、その品質と技術力には定評がある２８。もう一つは、モ

ンゴル人従業員の教育訓練・人材育成の理念とノウハウである。この点につ

いても、モンゴル国が賛光精機の多大な貢献を認めて、二度にわたり大統領

「ナイラムダル（友好）勲章」を授与している２９。この「高技術」と「人材

活用」の二つを駆使する、＜内陸拠点ビジネスモデル＞は持続可能なモデル

ではないだろうか？

　本社および日本の強みを利用する輸入モデルと、地政学的に意味あるモン

ゴルの内陸拠点から、巨大市場の、中国に、ロシアに、中央アジアに、ヨー

─────────
２８　前掲『TEIKOKU NEWS 埼玉県版』県北通信、p. ９．
２９　２０１１年に清水崇司会長へ、そして２０１５年９月に清水規正取締役へ授与された。
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ロッパに、競争力の高い高品質製品とサービスの輸出モデルである３０。すでに、

ソーラーパネル事業では、その方向へ舵を切っている。この戦略の今後に大

いに注目している。

３．おわりに代えて

　日本の中小企業の海外進出先として多くの国や地域が候補に挙がるだろう。

進出優良国ランキングなるもので見たらモンゴルは下位の方であろう。いわ

く、人口・労働力が少ない、内陸国、市場規模が小さい、などで。しかし、

モンゴルは不思議な魅力と発展の大きな潜在力を秘めているように思える。

その根拠は、豊富な地下資源、広大な国土、手付かずの自然などがあるのだ

が、それ以上に、モンゴルの＜ひと＞である。本論で触れたように、清水会

長が＜日本人の故郷のような親近感＞を感じさせる国民性である。

　また、国としてのモンゴルも、司馬遼太郎がいうように３１、もっと良く知

りたくなる国なのである。

　実際に日本とモンゴルは、歴史上はじめて自覚的に良好な関係にある。ま

さに両国民にとって真に望ましい「戦略的パートナーシップ」を構築する好

機なのである。

─────────
３０　この点について今回は触れない。すでに同様の問題意識がある。「ユーラシア進出モデ
ル」：西澤正樹「モンゴルの「逆優位」の活用～賛光精機～」（「国際中堅企業」の登場
（３１））『アジア大学アジア研究所所報』第１４７号（２０１２．７．１５）および「回廊型開発」：
JICA セミナー「モンゴル国における経済・産業政策と回廊型開発の発展可能性につい
て」http://www.jica.go.jp/event/ku57pq00000iocps-att/160115_01.pdf

３１　司馬遼太郎は、かつて、シベリア、東北アジア、北アジアにおいて興亡した多くの古民
族があったが、「それらは近代国家の成立まで漕ぎ着けることができず、ソ連や中国の
中で、少数民族として、いわば大民族が作り出した体制の中で、それなりに生きている。
それらの古民族から見れば、モンゴル人はともかくも半世紀前に中国のくびきから脱し
て一国をなすにいたっただけでも、奇観とすべきかもしれない。」と書いている。司馬
遼太郎『モンゴル紀行』p. １７．
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１．はじめに

　発展途上国では、海外直接投資が産業構造の多様化、高度技術の移転、雇

用創出による経済成長を促進するために重要な役割を果している。そして多

くの途上国政府は外国からの投資を誘致するための一つの政策として、関税

の優遇措置や規制緩和等を有する経済特別区（以下、経済特区）を設置し、

その開発を推進している。

　１９７０年以降、中国を初めアジア諸国においては、海外直接投資の誘致並び
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に先進技術移転が各種の経済特区を中心に展開されてきており、それらの経

済特区は当該国の産業育成及び雇用創出に重要な役割を果たしている。

　モンゴル国（以下、モンゴル）では、海外直接投資の誘致と輸出拡大を促

進するために経済特区制度を導入する検討が１９９０年代より展開されていると

言われている。１９９５年には国家大会議の第８７号決議により「モンゴル国にお

ける自由地帯創設に関する構想」が承認された。２００２年には自由地帯にかか

わる法律が改正され、２００３年にセレング県にアルタンブラグ（Altanbulag）

自由貿易地帯、２００４年にドルノゴビ県にザミーン・ウデ（Zamyn-Uud）自由

経済地帯、２００５年にバヤン・ウルギー県にツァガーンヌール（Tsagaan 

Nuur）自由貿易地帯がそれぞれ設定され各々の開発が推進されてきた。

　本論では、モンゴルにおける３つの自由地帯であるアルタンブラグ、ザ

ミーン・ウデ及びツァガーンヌール自由地帯を調査対象として選定し、各々

の自由地帯の概要、インフラ整備の状況とその課題について整理する。

２．モンゴル国における自由地帯制度の経緯

　今日、発展途上国の産業構造の多様化、高度技術の移転、雇用創出による

経済成長を促進するために、海外直接投資は重要な役割を果している。多く

の発展途上国の政府は海外投資を誘致するための一つの政策として、関税の

優遇措置や規制緩和等を有する経済特区を設定して来た。

　１９７０年以降、中国を初めアジア諸国においては、海外直接投資の誘致によ

る先進技術移転が各々の経済特区を中心に展開されてきており、それらの経

済特区は当該国の産業育成及び雇用創出に重要な役割を果たしている。２０１４

年の時点では、世界では１３５カ国と各々の地域に存在する３５００の経済特区が

存在しているが、アジア及び大洋州では１９４箇所の経済特区が存在し、世界

の経済特区が生み出す雇用の約９割以上を占めている（村上、２０１４）。

　モンゴルでは経済特区制度を導入する検討が１９９０年代に既に始まっていた。

１９９５年１２月に国家大会議が「モンゴル国における自由地帯創設に関する構想」
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（以下、自由地帯構想）について、第８７号決議を採択した１。同構想により

自由地帯を設置する目的、その産業上の種類（製造、貿易、サービス業）、

創設する際の基本方針が明確にされるとともに自由地帯を設立するための前

提条件も定められた。

�　自由地帯の設置を外国の標準に合わせる事

�　環境を適切に利用し、自由地帯を設置することにより、開放的経済発展

を維持する事

�　環境、人口、原材料資源、地理的位置、輸送手段等の機会を利用し、外

国投資を誘致し、高度技術の移転を図って、経済能力を改善する事

　２００２年６月２８日、モンゴルでは「自由地帯法」（Law of Free Zone）、「アル

タンブラグ自由貿易地帯の法的地位に関する法律」（Law on Legal Status of 

the Altanbulag Free Trade Zone）が同時に採択され、自由地帯の法的環境

が整備された。

　２００２年制定の自由地帯法は、自由地帯の基本概念、設立目的と条件につい

て定めている。自由地帯設立の目的について、「近代的で高度な技術導入に

よる生産設備の開発を促進し、産業育成や輸出促進・拡大、雇用創出、地域

開発、先進技術の導入」と定めている。また、自由地帯法によれば、自由地

帯とは、国内外からの投資を積極的に呼び込み、特定地域を発展させること

を目的に設置をされた地帯のことを指しており、事業および投資のための特

別扱いができるモンゴル領土の一部を意味すると定義された。さらに、関税

および租税賦課に関しては、領土外として考慮されている。同法律では自由

地帯内に登録できる企業は外国企業に限定されず、一定条件を満たした場合

に、登録が認められる。

　また、２００２年にアルタンブラグ自由貿易地帯の設立に関して国家大会議の

第３８号決議が採択され、総面積５００ヘクタールの自由貿易地帯をセレング県

のアルタンブラグ村に設置すると決定した。さらに、自由貿易地帯の設置に

─────────
１　「モンゴル国における自由地帯創設に関する構想」モンゴル国家大会議の第８７号決議
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関する条件、政府機関の権限、モニタリング機構、法的基礎の決定、特別税、

特別関税条件の実現等の規制が定められている。その１年後、「ザミーン・

ウデ自由経済地帯の設立」に関して、国家大会議の第１７号決議が採択され、

ドルノゴビ県のザミーン・ウデ村にザミーン・ウデ自由経済地帯を設立する

ことが決定された。その総面積は９００ヘクタールである。

　さらに、２００３年６月２０に、「ザミーン・ウデ自由経済地帯の法的地位に関

する法律」、「ツァガーンヌール自由貿易地帯の法的地位に関する法律」が国

家大会議で採択され、実施に関する規則と、自由貿易地帯で創業する企業及

び個人に対する税制上の優遇措置を決定している。また、同年の１２月１８日、

「ツァガーンヌール自由貿易地帯の設立」に関して国家大会議の第２７号決議

が採択され、バヤン・ウルギー県のノゴーンヌール村にツァガーンヌール自

由貿易地帯が設立されることになった。

　このように、２００２年の自由地帯の構想に基づいて、北部国境にアルタンブ

ラク自由貿易地帯、南部国境にザミーン・ウデ自由経済地帯、西部国境にツァ

ガーンヌール自由貿易地帯を建設することになっており、各自由地帯の目的

は当該地域の経済開発の促進及び新しい雇用創出のためであった。

　モンゴル政府は各自由地帯の発展及び海外直接投資の誘致を促進するため

に、２０１３年に外国投資法の改定を進め、２０１５年２月に２００２年の自由地帯法の

大幅改正を実施している（表１）。

　このように、モンゴル政府は自国の経済成長を通じた国民の生活向上を実

現する上で、海外直接投資誘致の重要性を理解しており、特にアルタンブラ

グ、ザミーン・ウデ及びツァガーンヌール自由地帯の開発により、海外投資

の誘致を促進するとの期待を掲げている。

　現在、３箇所の自由地帯開発が期待通りに推進されていないが、その最大

の障害はインフラ整備の不足及び開発に必要な資金の不足である。今後も自

由地帯の開発に必要な公的資金は国家予算からの財政支援があまり期待でき

ず、外国の援助及び外資企業の投資に依存せざるをえない。

　また、もう一つの障害は３つの自由地帯は地理的には大量の商品・貨物の
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搬出入が可能な港湾に隣接していないこともあり、国際市場へのアクセスは

基本的にはロシアと中国に限定されている等があげられる。

　モンゴルにおける自由地帯である、①アルタンブラグ自由地帯、②ザミー

ン・ウデ自由地帯、③ツァガーンヌール自由地帯の所在地は後掲の図１のと

おりである。

　以下、ザミーン・ウデ自由地帯、ツァガーンヌール自由地帯の概況を簡単

に触れておきたい。

表１．モンゴル国における自由地帯の経緯

内　容日　付

「モンゴル国における自由地帯創設に関する構想」について、モン
ゴル国家第４９会議にて第８７号決議を採択した。

１９９５年１２月

モンゴル国法律「自由地帯法」及び「アルタンブラグ自由貿易地帯
の法的地位に関する法律」が同時に採択された。また、「アルタン
ブラグ自由貿易地帯の設立」に関して、国家大会議の第３８号決議が
採択され、その総面積を５００ヘクタールと決定した。

２００２年６月

モンゴル国法律「ザミーン・ウデ自由経済地帯の法的地位に関する
法律」が採択された。

２００３年６月

モンゴル国法律「ツァガ－ンヌール自由貿易地帯の法的地位に関す
る法律」が採択された。

２００３年６月

「ザミーン・ウデ自由経済地帯の設立」に関して、国家大会議の第
１７号決議が採択され、ザミーン・ウデ自由経済地帯の総面積を９００ヘ
クタールと決定した。

２００４年４月

「ツァガーンヌール自由貿易地帯の設立」に関して、国家大会議の
第２７号決議が採択された。その総面積を７０８ヘクタールと決定した。

２００５年１２月

自由地帯開発促進のため、第３７号の政令により第一副首相が委員長
となり自由地帯委員会が創設された。

２００９年２月

第１８７号の政令により、「ザミーン・ウデ自由経済地帯のマスタープ
ラン」が承認された。

２０１１年６月

２００２年の「自由地帯法」を改正する形で新たな「自由地帯法」が成
立した。

２０１５年２月
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２．１　ザミーン・ウデ自由地帯の概要（Zamyn-Uud Free Zone）２

　ザミーン・ウデ自由地帯はドルノゴビ県のザミーン・ウデ村にある。ザ

ミーン・ウデ村はモンゴル・中国国境の交通の要所であり、首都ウランバー

トルから７８０キロメートル、ドルノゴビ県都サインシャンダ町から２３０キロ

メートル、モンゴル・中国の国境からは４．５キロメートルの場所に位置する。

　２００３年６月にザミーン･ウデ自由地帯の法的地位に関する法律が国家大会

議で採択された。実施に関する規則と、自由地帯で創業する企業及び個人に

対する税制上の優遇措置を決定している。

　２００４年にザミーン・ウデ自由地帯の設立について、国家大会議の第１７号決

議が採択され、その面積を９００ヘクタールと決定した。同年にザミーン・ウ

デ自由地帯が公式に開催された。

　当初、モンゴル政府がザミーン・ウデ自由地帯のインフラ整備建設に国内

外投資家により実施する方針を持っていたため、２００４年～２００７年の間、イン

図１．モンゴルの自由地帯の所在地

─────────
２　２０１５年２月１２日に改正「自由地帯法」が成立され、「ザミーン・ウデ自由経済地帯」の
呼び名が「ザミーン・ウデ自由地帯」に変更された。
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フラ建設への公的資金は一切投じなかった。インフラ整備への投資家資本誘

致政策が予定どおりに進まなかったため、結局、外国の援助・融資頼みになっ

ている。

　２００８年に国家大会議の第４１号決議が採択され、中国政府のソフトローン及

びモンゴル政府の公的資金により「ザミーン・ウデインフラ整備改善プロ

ジェクト」を実施することになった。その後、２０１１年６月２２日第１８７号の政

令により自由地帯マスタープランは承認された。マスタープランでは、９００

ヘクタールの土地に対し行政管理、住宅、工場・倉庫、観光、商工・ビジネ

スといったサブゾーンに区分けをし、経済事業活動を行うための、社会的、

且つ、インフラ環境を整えた自由地帯になるよう計画されている。プロジェ

クト実施者（中国企業）は、それらの整備に関する調査等を行い、２０１１年１２

月に FS が完了し設計図も整備された。

　２０１５年６月までに、インフラ整備のために、モンゴル政府が８８０万米ドル、

中国政府のソフトローンが５０００万米ドルを投資している。ザミーン・ウデ自

由地帯のインフラ整備改善プロジェクトの第１段階では、ザミーン・ウデ村

及びザミーン・ウデ自由地帯のＢ、Ｇのサブゾーンのインフラ整備が行われ

ている。プロジェクトでは、暖房供給、電力供給、上下水道施設、道路、通

信の工事が実施されており、２０１５年末には、主要なインフラ整備が完了する

予定である。

　ザミーン・ウデ自由地帯の９００ヘクタール面積のうち民間に提供する土地

については、現時点では、進出を希望する企業から申請が多数に及んでおり、

企業からの投資事業案件（投資計画案）に対して事業認可を与える手続き中

である。

２．２　ツァガーンヌール自由地帯（Tsagaan Nuur Free Zone）３

　２００３年に国家大会議でツァガーンヌール自由貿易地帯の法的地位に関する

─────────
３　２０１５年２月に改正された自由地帯法により「自由貿易地帯」という呼び名が「自由地帯」
に変更された。
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法律が採択され、その２年後の２００５年１２月にツァガーンヌール自由貿易地帯

が公式に設立された。自由貿易地帯の目的は西部地域経済に最新の技術的解

決の開発と適用の普及、製品とサービスの競争力の増大、新しい雇用創出の

奨励などである。

　ツァガーンヌール自由地帯の総面積は約７０８ヘクタールであり、バヤン・

ウルギー県のノゴーンヌール村に位置している。ノゴーンヌール村はアルタ

イ山脈を中心とした山岳地帯に位置しており、首都ウランバートルから１７００

キロメートル、ロシア国境から２８キロメートル、中国国境から２２５キロメー

トル及びカザフスタン国境から１９０キロメートル（ロシア経由）の距離にある。

　バヤン・ウルギー県は、ロシア国境町タイシャント（Taishant）と中国国

境ウラーン・ウール（Ulaan-Uul）市を結ぶ２６０キロメートルのアジアハイウェ

イ４号線が計画される戦略的な位置にある。図２はモンゴルのアジアハイ

ウェイ路線の概要を示している。

　ツァガーンヌール自由地帯のインフラ整備に当初は１１００億トグルクの公的

資金を投じる計画であったが、２００５年～２０１１年にかけて政府による公的資金

は１４億トグルクと不足している。その資金では自由地帯の柵、国境検査機関

図２．ツァガーンヌール自由地帯とアジアハイウェイ４号線

出典：http://www.mlit.go.jp/kokusai/kokusai_tk3_000101.html を基に作成
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や管理事務所の建物が完成しているものの、インフラ整備等がまだ不十分で

あるため、現時点では企業の進出が進んでいない。

３．アルタンブラグ自由地帯（Altanbulag Free Zone）４

　２００２年６月２８日に、国家大会議はモンゴル北部のセレンゲ県のアルタンブ

ラグ村周辺の５００ヘクタールの土地に、アルタンブラグ自由貿易地帯を建設

するための法案を可決し、アルタンブラグ自由貿易地帯を創設する第３８号決

議を公布した。

　セレング県アルタンブラグ村はロシアと国境を接し、首都ウランバートル

から３３５キロメートル、セレンゲ県都スフバータル町から２４キロメートルに

位置する。アルタンブラグ村は、国境の貿易を行う重要な拠点として、歴史

的にもロシア、中国の商人が貿易を行う商業の町として栄えた。同県のスフ

バートル町の人口は約２３万人で、一方、アルタンブラグの人口は約５０５１人

（２０１５年８月時点）である。主要産業は、牧畜、播種農業、小規模加工業

（パン工場、裁縫工場、木材加工業等）になる。また、良質な土地というこ

ともあり、旧社会主義時代から播種農業が盛んな地域でもある。交通に関し

ては、ロシアと中国を繋ぐ１５３１キロメートルの国際鉄道路線が、セレンゲ県

都スフバータル町を通過するため主要な物流ルートである。アルタンブラグ

自由地帯は国際列車の停車駅でもあるスフバートル駅から３０キロメートルの

付近にあるが、アスファルトの舗装道路が整備されている。

　自由地帯の設置目的は国内外の投資家に最適なビジネス環境を提供するこ

とによって投資を誘致することによりの地域の経済発展に貢献することであ

る。

　その後、２０１１年６月２２日のモンゴル政府の第１８７号の政令により、「アルタ

ンブラグ自由貿易地帯のマスタープラン」が承認された。マスタープランに

─────────
４　２０１５年２月に改正された自由地帯法により「自由貿易地帯」という呼び名が「自由地帯」
に変更された。
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は、５００ヘクタールの土地に対し基本方針に照らし合わせて行政管理、住宅、

工場・倉庫、観光、商工・ビジネスといったサブゾーンに区分けをし、経済

事業活動を行うための、社会的、且つ、インフラ環境を整えた精度の高い地

域になるよう計画されている（図３）。

３．１　自由地帯運営組織　－アルタンブラグ自由地帯管理事務所

　２００４年に省大臣命令第３号に基づき、アルタンブラグ自由地帯の戦略的開

発事業者の選定入札を実施されたが、入札参加者による開発計画書は入札の

図３．アルタンブラグ自由地帯の全体プラン

写真１．アルタンブラグ自由地帯の概観
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条件を満たすものが提出されていない。

　現在、自由地帯の開発・運営はモンゴル政府が主体となるが、直接管轄し

ている省庁としてはモンゴル産業省（Ministry of Indsutry）である。そして、

モンゴル産業省の下にある「アルタンブラグ自由地帯管理事務所」（Altan-

bulag Free Zone Administration）は、同自由地帯の開発・管理・運営の指導

を担当する国家行政機構である。従業員が約４２人勤務しており、その内訳は、

首都ウランバートルの事務所に２６人、セレング県のアルタンブラグ自由地帯

事務所に１６人となっている。

３．２　インフラ整備及び企業進出の状況

（１）政府によるインフラ整備への投資

　現時点では同自由地帯のインフラ整備が未完成である。国内外の企業進出

を促進するためには、自由地帯内部及び周辺のインフラ整備が重要な課題と

なっている。

　２００４年にアルタンブラグ自由地帯の開発計画が承認されてからモンゴル政

府は当自由地帯に対してインフラ整備に公的資金を投資している。２００３年以

降、政府はアルタンブラグ自由地帯のインフラ整備のため、合計２２９．８億ト

グルクの公的投資を行った。その内、２０１０年～２０１２年の３年間において、２０１

億トグルク（８年間の総投資額の８７．４％）を捻出している（図４）。

　アルタンブラグ自由地帯のインフラ整備向けに支出された政府による公的

資金で表２に示すインフラ工事が実施されている。

　モンゴル政府による公的投資だけでは自由地帯におけるインフラ整備の開

発を推進することができないために民間資金の投入が必要となってきている。

このため、政府によりこれまでのアルタンブラグ自由地帯事務所が主体と

なった従来の自由地帯のインフラ整備開発の枠組みにとらわれず、民間企業

にも参加を促すとともに、様々な政策手段が打ち出されている。その一つは、

２０１５年６月、工業省が展開するコンセッション契約入札である。政府は、

様々な施策の中で、こうした自由地帯の開発を推進するための方策を模索し
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ている。

（２）企業進出の状況

　　� 　国内企業の投資状況

　２００６年からアルタンブラグ自由地帯管理事務所は国内外の投資家と投資契

約を結んでいる。投資契約及び登録した企業数はザミーン・ウデ及びツァガー

図４．公的資金金額

表２．インフラ整備の状況

説　明インフラ整備工事

水源井戸７、１１キロメートル水道配管の工事、５０�貯水
施設、取水・導水ポンプ施設

上水道整備工事１

７．４キロメートルの上水配管、１１キロメートルの下水配管自由地帯内外における給
水施設

２

貯水量８０�の貯水池貯水池３

セレング県都スフバートル町から２５キロメートルの給水
配管、１２台の取水ポンプ施設

２５キロメートル下水道配
管、取水ポンプ施設

４

電力 ３９１５A電力供給設備５

長さ９４４５．５ｍ、幅１～３メートル、高さ２．４メートルの洪
水防止用のコンクリート放水路

洪水防止用放水路（堤）６
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ンヌール自由地帯よりはるかに多い。同自由地帯に進出しているのはモンゴ

ル企業が中心であるが、、２００３年から２０１５年５月２５日までに自由地帯に国内企

業１６５社、外資系企業５社が投資契約・登録済である。自由地帯内で経済活

動を実施する場合、様々な税優遇が適応されるが、実際に地帯内で操業して

いる企業は数社しかない。現時点では、国内企業４社が経済活動を実施して

いる。

　２０１５年９月の時点では、アルタンブラグ自由地帯への国内企業による投資

総額は５２億トグルクに達している。その内、投資金額が多いのは NorsBars 

社による２階建ての４０００�ショッピングセンター（投資金額２５億トグルク）、

Uguumur Bayanbulag 社のコンクリート工場（７億トグルク）、Ｓolongo 

Invest 社の食品販売店（１．３億トグルク）などである（写真２、写真３、写

真４）。

写真２．ショッピングセンター 写真３．コンクリート工場

写真４．食品販売店
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　　� 　外資系企業の投資状況

　数は少ないが既に登録済み外国企業もある。２０１５年６月８日、アルタンブ

ラグ自由地帯管理事務所（Altanbulag Free Zone Administration Office）と

中国投資系企業 Ursgal Zam 社の間に「Shine Naimaachin 町」という卸売セ

ンター建築に関する投資契約が結ばれた。１４００�の土地に実施されるプロ

ジェクトの総額は８３０万米ドルで、３つの段階に渡りショッピングセンター、

事務所及び倉庫が建設されることになっている。その結果、商品・金・人の

流れが促進されるとともに地域の経済促進にも繋がるとの期待がある。

　政府は、アルタンブラグ自由地帯への投資収益を高め、また投資企業によ

る事業開始および物流を構築するため、アルタンブラグ自由地帯に旅客、貨

物、輸送機関のための臨時規則を承認した。規則には自由地帯に外国人をビ

ザ無しで入域させ、貨物、輸送機関をゼロ関税で自由に出入りさせ、企業設

立時の登記手数料を免除するなど、国境検査機関の権限を強化し明記した。

　また、２０１５年の「自由地帯法」により、地域住民の個人貿易を支援するた

め、旅客の個人用途の食品および家庭用途の電化製品の割り当てを定め、割

り当てに含まれない品目については３００万トグルク以下の商品を自由地帯か

ら国内に非課税で持ち込む規則を実施している。

４．終わりに

　以上、各々分析した点をまとめると次のようになる。発展途上国において

は自由地帯開発が海外投資を誘致するための国家戦略上の重要な政策として

位置づけられている。

　現在、モンゴルにおいては政府主導の下で３カ所に自由地帯が設立され、

政府主導の下で開発及び運営が進められている。しかし、法的環境及び税制

優遇措置をはじめとする様々なインセンティブを付与したにも関わらず、海

外投資の誘致及び先進技術の導入に結び付いていない。自由地帯の開発計画、

法令の準備はあるものの、全体的にインフラ整備、開発資金及び運営面での
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課題が残されている。

　ツァガーンヌール自由地帯の場合は、インフラ未整備でその開発が殆ど進

んでいない状態である。ザミーン・ウデ自由地帯では、外国政府の資金融資

等を受けて、モンゴル政府の主導でインフラ整備の開発が推進されているが、

まだ未完成である。

　一方、アルタンブラグ自由地帯に関してはインフラ整備が開発段階である。

政府が初期投資をしたものの途中で公的資金が枯渇してしまい、インフラ整

備の開発が進んでいない状態である。自由地帯の開発が計画とおりに推進で

きていない最大の障害は開発に必要な公的資金の不足である。

　政府主導の開発では、自由地帯の立地や規模、開発時期等を政府が決める

ことができるメリットもあるが、アルタンブラグ及びツァガーンヌール自由

地帯の状況からもわかるように、効率的な運営が困難となる場合がある。

　優遇税制、法的整備、立地等において、隣国の中国及びロシアの経済特区

より高い優位性がない限り、海外投資を誘致し産業発展を図ることは難しい。

また、自由地帯は税制優遇措置などのインセンティブだけではなく、インフ

ラ整備が不可欠となっていることが重要である。自由地帯の運用を開始する

ために必要なインフラとして、電力、上下水道、熱供給、通信、市場アクセ

ス等の環境条件が整備されない限り投資家の要求に適応せず、海外投資を誘

致することは難しいと思われる。
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「２０１４年夏　モンゴル調査旅行日誌：　　　　
　　エルデネト鉱山とフブスグル湖を中心に」

河合　伸泰・大江　　宏　

A Travel Diary to Erdenet Mine and Lake Hovsgol,

Mongolia in 2014 summer

 Nobuyasu KAWAI　Hiroshi OHE　

はじめに

　２０１４年夏のモンゴル実地調査は、首都ウランバートル（UB）から約３８０�

西北方面にあり、国が「戦略的鉱床」の１つと指定する「エルデネト銅鉱

山」（Orhon 県 Erdenet 市所在）や、エルデネト市からさらに西北方向に約

４００�に所在する、モンゴルを代表する国立公園内の自然観光スポットのフ

ブスグル湖（Hovsgol 県所在）周辺の訪問である。

　ウランバートルから約８００�の移動は、往路は運転手つきのマイクロバス

をチャーターし途中を見学しながらの５泊６日の旅程であり、復路は時間節

約のためにフブスグル県の県都のムルン（Moron）からウランバートルまで

空路を移動した。

　ウランバートルでは企業やモンゴルおよび日本の政府関係機関・組織を訪

問した。

　今回の参加メンバーは６名１。以下では、旅日誌の紹介後に、エルデネト

─────────
１　大江宏（経営学部教授）、Jamsranjav Baasankhuu（嘱託研究員）、荒井紀子、南波正仁、
南波多美子、河合伸泰（以上４名は研究会オブザーバー）、Bayambaa Oyuntuya（コー
ディネーター＆通訳）（いずれも実地調査時点）。
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銅鉱山と観光地フブスグル湖の訪問内容を記したい。

　　　　　　

１．旅日誌から（２０１４年８月４日～８月１３日）

８月４日（月）　成田空港－チンギスハーン空港

　１４：４０モンゴル航空５０２便（MIAT）にて成田空港を発ち、６時間弱の飛行

でウランバートル（UB）のチンギスハーン空港に到着。出迎えのバーサン

フー氏らと UB 市内のいつもの Flower Hotel へ。空港から UB 市内への幹

線道路は、昨夏はまだ工事中で渋滞道路だったのに、三車線の舗装道路に変

身していた。空港周辺には新たな建築物が幾つも出現し急速に変貌している。

　大気汚染と渋滞対策の乗車規制（ナンバーの下一桁による規制）が功を奏

しているのか想像よりもスムーズに市内に入ることができた。

８月５日（火）　ウランバートル－エルデネト

　朝６時、手配していた運転手つきのマイクロバスでエルデネトを目指して

移動開始。道すがら、ガソリンスタンドに寄り給油するほかに金属製のタン

２０１４年のモンゴル調査旅行先の位置とルート
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クにも燃料を補給する。日本では考えられない光景であるが、次のガソリン

スタンドまで数百キロあるモンゴルでは当たり前の光景。また、市街から幹

線道路に出る際、ゲートがあり、通行税を支払った。幹線道路は高速道路の

ような扱いである。

　幹線道路に出て程なくして、車が「オボー」（石などを積み上げて作った

日本の道祖神のようなもの）に立ち寄り、そこで旅の安全を願う。最近では

そんなふうにする人が減っているそうだが、大部分の車がどこかしこのオ

ボーで旅の安全を祈願するようでとても興味深い。

　幹線道路は舗装されており、どこまでも続く大草原の中を進んでいくが、

所々に社会主義時代の名残である大規模な小麦畑が点在しており、その広さ

は日本では考えられないような見渡す限りの大きな畑もあった。

　数時間も車に乗っていると用も足したくなるが、そんな場合には運転手に

その旨を伝えれば、車を路肩に止めてくれる。ずいぶんと開放感のあるトイ

レだと思いつつ丘を登っていくと、その先にはさらに草原が続いていた。辺

道に捨てたれたゴミ
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りを見回すと何かが落ちており、よくよく見ると辺りには大量のゴミが落ち

ていた。生活ゴミだけではなく、明らかに産業廃棄物のようなものもあり、

モンゴルでもゴミが適切に処理されずに、環境を破壊しつつある現場を見せ

られた。

　ウランバートルから北のロシア国境に向かう幹線道路と鉄道が通るトウブ

県、ダルハン－オール県（ダルハン市）、セレンゲ県、そしてダルハンの手

前で西に分岐する道路と鉄道が通るオルホン県（エルデネト市）、バルガン

県などは、モンゴルの鉱工業地帯でもある。と言っても工場が連なる風景で

はない。広大なステップのところどころに繊維製品や乳製品・飲料などの製

造業があり、都市の近くに火力発電所の煙突が見えるといった具合である。

　１時近くに、モンゴル最長のオルホン川を渡る２。昼食後、再び大平原を

西に進むと、突然大きなタイヤがオリンピックカラーのように塗り分けられ

た看板が現れ、エルデネト市３　に到着（３時）。今回調査の大きな目的はエル

デネト銅鉱山の見学であり、エルデネト市はエルデネト鉱山とともにある街

である。

　エルデネト鉱山会社（Erdenet Mining Corporation LLC）を到着早々に訪

ねる（後段で別途説明）。

　会社ではまず現場での注意事項や鉱山の説明を受けてから、ヘルメットと

目立つビブスを渡され車にて採掘現場に移動した。発破作業は都合が合わず

見学できなかったが、鉱山の規模は圧巻で、現在５階建てのビル相当の露天

掘りが進んでいるとの事であった４。

　他方で、その規模で採掘しているため、採掘残土や、選鉱過程での残土

が大量にでており、それらを処理している残土の見学に向かった。残土の

─────────
２　オルホン川（１，１２４�）は、北でセレンゲ川と合流し、ロシアのバイカル湖にそそぐ。
バイカル湖からシベリアを縦断する大河、エニセイ川の水系にあたる。

３　エルデネト市は、人口約１０万人で、１４０万人ほどの UB にはるかに及ばないが、モンゴ
ル第２の都市であり、人口約９万人のダルハン市が第３位である。

４　２０１３年は、２９×１００万ｔ採掘。
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山は現在掘っている山と同じ高さまで積み上げられており、その大きさは 

googleearth で確認することができるほどである。当然であるが、２００７年か

ら残土の緑化計画を進めていて（毎年　４ ha の７０�の覆土と植栽）、その現場

に連れて行かれ説明を受けるが、時間経過の割にはさほど成功している風は

なかった。

　銅山では銅鉱石を選鉱・精鉱化する過程で膨大な量の石灰を使用する。石

灰を含む廃水を処理するための沈殿槽として鉱山の反対側に人口のダムを作

り、廃水を貯めていた。石灰が沈殿して溜まり、地表に剥き出しになると石

灰が風に舞い上げられ、エルデネトの市街地に吹きこんでしまう事が問題と

なっており、うまく処理できる方法があればぜひ教えてほしい（ビジネスと

して）と何度か言われたが、今回の訪問団に協力できる人はいなかった。

　エルデネト社が管理するソヴィエト時代の古いロシア風のホテルへ宿泊。

エルデネト社はロシア（４９％）とモンゴル（５１％）の合弁会社のため、エル

露天掘り場
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デネトに来るロシア人も泊まる宿だけあって、電化製品もかなり充実してお

り古いながら快適であった。

８月６日

　昨日に引き続き、９時から工場見学。まず、この鉱山では銅精鉱の輸出ば

かりでなく、一部をここで地金にまで製錬・加工しているので、その製錬過

程から見学する。猛烈な刺激臭が立ち込める作業場の硫酸銅水溶液を、電解

精錬で純銅（９９．９９％）を作り出している。取り出した銅板を銅線に加工す

る工場（ERDMIN COPPER WIRE PLANT）に移動する。銅板を伸ばし、電

気ケーブルやオーディオケーブルなどを製造していた。製品の輸出先は中国

とロシアとのことであった。

　その後、エルデネトの本社を訪ね、昨日見学できなかった選鉱工場の見学

を依頼し、午後から見学することになった。本社内には、市の FM 局なども

あり、市と会社の親密な関係を窺い知れた。

残土の山の上から
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　選鉱工場では、巨大なベルトコンベアや鉱石粉砕機（２８０ｔ／ｈ）などを工

程順に見学させてもらい、アジア最大級の銅鉱山の機械設備の規模を実感で

きた。

　予定より遅い時間になってしまったが、次の目的地ムルンを目指し出発。

途中メンバーのバーサンフー氏所縁のブルガン市に寄って、氏の知人が経営

する民営の産婦人科病院を見学した後、Unit ツーリストキャンプを宿泊地に

決め、夕食までの時間で、近くの Uran-Togoo 火山という名の山に登ること

に。１６００�ほどあるらしいがステップの標高が高いので車を降りて２０分ほど

で頂上に。頂上には丸い綺麗なカルデラがあり、３０分ほどで一周できる。周

辺はバルガン県の自然保護地区である。夜９時近くなり、かなり暗くなった

がなんとかキャンプに戻り、夕食、そしてゲルテントで就寝。盛り沢山の一

日であった。

８月７日

　朝から雨。８時に出発。ムルンまでの３００�のうち２００�が悪路らしい。雨

でぬかるみ、しかも起伏のある山道の未舗装道路でトラックも乗用車も、

4WD 以外は泥にはまり空回り。みなで協力して押したり、動ける車が引っ

張ったりして移動していた。夕方には雨も止んだが、我々の車も何とか脱出

し、フブスグル県の県都ムルンに到着。舗装化工事が進んでいたが、県都に

つながる幹線道路であり、早い完成が待たれる。＜５０°１００°＞ホテルに泊

まる５。

８月８日　フブスグル湖（後段でさらに触れる。）

　雨模様。前日の車のトラブルの影響で車を修理する必要があったため、修

理を待つ間、ムルン市内を散策。博物館と寺院を見学することとなった。

　フブスグル県博物館は小規模ながら充実しており、この地方に伝わる彫金

─────────
５　ムルン辺りは、北緯５０度東経１００度に近く、そこからこの名前が付いた。
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の技術や、モンゴル各地の部族の衣装、フブスグル湖周辺の動植物や鉱物な

どの展示を、ガイドの説明を聞きながら１時間ほど見学した。

　ダンザダルシャー僧院は、広大な土地に寺院とそこに住む僧のための宿舎、

さらには巨大な仏像が建立されていた。建物は４棟ほどしか無く淋しい感じ

がしていたが、話を聞けばソヴィエト時代に建物の多くが破壊され、１９９０年

以降に再建が始まったとのことだ。

　車の修理も終わり、午後から約１００�北にあるフブスグル湖への入り口の

ハトガル（Hatgal）へ向かう。ハトガルへの道は両側に広大な平原が広がる

一本道で、時々山羊や羊が出てくるようなのどかな舗装道路で、天気も回復

し、やっと気持ち良いドライブとなった。

　フブスクル国立公園に入るには、ハトガルの検問所のゲートをくぐるが、

そこで観光客は入園税を払い、ゴミ袋を渡される。そのゴミ袋に、自分たち

が出したゴミを入れて持ち帰り、ゲートを出るときにゴミ袋ごと渡すシステ

ムである。

　ハトガルを通過して、湖の西岸を進み、トナカイを飼うツァータン族を探

したが、周辺には居住せず、夏は観光客相手にキャラバンで湖畔に来るらし

い。ようやく道端にそのキャラバンを見つける。お金を払い、すっかりくた

びれた様子のトナカイと記念撮影。民芸品や薬草なども販売していた。

　フブスクル湖は淡水湖としては透明度が世界第２位（実際は１位になった

のではないかといわれている）を誇り、湖畔からかなり遠くの湖底を見るこ

とができた。しかし急速な観光地化や周辺の家畜の増加に伴い、どうしても

フブスクル湖
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生活雑排や家畜の糞尿の影響で、少しずつ透明度が損なわれているようであ

る。ツーリストキャンプを視察後、オデイプ Camp に宿泊

８月９日

　早朝に湖畔の散策。メンバーそれぞれ、日の出を見に行ったり、湖の南端

近くの山に登ったりする。湖は標高１６５０メートルほどにあり、この時期にす

でに明け方には霜が降りるほどの冷え込みようである。

　沖合いに張り出した湖畔の先まで行ってみると、キャンプの影響もなくな

り、透明度が増し見事な美しさであった。モーターボートで湖上遊覧や対岸

の探検など、この旅で一番リラックスして世界有数の観光資源を満喫した。

ハトガルキャンプに宿泊。

　ハトガル港はモンゴル唯一の「港」であり、観光遊覧船や貨物船が運航さ

れており、冬季に湖が氷結すると橇やトラックでの交通路になるとのことだ。

ハトガルのツーリストキャンプで
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その時期の氷上祭りも知られている。

　キャンプに近い露店商を覗いているとき、日本人の集団が居るので、近づ

いて聞くと新潟県の知事や議員の訪問団であった。新潟県とフブスクル県が

友好交流協定を結び、その覚書を交わすために来ていたようだ。

８月１０日　ハトガル－ムルン－ウランバートル

　ハトガルを後にムルンにもどり、３５００年～４０００年前に作られたといわれる

鹿石（Dear Stone Monument）や人面が掘られた石柱などの古代の墓石が発

見された、オーシギン・ウブリーン遺跡へ向かう。ガイドブックにも出てい

るのに、運転手が場所を知らず、散々走り回ってようやく到着した。近年鹿

石が売買目的で盗まれることが多く、フェンスで囲まれて遺跡保護が始まっ

ていた。

　復路は、Moron 空港１８時発の飛行機であっと言う間に UB へ。Flower 

Hotel にこれより三泊。

８月１１日　ウランバートル市内

　午前は、日本の澤田ホールディングス傘下のハーン銀行を訪問して、融資

担当と CSR 担当のマネジャー Enkhbayar 氏にヒアリング。どのような基準

で環境融資を決めるのか、環境に配慮しない企業にはどう対応しているのか、

など種々の質問が出た。ハーン銀行は、モンゴル全土に５３０店舗を展開し、

個人向け銀行では�１バンクに成長している。

　午後には、埼玉県本庄市に本社がある賛光精機株式会社のモンゴル法人会

社の、サンコウ（SANKOU SOLAR MONGLIA Co. Ltd）と賛光（SANKOU 

TECH MONGOLIA Co. Ltd）を訪問した６。２つの会社は同一の建物に所在

するが、それぞれが独立した企業として活動している。

　SANKOU SOLAR MONGLIA Co. Ltd は、ソーラーパネルの製造・販売を

─────────
６　カタカナと漢字は、両社の作業員の作業着に書いてあったものを参考にしている。
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行っており、生産ラインは非常に清潔に保たれ、最先端の機械が動いていた。

QC マネジャーの Batgerel 氏によれば、生産されたソーラーパネルは日本

へ逆輸入されたり、中国へ出荷したりしているとのことであった（ヒアリン

グ当時）。

　SANKOU TECH MONGOLIA Co. Ltd は、アルミの削りだしの金型を製

作している。こちらも最先端の切削加工機を導入し、二交代制で常に機械が

稼動してる状態で作業を行っている。金型は全量日本に輸出しているが、内

陸国のモンゴルは、中国かロシアへ一度運び出さないと海路を利用できない

ので、最近では空輸で製品を輸出しているとの事であった。

　どちらの企業も日本の賛光精機株式会社のグループ会社であるため、モン

ゴル式ではなく、日本式の労働体系をとっている。SANKOU TECH の社長

Tsendeekhuu 氏によれば、モンゴル式から日本式に変えることには相当の

苦労があったという。驚くべきことに従業員は全員日本語で挨拶ができ、さ

らに企業研修という形で、日本に研修に行く制度があるため、工場での工程

の説明を、モンゴル人の従業員が日本語で行ってくれたことには大変驚いた。

しかし、慣れない日本式の労働体系と、賃金が建設業のほうが良いというこ

とで、人の出入りが多いのが悩みの種だと話していたのが印象的であった。

８月１２日　ウランバートル市内

　９時に日本大使館を訪問し、一等書記官の近藤和正氏と二等書記官の井上

加代子氏から、現在のモンゴルの経済状況や日本とモンゴルを取り巻く状況

などについて貴重な話をしていただいた。

　昼食後には、UB の市庁舎を訪ね、市議会議員の Batbayar 氏と UB 市の

市民生活サービス部の Ariguun 氏から、ウランバートル市のゴミ問題と対

策について話を伺う。ここ３年間ほどでモンゴルのゴミ事情が大きく変化し

たということで、その変化やこれからやろうとしていることについて詳しく

説明してもらった。トピックスは次であった。

・ゴミ収集車両の増加（日本からの払い下げのものもある）
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・道路掃除人員を倍にした

・市内にゴミ焼却工場を建てる

・ゴミ収集事業者に GPS をつけ、不正の監視と効率化を進める

・ゴミ袋を有料化し、２０１５年からは分別をきちんとさせる

　今回の最後の訪問先は、JICA のモンゴル事務所である。所長の阿部将典

氏と計画管理担当のアンハ氏（Ankhtsetseg）氏から JICA の技術協力や活

動内容の全般について説明を受けた。

　明日の朝は早いので、今回の現地調査の反省会を行い、ホテルで細やかな

打ち上げをし、モンゴル訪問を締めくくった。

２．エルデネト鉱山関連の補遺

・今回のエルデネト訪問の一番の目的は、アジア最大級で世界でも第４位と

言われる銅の生産量を誇り、この鉱山だけでモンゴル国の GDP の１３．５％、

国税収入の７％を占め（２００６年調べ）、インフラ未発達のモンゴルでは珍しく、

銅の加工品を輸出している鉱山を実地に見学することであった。

・応接室で会社の PR ビデオを見た後、ヘルメットと黄色いビブスを渡され、

会社の車に続いて露天掘りの現場へ移動して説明を受ける。国内外からの視

察が多いのか、見学者に対しての対応がスムーズで、マニュアル化されてい

る印象が強かった。

・露天掘りの様子：露天掘りの方法は、ダイナマイトで岩石を破壊し、それ

らを大型重機を使い超大型トラックで搬送していくというオーソドックスな

スタイルである。見学した日は、時間が遅かったせいか機械は止まっていて、

露天掘りを総括しているオペレーター部屋から全体を見せてもらった。

露天掘りの現場は、長さ２５００�、幅が１２６５�、最大の深さが１２０�に達して

おり、採掘量は２０１４年では年間３百万ｔが計画されているとの事であった。

私たちが見た露天掘り場が最大のものであるが、周辺にも小さな露天掘り場

があり、近々新しい場所の掘削も始まる予定であると話していた。
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・緑化計画地区：エルデネト鉱山では、莫大な量の鉱石が掘られるが、銅や

モリブデンにならなかった鉱滓は鉱山周辺に積まれており、googleearth で

みてもわかるが、露天掘り場周辺は地形が変わってしまうほどである。周辺

への環境影響が大きく、対外的にも緑化・修復計画が必要で、その実施区域

に案内された。しかしながら、緑地化計画といっても、看板と、申し訳程度

の苗木のような木が植わっている土地と、入り口から目立つ付近にデモンス

トレーションのように、植栽されている場所が存在するだけで、土壌が固め

られた砂利であるためか、あまりうまく行っていない様子であった。

しかし、２００４年に ISO １４００１　を取得していることから、もともと樹木の育ち

にくいモンゴルの風土の影響が大きく、実際には私たちが感じたほどではな

いのかもしれないが。

・石灰湖：銅精錬時に出る莫大な量の石灰を水に溶かし、鉱山と反対側にあ

る谷を鉱山から出た砂利で埋め立てた人造湖に溜め、ろ過して浄化していた。

見学を依頼すると、時間が遅かったのかもしれないが、かなり渋られていた

が、案内してもらえた。石灰湖は毎日数千トンの排水が行われても溢れない

ほどの大きさであるが、説明によれば後２０年もすれば収容能力を超えてしま

うとの事であった。

・エルデネト社から何度も聞かれたのは、乾燥した石灰が原因の大気汚染が

深刻になっており、石灰を使わない方法か、出た石灰の再利用できる方法で

ある。帰国後、調べてみたが（河合）、おそらく石灰に沈殿している石灰は、

不純物を含んでいるようで、そのまま何かに流用できるものではなさそうだ。

この鉱山で使用される石灰は、エルデネトの近くにある石灰鉱山から運ばれ

ていて、原料供給はうまく行っているようであった。

・選鉱作業の様子：ここではまず、選鉱作業そのものについて簡単に説明す

る。

＜一般的な浮遊選鉱および銅の精錬手順＞

①　露天掘り場から採石した鉱石を粉砕機に入れ細かく砕く。

②　細かく砕いた銅鉱石の粉に補収剤と呼ばれる油のようなものを混ぜ、
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水を加えて空気を入れると泡ができ、鉱石が泡に付いて水に浮く（泡

のなかに黄銅鉱が付着する）。

③　その泡から黄銅鉱を分離し、コークスで強熱を加えて硫化銅にした後、

もう一度空気を吹き込みながら焼き固めて９９％程度の粗銅をつくる。

④　粗銅は硫酸銅と硫酸の入った水槽で電気分解し、純銅を取り出す。

⑤　②で分離された鉱石の中には、泡に付着しない銅が含まれているため、

酸性の液体をかけて銅の成分を溶かし込ませて電気分解し、より多く

の銅を得ている。

　われわれがエルデネト鉱山内で見学したのは、鉱石を細かく砕く作業と、

分離された泡であった。

　鉱山会社内のいたるところに鉱石の説明や作業工程などを書いたボードが

貼ってあり、薄暗く長い通路を抜けると、非常に大きな倉庫のような建物に

案内された。そこは鉱石粉砕場で、粉砕機が何機も並んでいた。粉砕機は大

きなローラーで、その中にある程度砕かれた鉱石と、鉄の玉を入れ、高速で

回転させるというシンプルなもので、ホームページによると、３段階の大き

さの機械でより細かく粉砕して生産効率を上げている。われわれが見たのは

一番大きな粉砕機で、直径が４�以上ありそうな粉砕機が数台フル稼働で

回っており、会話が聞こえないほどであった。しかし石を粉砕している場所

にもかかわらず、工場内は埃がひどいといったような感じはなく、きれいに

保たれていたのが印象的であった。

・銅板会社：エルデネト鉱山社を後にして、アメリカ系資本で、上の工程の

④もしくは泡に付かなかった銅の精錬工場を訪ねた。すぐに見えたのは外に

野ざらしの銅板。そしてその前で説明を聞きながら見えた、必死に銅板を叩

いて外している作業員の姿。銅板自体はその後加工してしまうので特に問題

はないとのことではあった。

　さらに工場内に入ると異常な臭いがしてきた。電気精錬する際に、恐らく

粗銅に含まれる硫黄から二酸化硫黄が少量発生しているのではないかと思う。

異臭に耐えかねて、下に降りて作業工程を見ていると、先ほど必死に叩いて
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何かを外していたのが、マイナスの電極に使っていた純銅の板から、電気分

解でできた銅板を剥離させる工程であった。

・銅線会社：銅の利用は、電気素材として使われるか、もしくは合金として

用いられることが一般的である。エルデネトで最後に訪問したのは、電線の

製造加工工場である。直径が数センチある銅線を、とにかくひたすら延ばし

続け、最終的にはわれわれが見慣れた電気コードの中に入っているような細

さにまで伸ばしていき、表面に PVC をコーティングして出荷している。工

場内はとても広かったが、機械の数や製品の量に対して、広すぎる印象があ

り、従業員もいなかったので、壁一面に大きく掲げられたスローガン様の貼

紙とのコントラストから、寂しい印象の工場であった。

３．国立公園フブスクル湖関連の補遺

・フブスグル湖はモンゴル北西部、ロシア国境に近い東サヤン山麓に位置す

粉砕施設
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る。標高は１６４５メートルで南北に長い形をしていて、南北は１３６キロメートル、

東西は３６．５キロメートル、最大水深は２６２メートルになる。アジアの淡水湖

では有数の水量を誇り、モンゴルの淡水の７０％、全世界の淡水の０．４ ％を有

している。また、バイカル湖に続き世界第二位の透明度は平均１８メートルと

なっているが、最近バイカル湖の水質汚染に伴って、実質的には世界一位で

はないかといわれている。

・フブスクル湖に行くには、まずムルンからハトガルに移動する必要がある。

既述のように、ハトガル市のゲートで、モンゴル人・外国人を問わず入園料

が徴収され、ゴミ袋を渡され、公園内で出したゴミはすべてその袋に入れ、

ゲートまで持ち帰るシステムである。また、レストランなどには国立公園内

での注意事項が書かれたパンフレットを配布している。

・フブスクル湖で生じている人間による水質汚染：観光開発に伴い、観光客

が増えるとどうしても発生してしまう問題である。１つは、トイレは汲み取

り式で、汚水を回収しているようであるが、台所の汚水は特に集めていない

こと。２つは、外国人を呼ぶためにシャワーや水洗トイレを導入し始めてい

るツーリストキャンプもあり、その廃水処理をきちんとして行くことが課題

であろう。３つは、牧民による放牧がそこかしこで行われており、その排泄

物などが溶け出し湖に流れ込んでいる。目に見えることとしては、フブスク

ル湖はもともと栄養塩類濃度が低いため、生物が殆んど棲まないために透明

度が高かったのであるが、湖岸付近の石には栄養分が高くないと発生しない

藻が生えていた。

・ゴミ処理問題：上述のように国立公園に入る際にゴミ用のプラスチック袋

を渡されるが、至る所にペットボトルやプラスチックのゴミが捨てられてい

た。ゴミの投棄・散乱が多くなると、環境汚染と破壊が進み、ひいては観光

資源価値が下がるということにあまり注意を払っていないように思える。モ

ンゴルでは道端にゴミが落ちていることが多く、その言訳として「もとが遊

牧民で、移動する時に土に返るものしかなかったのでゴミを置いていってい

た。それでゴミを集めて持ち歩くという習慣がない」と聞かされたが、観光
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資源としての自然を売り出していくためには、ゴミの現実を学んで、ゴミに

対する考え方を変える必要があろう。

（本報告中の写真は、河合伸泰撮影）
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